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　☎ 

「せたがや高齢・介護応援アプリ」を
配信しています

アプリで何ができるの？

☎ 

区のおしらせ「せたがや」をスマートフォン等に配信しています

（iphone）

カタログ
ポケット

カタログ
ポケット マチイロ

（Android）

アプリケーションのダウンロード方法

（iphone） （Android）

無料
「せたがやシルバー情報」利用のご案内

○この「せたがやシルバー情報」は、世田谷区が実施している高齢者福祉サー
ビスや介護保険制度を中心にまとめたものです。介護保険制度の３年ごと
の見直しに合わせ発行し、６５歳以上の方のいる世帯へお配りしています。
日々の暮らしの中でご活用ください。

○掲載している内容は、令和３年８月現在のものです。その後の制度改正等
により、内容に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。詳しく
は各担当にお問合せください。

〇「せたがやシルバー情報」へのご意見・ご要望がございましたら、巻末の
アンケートはがきにより、高齢福祉課までお寄せください。

〇次回は令和６年度に発行する予定です。ご自宅への配付は希望する方のみと
する予定です。ご自宅への配付を希望される方は、巻末のアンケートはが
きにてお知らせください。

※令和３年８月に、６５歳以上の方のいる世帯（令和４年３月までに６５歳になる方を
　含む）へ一斉配付
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高齢者が気をつけたい健康管理
■熱中症
　熱中症は炎天下だけではなく、就寝中など室内でも起こります。高齢者は体温調節力が低下し、暑さ

や喉の渇きを感じにくくなっています。エアコンや扇風機を上手に活用して室温調整しましょう。

　また、喉が渇いていなくても、こまめな水分補給が大切です。

■結核
　結核患者のおよそ半数は６５歳以上の高齢者です。結核は早期に発見し、治療すれば治る病気です。

しかし、発見が遅れると重症化につながり、命を落とすこともあります。また、ご家族や友人など周囲

の方への集団感染となるケースもあります。感染拡大を防止するためにも、早期発見・早期治療が重要

です。咳が２週間以上続いている、タンが出る、体がだるい、急に体重が減った等の症状がある場合は

すぐに医療機関を受診してください。また、目立った症状がないこともありますので、年１回は健康診

断などで胸部エックス線の検査を受けましょう。

■感染性胃腸炎
　感染性胃腸炎は、下痢やおう吐を主症状とする感染症で、その原因はノロウイルスであることが多い

といわれています。通常２～３日で軽快しますが、高齢者は症状が重くなることがあるので注意が必要

です。また感染力が強く、患者のおう吐物や便には大量のウイルスが含まれます。ウイルスが付着した

手を介して、口に入ることで感染するため、調理前やトイレの後、汚物処理の後は石鹸でしっかり手洗

いを行いましょう。またノロウイルス等がついた食品（カキなどの二枚貝等）を食べることでも感染し

ます（食中毒）。ウイルスは８５℃９０秒以上の過熱で死滅するので、食品は中心部まで十分加熱して

食べましょう。

■肺炎
　高齢者になると風邪などから肺炎を起こし、重症化することがあります。肺炎はウイルスや細菌など

様々な原因で起こりますが、高齢者の肺炎を起こす原因として肺炎球菌による感染症があります。肺炎

球菌による肺炎の予防にはワクチンの接種が有効です。予防接種で抵抗力をつけるとともに、日頃から

手洗い、口腔内を清潔にする、栄養と睡眠を十分にとる等、感染予防に気をつけましょう。

（高齢者肺炎球菌予防接種については➡３２頁）

■インフルエンザ
　インフルエンザは、毎年冬に流行します。

インフルエンザを予防するには、外出後の手洗いや、体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランス

の良い食事を心がけましょう。また、インフルエンザの予防接種は重症化を予防する効果があります。

予防効果を高めるために、毎年予防接種をしましょう。咳やくしゃみ等の症状があるときは、周囲にう

つさないためにもマスクを着用しましょう。

（高齢者インフルエンザ予防接種については➡３１頁）
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世田谷区認知症とともに生きる希望条例（令和２年１０月施行）
　「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社

会の実現を目指す」――認知症について日本で初めて策定された厚生労働省の政策「オレンジプラ

ン」のもとになった文章です。けれど現実の日本はそれと逆の方向に進み、国際的に大きく遅れを

とってしまっていました。

　世田谷区はオレンジプランの思想を受け継ぎ実現する「認知症とともに生きる希望条例」を制定

し、令和２年１０月に施行しました。「認知症の人を含む全ての区民が、自分らしく、本人の意思

と権利が尊重され、安心して暮らし続けることのできる地域共生社会の実現」を区民みんなで創り

出していこうとしています。条例づくりには、認知症を体験した３人の方が加わりました。そして、

以下の４つの視点が盛り込まれました。

①　「認知症になると、なにもわからなくなってしまう」という誤った考え方を改め、「意思や豊か

　な感情が備わっている」という新しい認知症の考え方へ変えること。

②　誰もがなりうる認知症について、みんなで「備え」をすること。

③　一人ひとりが希望を大切にしあい、ともに生きるパートナー（伴走者）として支えあうこと。

④　認知症とともに今を生きる本人の希望と、そして、当たり前に暮らせること（権利・人権）を

　一番大切にすること。

条例の本文やパンフレットは、世田谷区ホームページにてご覧いただけます。 

二次元コードからも
ご覧いただけます。

世田谷区 認知症 条例 検索

パンフレットの顔のイラストは、認知症を体験している元美術の先生、さきこさんが描きました。
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　条例に基づき、「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を令和３年３月に策定しました。

計画に基づく主な取組みは、世田谷区認知症在宅生活サポートセンターを拠点として行っていきます。

〇条例や計画、区の認知症施策全般について
【問 合 せ】介護予防・地域支援課　☎ ５４３２- ２９５４　  ５４３２- ３０８５

　認知症の人や家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、あんしんすこやかセンターをは

じめとする様々な関係機関などを後方支援するところです。また、認知症に関する講演会やイベ

ント、認知症の人を介護するご家族の支援、認知症の人の居場所や活動の場づくりを行っています。

☎ ６３７９- ４３１５ 　  ６３７９- ４３１６
【所 在 地】松原６- ３７- １０　区立保健医療福祉総合プラザ１階

世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

　世田谷区認知症在宅生活サポートセンターでは、区民の方・あんしんすこやかセンターなど
と種々の取り組みをしています。その一部をご紹介します。

■もの忘れチェック相談会
　もの忘れが心配だけれども医療機関を受診するか迷っている方やそのご家族などが、医師に
個別に相談できます。

■認知症本人交流会「楽しく語ろうつどいの会」
　認知症のご本人が、自らの体験や思い、必要としていることを語り合う場です。

■認知症カフェ　
　認知症のご本人やその家族が、身近な場所で気軽に参加し、医療・保健・福祉の専門家へ気
軽に相談したり地域の方と交流ができる場所です。

■認知症初期集中支援チーム事業
　認知症（疑い含む）のご本人やご家族を対象に、看護師・医師などの専門職からなるチーム
が定期的に家庭訪問（６か月程度）し、集中的に支援を行うことにより、支援体制を作ります。

■認知症講演会
　認知症の専門医が認知症についての講演を行います。若年性認知症に関する講演会も開催し
ています。

ご自身やご家族が「もの忘れかな？」と思ったら
まずは、あんしんすこやかセンターへお気軽にご相談ください。
ご自身やご家族だけでなく、近隣の方など、どなたでもご相談
いただけます。また、相談に関する秘密は厳守します。

【費     用】無料
【問 合 せ】住所地のあんしんすこやかセンター (➡１７頁)
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　突然大きな地震などに襲われたとき、高齢者や障害のある方は、一人で身の安全を確保し、避難

することが容易ではありません。

　身の安全を確保するためには、ご本人やご家族、地域の皆さんなどが地震に対する理解を深め、

事前の備えを心がけることが大切です。

　まずは地震が発生した時にケガをしないことが大切です。家の耐震化や、家具の転倒・落下・移

動防止をあらかじめ行いましょう。

　⇒家具転倒防止器具取付支援制度（➡６５頁）
　普段過ごす居室や寝室は、特に転倒・落下・移動防止対策をしっかりしておきましょう。また、

ガラス窓が割れて飛び散ったりすることを防ぐため、窓に飛散防止フィルム等を貼っておきましょ

う。

　厚手のカーテンを引いておくだけでもある程度の効果があります。

　⇒世田谷区防災用品のあっせん【問 合 せ】 災害対策課　☎ ５４３２- ２２６２
　（リーフレットを災害対策課、総合支所地域振興課、まちづくりセンターで配布しています。）

　テレビやラジオ、防災行政無線などの放送で、正しい情報を得るようにしましょう。区内の災害

情報は、エフエム世田谷（８３.４MHz）、区ホームページでもお知らせします。

　⇒防災無線等の放送内容が聞き取れなかった場合は、２４時間以内に放送された内容を電話で聞

くことができます。

　　専用電話番号　☎ ０１８０- ９９- ３１５１（通話料がかかります）
　耳の不自由な方は、近所の複数の特定の方に、緊急の情報をすぐに教えてもらうようにしておき

ましょう。

　また、「災害・防犯情報メール配信サービス」にあらかじめメールアドレスを登録すると、地震・

気象警報等の災害情報や防犯情報が配信されます。

　　登録方法は、http://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/ をご覧ください。

　火や水が使えなくても簡単に食べられるレトルト食品や缶詰・飲料水等を、３日分以上、出来れ

ば１週間分は備えておきましょう。アレルギーのある方は、対応食を用意しましょう。

　また、常備薬がある場合は、いざという時に持ち出せるよう準備をしましょう。

　人工呼吸器、酸素療法、吸引器を使用している方は、停電に備えて発電機やバッテリーの準備を

し、いつでも使えるようにしておきましょう。

　緊急時の対応について、かかりつけ医や訪問看護師、保健師と相談しておくことも大切です。医

療機器については、医療機器販売会社に確認しましょう。

　詳しくは、「災害時区民行動マニュアル」等をご参照ください。
（災害対策課、総合支所地域振興課、まちづくりセンターで配布）

災害に備えて

けがをしないために

情報を入手しましょう

非常用物品を備えましょう
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キャッシュ
カードを

カードをATMに入れて
ボタンを押してください

キャッシュカードを
封筒に入れて
ください

携帯電話とカードを
持って、ATMへ
行ってください

医療費が戻ります
コロナの追加給付金が
　　　　　 あります

代わりの人間が
お金を取りに
行くから渡して

あなたの

カードが偽造
されています

カードの
変更手続きのため
ご自宅へ伺います

To.
Subject

サイト利用料金未納のお知らせ

至急ご連絡
下さい
03-XXXX

民事
訴訟

最終
告知

コロナに
感染して
お金が必要

大事な書類を
無くしたので

 　　　お金を貸して
　ほしい

訴訟取下げ費用
として、コンビニで
電子マネーカードを購入

してください

4 電話に
出

個人情報を
言わ

キャッシュカードを
渡さ1 2 3      

ATMで手続き
し4   

世田谷区 
特殊詐欺相談 03-5432-2121ホットライン

開設時間 月～金曜 9:00-17:00（祝・休日・年末年始を除く）お金を渡す前にお電話を！

これ、全部これ、全部 です!!です!!詐欺
を

警察官を
名乗って…

親族を
名乗って…

メールや
封書で…

犯人の指示で
ATMを操作し、
犯人にお金を

振り込んでしまう。

目を離した隙に、
カードの入った
封筒をだまし取られ

てしまう。

身に覚えのない
支払いを

させられてしまう。

他人にお金を
渡してしまう。

区役所職員
名乗って…
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相談窓口

健康づくり

介護予防・
日常生活支援

総合事業

社会参加・
働く・

いきがいづくり

権利擁護

在宅生活を
支える

サービス

高齢者向け
住まい

後期高齢者
医療制度等

介護保険制度
のしくみと
サービス

施設一覧

索　引

高齢者向け
広告の
ページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

目　次
　　 対象者別サービス一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１. 相談窓口
　1あんしんすこやかセンター ( 地域包括支援センター )
　　あんしんすこやかセンターの機能　　　　　　　　　　　　　　　　    

　　あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）一覧　　　　　　  

　　あんしんすこやかセンター案内図　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　2総合支所保健福祉センター
　　区役所・総合支所案内図　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

　3その他の相談窓口
　　福祉の相談窓口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

　　高齢者安心コール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

　　高齢者安心電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者なんでも相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　民生委員・児童委員への相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　がん相談コーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　生活福祉資金の貸付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　不動産担保型生活資金の貸付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　消費生活相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２. 健康づくり
　　健康診査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　がん検診等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　区民歯科相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　訪問口腔ケア事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　すこやか歯科健診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　糖尿病予防教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　健康手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者インフルエンザ予防接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者肺炎球菌予防接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　こころの健康相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　食べて元気に過ごしましょう。「低栄養」にご注意を！！　　　　　　　 

　　保健センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

　　はり・きゅう・マッサージサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　かかりつけ医を持ちましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　世田谷区在宅療養資源マップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　在宅療養・ACP ガイドブック 「LIFE これからのこと」　　　　　　　     

３. 社会参加・働く・いきがいづくり
　1社会参加
　　介護予防 ･日常生活支援総合事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２

１６
１７
１８

２３

２５
２５
２５
２６
２６
２６
２７
２７
２７

２８
２９
３０
３０
３０
３１
３１
３１
３２
３２
３３
３４
３６
３６
３７
３７

３８
３８
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相談窓口

健康づくり
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高齢者向け
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ページ
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2

3
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　　シルバー工芸教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　代田陶芸教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　土と農の交流園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　世田谷区生涯大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　せたがや生涯現役ネットワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　生涯学習セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　入浴券の支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　慶祝品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　シルバーパス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　地域支えあい活動（身近な住民どうしの交流の場所です。）　　　　　　　

　　せたがやシニアボランティア・ポイント事業　　　　　　　　　　　　　

　　介護に関する入門的研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　選挙における自宅等での不在者投票（郵便等投票制度）　　　　　　　　 

　2働く
　　仕事の紹介・相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　就業に関する催し・講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　シルバー人材センターで働いてみませんか　　　　　　　　　　　　　　

　　ふれあいサービス協力会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　3利用施設
　　ひだまり友遊会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　せたがや　がやがや館（健康増進・交流施設）　　　　　　　　　　　　 

　　北烏山東敬老会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者集会所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　文化施設・スポーツ施設の利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４.権利擁護
　　高齢者虐待の相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　あんしん事業 (地域福祉権利擁護事業 )                              

　　成年後見制度利用支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　あんしん法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５.在宅生活を支えるサービス　
　1介護が必要な方へのサービス
　　訪問理美容サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　紙おむつの支給・おむつ代の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　寝具乾燥サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢者見守りステッカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　リフト付タクシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　世田谷福祉移動支援センター「そとでる」　　　　　　　　　　　　　　 

　　車椅子の貸出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　緊急一時宿泊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　2ひとりぐらしの方へのサービス　

　　会食サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３８
３８
３９
３９
３９
４０
４０
４１
４１
４１
４２
４２
４３

４４
４５
４５
４６

４７
４７
４８
４８
４９

５１
５１
５２
５３

５４
５４
５４
５５
５５
５６
５６
５６

５７
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相談窓口

健康づくり

介護予防・
日常生活支援

総合事業

社会参加・
働く・

いきがいづくり

権利擁護

在宅生活を
支える

サービス

高齢者向け
住まい

後期高齢者
医療制度等

介護保険制度
のしくみと
サービス

施設一覧

索　引

高齢者向け
広告の
ページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　　電磁調理器・自動消化装置・ガス安全システムの給付                  

　　電話料金の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助　　　　　　　　　　　　

　3ひとりぐらし、高齢者のみ世帯の方等へのサービス
　　緊急通報システム（愛のペンダント）の貸与　　　　　　　　　　　　　

　　住宅火災通報システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　福祉電話訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　資源・ごみ・粗大ごみの収集サービス　　　　　　　　　　　　　　　　

　　ふれあいサービス事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　くらしの多彩なニーズにお応えします　　　　　　　　　　　　　　　　

　4住宅を改修するためのサービス
　　住宅改修費の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住宅改修相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　家具転倒防止器具取付支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　耐震シェルター等設置助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　5ご家族の方への支援
　　家族介護教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　介護者の会・家族会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　介護マーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　ストレスケア講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　家族のためのこころが楽になる相談　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　家族介護奨労金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６.高齢者向け住まい
　　都営、区営・区立など高齢者向け住宅の入居　　　　　　　　　　　　　

　　シルバーピア住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住まいサポートセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　サービス付き高齢者向け住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　養護老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）　　　　　　　　　　　　　　 

　　都市型軽費老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　有料老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７. 介護予防・日常生活支援総合事業
　　介護予防・生活支援サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　　一般介護予防事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　基本チェックリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

８.介護保険制度のしくみとサービス
　1介護保険とは

　　介護保険制度のしくみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　介護保険事業の財源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　介護保険に加入する方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

　　介護保険被保険者証の交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５７
５８
５８

５９
６０
６０
６０
６２
６３

６４
６４
６５
６５

６６
６６
６６
６６
６６
６７

６８
６８
６８
６９
６９
７０
７０
７０

７１
７１
７３

７４
７４
７５
７５
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相談窓口

健康づくり

介護予防・
日常生活支援
総合事業

社会参加・
働く・
いきがいづくり

権利擁護

在宅生活を
支える
サービス

高齢者向け
住まい

後期高齢者
医療制度等

介護保険制度
のしくみと
サービス

施設一覧

索　引

高齢者向け
広告の
ページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　　介護保険負担割合証の交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料　　　　　　　　　　　

　　介護保険料の納め方（６５歳以上の方）　　　　　　　　　　　　　   　

　　介護保険料を納めないでいると　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　2介護保険サービスを利用するには

　　⑴相談・認定申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑵要介護・要支援認定、基本チェックリストによる判定の実施　　　　　

　　⑶認定結果の通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑷ケアプランの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑸サービスの利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　認定結果の有効期間と更新手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　3介護保険で利用できるサービス

　　サービスの種類と費用のめやす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　訪問を受けて利用するサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　通所して利用するサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　通い・訪問・宿泊を組み合わせて利用するサービス　　　　　　　　　　

　　短期入所するサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　施設に入居・入所して利用するサービス　　　　　　　　　　　　　　　

　　在宅生活に必要な福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給    

　4サービスを利用するときの費用負担　

　　利用者負担と支給限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　利用者負担軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　5高齢福祉・介護サービスの苦情・相談

　　高齢福祉・介護サービスの苦情・相談　　　　　　　　　　　　　　　　

    世田谷区保健福祉サービス苦情審査会　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東京都国民健康保険団体連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　福祉サービス運営適正化委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９.後期高齢者医療制度等
　　後期高齢者医療制度・療養費の支給　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　後期高齢者医療制度・保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高額介護合算療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　高齢受給者証による医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０.施設一覧
　　区内介護保険施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

　　区内高齢者施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１.高齢者向け広告のページ
　　広告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２.索引　　

　　索引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７６
７６
７８
８０

８２
８３
８３
８５
８７
８７

８８
８９
９１
９３
９４
９５
９８

１００
１００

１０５
１０５
１０６
１０６

１０８
１０９
１１０
１１０

１１１
１１４

１１６

１１８
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■対象者別サービス一覧表

大

項

目

サービス内容

負
担
の
軽
減
等

対象年齢 介護認定
支 認
援 定
が は
必 受
要 け
な て
方 い
　 な
　 い
　 が

元
気
な
高
齢
者
向
け

ひ
と
り
ぐ
ら
し

高
齢
者
の
み
世
帯

備考 頁
６
０
歳
以
上

６
５
歳
以
上

７
５
歳
以
上

要　

支
　

援

要
介
護

１
～
２

３
～
５

相　

談　

窓　

口

高齢者安心コール 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２５

高齢者安心電話 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２５

高齢者なんでも相談 〇 〇 〇 ２６

民生委員・児童委員への相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２６

がん相談コーナー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２６

生活福祉資金の貸付 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２７

不動産担保型生活資金の貸付 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２７

消費生活相談 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ２７

健　
　

康　
　

づ　
　

く　
　

り

特定健診 〇 〇 〇

世田谷区国

民健康保険

加入者

２８

長寿健診 〇 〇

後期高齢者

医療制度加

入者

２８

成人健診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
生活保護受

給者等
２８

がん検診等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２９

区民歯科相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ３０

訪問口腔ケア事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ３０

すこやか歯科健診 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ３０

糖尿病予防教室 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ３１

健康手帳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ３１

高齢者インフルエンザ予防接種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３１

高齢者肺炎球菌予防接種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３２

こころの健康相談 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ３２

保健センター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ３４

はり・きゅう・マッサージサービス ◎ ◎ ３６

◎　対象となります。

○　条件により対象となります。（条件は本文をご確認ください。）
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大

項

目

サービス内容

負
担
の
軽
減
等

対象年齢 介護認定
支 認
援 定
が は
必 受
要 け
な て
方 い
　 な
　 い
　 が

元
気
な
高
齢
者
向
け

ひ
と
り
ぐ
ら
し

高
齢
者
の
み
世
帯

備考 頁６
０
歳
以
上

６
５
歳
以
上

７
５
歳
以
上

要　

支
　

援

要
介
護

１
～
２

３
～
５

介 

護 

予 

防 

事 

業

はつらつ介護予防講座 〇 ◎ ◎ ７１

まるごと介護予防講座 〇 ◎ ◎ ７１

お口の元気アップ教室 〇 ◎ ◎ ７２

世田谷いきいき体操 〇 ◎ ◎ ７２

高齢者クラブ 〇 〇 〇 ３８

シルバー工芸教室 〇 〇 〇 ３８

代田陶芸教室 〇 〇 〇 ３８

土と農の交流園 〇 〇 〇 ３９

世田谷区生涯大学 〇 〇 〇 ３９

せたがや生涯現役ネットワーク ◎ ３９

生涯学習セミナー ◎ ◎ ◎
対象年齢

５５歳以上
４０

入浴券の支給 ◎ ◎ ◎ ４０

慶祝品

対象年齢

８８歳・

１００歳

４１

シルバーパス 〇
対象年齢

７０歳以上
４１

地域支えあい活動 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ４１

せたがやシニアボランティア・ポイント事業 〇 〇 〇 ４２

介護に関する入門的研修 〇 〇 〇 〇 ４２

選挙における自宅等での不在者投票

（郵便等投票制度）
〇 ４３

仕事の紹介・相談 〇 〇 〇 〇 ４４

就業に関する催し・講座 〇 〇 〇 〇 ４５

シルバー人材センター会員 〇 〇 〇 〇 ４５

ふれあいサービス協力会員 〇 〇 〇 〇 ４６

ひだまり友遊会館 〇 〇 〇 ４７

せたがや　がやがや館 ◎ ４７

北烏山東敬老会館 〇 〇 〇 ４８

高齢者集会所 〇 〇 〇 ４８

文化施設の利用 ◎ ◎ ４９

スポーツ施設の利用 〇 ◎ ◎ ４９

◎　対象となります。　　　○　条件により対象となります。（条件は本文をご確認ください。）
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◎　対象となります。

○　条件により対象となります。（条件は本文をご確認ください。）

大

項

目

サービス内容

負
担
の
軽
減
等

対象年齢 介護認定
支 認
援 定
が は
必 受
要 け
な て
方 い
　 な
　 い
　 が

元
気
な
高
齢
者
向
け

ひ
と
り
ぐ
ら
し

高
齢
者
の
み
世
帯

備考 頁６
０
歳
以
上

６
５
歳
以
上

７
５
歳
以
上

要　

支
　

援

要
介
護

１
～
２

３
～
５

権　

利　

擁　

護

高齢者虐待の相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５１

あんしん事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５１

成年後見制度利用支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５２

あんしん法律相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５３

在　

宅　

生　

活　

を　

支　

え　

る　

区　

の　

サ　

ー　

ビ　

ス

訪問理美容サービス 〇 〇 ◎ ５４

紙おむつの支給・おむつ代の助成 〇 〇 〇 ◎

介護保険
第２号被保
険者も対象
となる場合
がある

５４

寝具乾燥サービス 〇 〇 ◎ ５４

高齢者見守りステッカー 〇 〇 〇 〇 〇 ５５

リフト付タクシー 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 ５５

世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５６

車椅子の貸し出し 〇 〇 〇 〇 ５６

緊急一時宿泊 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５６

会食サービス 〇 〇 ◎ ５７

電磁調理器・自動消火装置・ガス安全システムの給付 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ５７

電話料金の助成 〇 〇 〇 ５８

救急通報システム（愛のペンダント）の貸与 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ○

日中独居世

帯も対象に

なる場合が

ある

５９

住宅火災通報システム ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ６０

住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助 〇 〇 〇 〇 ５８

福祉電話訪問 〇 〇 〇 〇 ６０

資源・ごみ・粗大ごみの収集サービス 〇 〇 ○ 〇 〇 ６０

ふれあいサービス事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ６１
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◎　対象となります。

○　条件により対象となります。（条件は本文をご確認ください。）

大

項

目

サービス内容

負
担
の
軽
減
等

対象年齢 介護認定
支 認
援 定
が は
必 受
要 け
な て
方 い
　 な
　 い
　 が

元
気
な
高
齢
者
向
け

ひ
と
り
ぐ
ら
し

高
齢
者
の
み
世
帯

備考 頁６
０
歳
以
上

６
５
歳
以
上

７
５
歳
以
上

要　

支
　

援

要
介
護

１
～
２

３
～
５

在
宅
生
活
を
支
え
る
区
の
サ
ー
ビ
ス

シルバー人材センターのサービス 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ６３

住宅改修費の助成 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ６４

住宅改修相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇

助言・指導

が必要と認

められた方

６４

家具転倒防止器具取付支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６５

耐震シェルター等設置助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６５

高 

齢 

者 

向 

け 

す 

ま 

い

都営、区営・区立などの高齢者向け住宅の入居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６８

シルバーピア住宅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６８

住まいサポートセンター ○ ○ ○ ○ ○ ６８

サービス付き高齢者向け住宅 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ６９

養護老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６９

特別養護老人ホーム ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ７０

都市型軽費老人ホーム 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７０

有料老人ホーム 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ７０
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1
１. 相談窓口

　あんしんすこやかセンターは、世田谷区が設置した高齢者とその家族のための総合相談窓口です。

高齢者の方が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるよう支援します。

　窓口では、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師等の専門職員がご相談に応じます。

　相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。相談は無料です。

　ご相談は、電話、窓口でお受けするほか、ご自宅へ訪問してお受けすることもできます。

　また、あんしんすこやかセンターでは、介護認定が要支援１、２の方の介護予防支援（ケアプラ

ン作成）や、介護予防事業のご紹介も行っています。

【問 合 せ】　各あんしんすこやかセンター（➡１７頁）
　　　　　　介護予防・地域支援課　☎ ５４３２- ２９５３　　  ５４３２- ３０８５

あんしんすこやかセンターの機能

介護予防ケアマネジメント
　介護が必要となるおそれのある高齢

者や要支援認定者を対象に、生活の改

善や支援のための相談や、専門的な視

点から介護予防プランの作成などを

行っています。

権利擁護
　高齢者への虐待や消費者被害の防止

または早期発見、成年後見制度の利用

など権利擁護のための支援を行います。

○次の保健福祉サービスの申請の受付ができます。
・訪問理美容　・寝具乾燥　・電話料金の助成　・紙おむつ支給　・会食サービス　

・リフト付タクシー　・おむつ代助成　・福祉電話訪問　・緊急一時宿泊

認知症に関する

ご相談をお受けします。

もの忘れ相談

区の保健福祉サービスの

申請受付

総合相談・支援
　高齢者に関するさまざまなご相談を

お受けします。ご希望により、ご自宅

へお伺いすることもできます。相談内

容に応じて、民生委員、医療機関、行

政機関等と連携し、必要なサービスが

利用できるよう支援します。

包括的・継続的ケアマネジメント支援
　高齢者一人ひとりの状態の変化に応

じ、高齢者がいつまでも安心して生活

できるよう、医療機関やケアマネジャー

と連携し、支援します。

医療や介護が必要なとき、

安心して在宅療養生活を

おくることができるよう、

ご相談をお受けします。

在宅療養相談

介護保険の相談・申請受付

あんしんすこやかセンター
イメージキャラクター「あんすこ君」

 1 あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）
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1
●あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）一覧
地域 名称 所在地 電話番号 FAX 番号 担当区域

世

田

谷

池　尻
あんしんすこやかセンター

池尻３-２７-２１ ５４３３-２５１２ ３４１８-５２６１
池尻１〜３、池尻４

（１〜３２番）、三宿

太子堂
あんしんすこやかセンター

太子堂２-１７-１　２階 ５４８６-９７２６ ５４８６-９７５０ 太子堂、三軒茶屋１

若　林
あんしんすこやかセンター

若林１-３４-２　　 ５４３１-３５２７ ５４３１-３５２８ 若林、三軒茶屋２

上　町
あんしんすこやかセンター

世田谷１-２３-５　２階 ５４５０-３４８１ ５４５０-８００５ 世田谷、桜、弦巻

経　堂
あんしんすこやかセンター

宮坂１-４４-２９　　 ５４５１-５５８０ ５４５１-５５８２ 宮坂、桜丘、経堂

下　馬
あんしんすこやかセンター

下馬４-１３-４ ３４２２-７２１８ ３４１４-５２２５ 下馬、野沢

上　馬
あんしんすこやかセンター

上馬４-１０-１７ ５４３０-８０５９ ５４３０-８０８５ 上馬、駒沢１・２

北

沢

梅　丘
あんしんすこやかセンター

梅丘１-６１-１６　　 ５４２６-１９５７ ５４２６-１９５９ 
代田１〜３、梅丘、
豪徳寺

代　沢
あんしんすこやかセンター

代沢５-１-１５　　 ５４３２-０５３３ ５４３３-９６８４ 
代沢、池尻４

（３３〜３９番）

新代田
あんしんすこやかセンター

羽根木１-６-１４ ５３５５-３４０２ ３３２３-３５２３
代田４〜６、羽根木、
大原

北　沢
あんしんすこやかセンター

北沢２-８-１８ 
北沢タウンホール内　地下１階

５４７８-９１０１ ５４７８-８０７２ 北沢

松　原
あんしんすこやかセンター

松原２-２８-２１  ※ ３３２３-２５１１ ５３００-０２１２ 松原

松　沢
あんしんすこやかセンター

赤堤５-３１-５ ３３２５-２３５２ ５３００-００３１ 赤堤、桜上水

玉

川

奥　沢
あんしんすこやかセンター

奥沢３-１５-７　 ６４２１-９１３１ ６４２１-９１３７ 東玉川、奥沢１〜３

九品仏
あんしんすこやかセンター

奥沢７-３５-４ ６４１１-６０４７ ６４１１-６０４８ 
玉川田園調布、
奥沢４〜８

等々力
あんしんすこやかセンター

等々力３-４-１
玉川総合支所  ２階

３７０５-６５２８ ３７０３-５２２１ 玉堤、等々力、尾山台

上野毛
あんしんすこやかセンター

中町２-３３-１１ ３７０３-８９５６ ３７０３-５２２２ 上野毛、野毛、中町

用　賀
あんしんすこやかセンター

用賀２-２９-２２　２階 ３７０８-４４５７ ３７００-６５１１ 上用賀、用賀、玉川台

二子玉川
あんしんすこやかセンター

玉川４-４-５　２階 ５７９７-５５１６ ３７００-０６７７ 玉川、瀬田

深　沢
あんしんすこやかセンター

駒沢４-３３-１２ ５７７９-６６７０ ３４１８-５２７１
駒沢３〜５、駒沢公園、
新町、桜新町、深沢

砧

祖師谷
あんしんすこやかセンター

祖師谷４-１-２３ ３７８９-４５８９ ３７８９-４５９１ 祖師谷、千歳台１・２

成　城
あんしんすこやかセンター

成城６-３-１０　　 ３４８３-８６００ ３４８３-８７３１ 成城

船　橋
あんしんすこやかセンター

船橋４-３-２　　　　　 ３４８２-３２７６ ５４９０-３２８８ 船橋、千歳台３〜６

喜多見
あんしんすこやかセンター

喜多見５-１１-１０ ３４１５-２３１３ ３４１５-２３１４ 喜多見、宇奈根、鎌田

砧
あんしんすこやかセンター

砧５-８-１８ ３４１６-３２１７ ３４１６-３２５０ 岡本、大蔵、砧、砧公園

烏

山

上北沢
あんしんすこやかセンター

上北沢４-３２-９ ３３０６-１５１１ ３３２９-１００５ 上北沢、八幡山

上祖師谷
あんしんすこやかセンター

上祖師谷２-７-６ ５３１５-５５７７ ３３０５-６３３３ 上祖師谷、粕谷

鳥　山
あんしんすこやかセンター

南烏山６-２-１９ 
烏山区民センター　２階

３３０７-１１９８ ３３００-６８８５ 給田、南烏山、北烏山

あんしんすこやかセンターの窓口開設時間　　午前８時３０分～午後５時（日曜・祝日・１２月２９日～１月３日を除く）

あんしんすこやかセンターは、まちづくりセンターと同じ建物にあります。（松原を除く） 

※ 松原あんしんすこやかセンターは、令和４年１月頃に松原５-４３（松原小学校併設）に移転予定です。

【問合せ先】介護予防・地域支援課　☎ ５４３２-２９５３　  ５４３２-３０８５
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1

12

８◆祖師谷・成城地域循環バス
　「祖師谷まちづくりセンター」下車 徒歩１分

つつじヶ丘駅南口
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1

７

７

１月頃 （松原小学校併設）

10

すぐ

車

玉川高島屋
SC西口

二子玉川駅～成育医療研究センターで
「玉川高島屋SC西口」下車 徒歩２分
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1

７

７

１月頃 （松原小学校併設）

10

すぐ

車

玉川高島屋
SC西口

二子玉川駅～成育医療研究センターで
「玉川高島屋SC西口」下車 徒歩２分



21

相
談
窓
口

1

12

８◆祖師谷・成城地域循環バス
　「祖師谷まちづくりセンター」下車 徒歩１分

つつじヶ丘駅南口
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1

○保 健 福 祉 課　☎ ５４３２-２８５０　  ５４３２-３０４９

○健康づくり課　☎ ５４３２-２８９３　  ５４３２-３０７４

○担 当 区 域　池尻１～３、池尻４（１～３２番）、三宿、太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、

　　 　 　 　　桜、弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、上馬、駒沢１・２

世田谷総合支所保健福祉センター

○保 健 福 祉 課　☎ ６８０４-８７０１　  ６８０４-８８１３

○健康づくり課　☎ ６８０４-９３５５　  ６８０４-９０４４

○担 当 区 域　代田、梅丘、豪徳寺、代沢、池尻４（３３～３９番）、羽根木、大原、北沢、松原、

　　 　 　 　　赤堤、桜上水

北沢総合支所保健福祉センター

○保 健 福 祉 課　☎ ３７０２-１８９４　  ５７０７-２６６１

○健康づくり課　☎ ３７０２-１９４８　  ３７０５-９２０３

○担 当 区 域　東玉川、奥沢、玉川田園調布、玉堤、等々力、尾山台、上野毛、野毛、中町、上用賀、

　　 　 　 　　用賀、玉川台、玉川、瀬田、駒沢３～５、駒沢公園、新町、桜新町、深沢

玉川総合支所保健福祉センター

○保 健 福 祉 課　☎ ３４８２-８１９３　  ３４８２-１７９６

○健康づくり課　☎ ３４８３-３１６１　  ３４８３-３１６７

○担 当 区 域　祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、大蔵、砧、砧公園

砧総合支所保健福祉センター

○保 健 福 祉 課　☎ ３３２６-６１３６　  ３３２６-６１５４

○健康づくり課　☎ ３３０８-８２２８　  ３３０８-３０３６

○担 当 区 域　上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、南烏山、北烏山

烏山総合支所保健福祉センター

　保健福祉サービス・健康づくり事業についての相談・申込は、お住まいの地域によって、下記５

か所の総合支所保健福祉センターの窓口で受け付けています。

 2 総合支所保健福祉センター
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1
区役所・総合支所　案内図

世田谷区役所・世田谷総合支所
世田谷４- ２１- ２７

●世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅下車５分

●バス「世田谷区民会館」下車すぐ

 （渋５２・反１１・等１３／渋谷駅・五反田駅・等々

力操車所・梅ヶ丘駅～世田谷区民会館）

●バス「世田谷区役所入口」下車６分

 （渋２１・２２・２３・２４・２６／渋谷駅～上町・

祖師ケ谷大蔵駅・成城学園前駅西口・調布駅南口・

用賀駅）

窓口受付時間　午前８時３０分～午後５時

閉庁日　土曜日・日曜日・祝日・年末年始

区役所第３庁舎
世田谷総合支所

分庁舎（ノバビル）

区役所第１庁舎世田谷区役所
駐車場（有料）

世田谷
四郵便局

デイホーム
世田谷

国士舘大学

国士舘大学 若林公園

コンビニエンス
ストア

至梅丘

くぬぎ公園

城山通り

世田谷
区民会館

若林四丁目

松陰神社

勝国寺卍

世田谷
区民会館

世田谷
合同庁舎

区役所
第２庁舎
世田谷
保健所

城山分庁舎

松陰神社前

世田谷

　世田谷区役所・世田谷総合支所は、庁舎老朽化のため、令和３年７月から令和９年１０月（予定）

まで建替え工事を行います。

　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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1
北沢総合支所

北沢２-８- １８（北沢タウンホール）

●小田急線下北沢駅東口下車５分

　京王井の頭線下北沢駅中央口下車５分

●バス「北沢タウンホール」下車すぐ

 （下６１/駒沢陸橋～北沢タウンホール）

東口東口
中央口

西南口

砧総合支所
成城６- ２- １

●小田急線成城学園前駅下車３分

●バス「成城学園前駅（南口）」下車４分  （渋谷駅・等々

力操車所・用賀駅・二子玉川駅～成城学園前駅南口）

●バス「成城学園前駅（西口）」下車５分（成城学園前駅

西口～つつじヶ丘駅南口・調布駅南口・狛江駅北口・千

歳船橋駅・千歳烏山駅北口・千歳烏山駅南口）

●バス「砧総合支所」下車すぐ（祖師谷・成城地域循環）

砧総合支所
（成城ホール）

成城学
園

前駅西
口

パン屋

南口
成城まちづくり
センター

烏山総合支所
南烏山６- ２２- １４

千歳烏山駅（京王バス）

千歳烏山駅（南口）
（小田急バス）

千歳烏山駅（北口）
（小田急バス）（関東バス）

交

（烏山区民センター内）

●京王線千歳烏山駅下車５分

●バス「烏山総合支所前」下車すぐ（吉０２/吉祥

寺駅～千歳烏山駅北口）

●バス「千歳烏山駅（北口）」下車２分（成０２・吉０２・荻５８/

千歳烏山駅北口～成城学園前駅西口・吉祥寺駅、北野～荻窪駅

南口）

●バス「千歳烏山駅（南口）」下車８分（成０６・歳２３・丘２２/

成城学園前駅西口～千歳烏山駅南口、千歳船橋駅～千歳烏山駅、

つつじヶ丘北口～千歳船橋駅）

玉川総合支所
等々力３- ４- １

●大井町線等々力駅下車すぐ

●バス「等々力」下車徒歩２分（等１２・１３／等々

力操車所～成城学園前駅・梅ヶ丘駅）

●バス「等々力」下車すぐ（渋８２／等々力～渋

谷駅、等０１／等々力～玉堤（循環）、東９８/等々

力操車所～東京駅南口）

等々力

信用金庫

銀行
等々力

等々力通り

川
沢
谷 大井町

大井町

環状８号線

線

等々力

陸橋

玉川総合支所

等
々
力
渓
谷
公
園
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　３つのサービスで安心をお届けいたします。

①電話相談サービス

　介護支援専門員など高齢者福祉に精通した相談員が、高齢者の日常生活の困り事や、高齢者の親

族等からの高齢者の見守りに関する相談を、２４時間３６５日電話で受け付けます。「どこに相

談していいかわからない」など、ちょっとした困り事でも構いません。お気軽にご相談ください。

　【対 象 者】　６５歳以上の方、またはそのご親族やご近所の方

②電話訪問員による電話訪問サービス

　看護師等の資格がある電話訪問員が、定期的（月１回・週１回または週２回）に、ご自宅に電話

をして、お体の具合などを確認する見守りサービスです。ご不在が続いた場合は、あらかじめ登

録していただいた緊急連絡先に連絡します。

　【対 象 者】　６５歳以上で、ひとりでお住まいの方、高齢者だけでお住まいの方

③ボランティアによる訪問援助サービス

　「電球を交換したいけど、一人では取り替えられない」などのご相談に対し、区に登録している

ボランティアが、ご自宅に訪問して簡単なお手伝いをするサービスです。

　【対 象 者】　６５歳以上で、ひとりでお住まいの方、高齢者だけでお住まいの方
　　　　　　　日中おひとりでいる方

【費 用】　①②は無料
　　　　　　③は実費相当分（例えば電球の交換をした場合の電球の代金などを負担していただき
　　　　　　ます。）
【上記サービス相談先】　高齢者安心コール　☎ ５４３２- １０１０　  ５４３２- １０３０

　高齢者及びその家族等を対象とした福祉・生活・人間関係等各種の心配事に対する相談です。（夜

間のみ）

【相談時間】　毎日午後７時３０分～午後１０時３０分
　　　　　　※新型コロナウイルス等の状況により、終了時間が午後９時３０分に短縮する場合があります。

【相談方法】電話相談のみ　☎ ５９４４- ８６４０
【問 合 せ】公益社団法人　東京社会福祉士会

高齢者安心電話

　区内全２８地区のまちづくりセンター、あんしんすこやかセンター ( 地域包括支援センター )、

社会福祉協議会地区事務局の三者が連携して、福祉の困りごとなどの相談をお受けしています。ま

た、相談内容によっては専門の担当組織や専門機関に適切に引き継ぎ、支援に結び付けています。

【問 合 せ】地域調整課　地域調整担当　☎ ６４１３- ０５９８　  ６４１３- ９７６９

福祉の相談窓口

高齢者安心コール

 3 その他の相談窓口



26

相
談
窓
口

1
高齢者なんでも相談

　高齢者の悩みごとのご相談にお応えしています。相談委員は世田谷区老人問題研究会に委託して

います。

【相 談 日】　毎週月曜日・水曜日・金曜日（祝日、１２月２８日～１月４日を除く）
　　　　　　午後１時～午後４時
　　　　　　電話または面接
【相 　 談】　高齢者なんでも相談　ひだまり友遊会館内　☎ ３４１９- ２３４４
※令和３年８月現在、ひだまり友遊会館の改修工事中のため休止中。令和４年１月中旬より再開予定。

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、社会奉仕の精神のもと、地域保健福祉の

推進をめざし、無報酬で自主的・主体的な活動をしています。

　各委員が担当区域を受け持ち、住民の立場に立った相談・助言・援助を行い、地域の皆さんが、

福祉の制度やサービスを必要なときに利用できるよう、情報提供や窓口への橋渡しをします。また、

区等から依頼された各種福祉関係の調査や、高齢者や児童等の見守り、災害時の安否確認など、い

つも地域で幅広い活動をしています。　

　相談内容の秘密を守ることが、法律で義務づけられていますので、安心してご相談ください。お

住まいの区域の担当委員は、下記へお問い合わせください。

【問 合 せ】　生活福祉課　☎ ５４３２- ２７６７　　
　　　　　  各総合支所生活支援課　世田谷 ☎ ５４３２- ２８４１　　
　　　　　　　　　　　　　　　　  北　沢 ☎ ６８０４- ７７７０
　　　　　　　　　　　　　　　　  玉　川 ☎ ３７０２- １７３０　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　  　砧　 ☎ ３４８２- １３４３
　　　　　　　　　　　　　　　　  烏　山 ☎ ３３２６- ６１１１

　がんで療養中の方とその方の親や子、兄弟姉妹、パートナー等から、がんについての不安な気持

ちや在宅療養などについて、看護師やがん体験者が相談を行っています。

　がんに関する書籍などの資料が閲覧できる「がん情報コーナー」にて、専門スタッフがお話を伺

い、必要に応じて情報提供や面談での相談の予約をお取りする「一次相談窓口」も開設しています

ので併せてご利用ください。

　詳細は保健センター（➡３４頁）をご覧ください。

　また、世田谷区ホームページ内の「世田谷区がんポータルサイト」もご活用ください。

がん相談コーナー

民生委員・児童委員への相談
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　低所得世帯を対象として、療養費や介護費、福祉用具に関する費用等の貸付などを行っています。

(収入基準有り・連帯借受人必要 )貸付要件についてはお問合せください。

【問 合 せ】　世田谷区社会福祉協議会　ぷらっとホーム世田谷　
　　　　　　☎ ３４１９- ２６１１　  ５４３１- ５３５７

　お持ちの不動産 (現在居住している、本人名義の一戸建て )を担保に、不足する生活費をお貸し

します。貸付金は担保物件に居住しなくなった時に売却して返却していただきます。

(連帯保証人必要　配偶者以外の同居人がいる場合は不可　詳細の貸付要件は要問合せ )

【問 合 せ】　世田谷区社会福祉協議会　ぷらっとホーム世田谷　
　　　　　　☎ ３４１９- ２６１１　  ５４３１- ５３５７

　事業者との契約トラブルや悪質商法による被害、商品やサービスに対する疑問など、相談員が消

費生活に関するご相談に応じます。

【相談日時】　月曜日～金曜日（電話・来所）　  午前９時～午後４時３０分
　　　　　　土曜日（電話のみ）　　　　　　  午前９時～午後３時３０分
　　　　　　※祝・休日、年末年始を除く
【相談電話】　消費生活センター（太子堂２- １６- ７）
　　　　　　相談専用電話　　　　　　　　　　　　☎ ３４１０- ６５２２
　　　　　　高齢者（６５歳以上）の相談専用電話　☎ ５４８６- ６５０１

生活福祉資金の貸付

不動産担保型生活資金の貸付

消費生活相談
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健康診査

　世田谷区では、病気の早期発見や生活習慣病予防のため、健康診査を実施しています。年齢やご

加入されている健康保険の種類によって世田谷区が実施するものと、それ以外のものがありますの

でご注意ください。

【対象者と健康診査の種類】

【内 容】　問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査などです。必要に応じて心電図検査、

　　　　　　胸部 X線撮影等も行います。

【問 合 せ】

２. 健康づくり

対象者 健康診査の種類 自己負担額

世田谷区国民健康保険にご加入の

４０歳以上７４歳以下の方
特定健診 ５００円※

後期高齢者医療制度にご加入の方 長寿健診 ５００円※

４０歳以上で生活保護等受給中の方 成人健診 無料

※前年度住民税非課税世帯の方は無料

世田谷区国民健康保険にご加入の

４０歳以上７４歳以下の方
国保 ･年金課　特定健診係

　☎  ５４３２-２９３６　

 ５４３２-３０２０
後期高齢者医療制度ご加入の方

上記以外の健康保険にご加入の方
ご加入の医療保険者または

お勤め先にお問い合わせください。

４０歳以上で生活保護等受給中の方

世田谷保健所　健康企画課

☎  ５４３２-２４４７

 ５４３２-３０２２
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がん検診等

　次のがん検診等を実施します。対象の年齢は、年度内（４月１日～翌年３月３１日）に迎える年

齢です。生活保護等受給中の方は無料で受診できます。詳しい情報は随時、ホームページ等でお知

らせします。

◇印の検診・検査：特定健診等と同時に受診できます。

☆印の検診・検査：前年度住民税非課税世帯の方は無料で受診できます。詳しくは受診票等送付時

　　　　　　　　　にご案内を同封します。

種　類 対　象 費　用 内　容 問合せ・申し込み先

胃がん検診☆※

５０歳以上の方は胃

ｴｯｸｽ線検査又は胃内

視鏡検査のどちらか

を選択。

４０歳以上（１年に１回） １,０００円 問診、胃ｴｯｸｽ線検査

世田谷区がん検診
受付センター

☎ ６２６５- ７５７３
 ６２６５- ７５５９

５０歳以上（２年に１回） １,５００円

問診、胃内視鏡検査

内視鏡による検診を受診した

翌年度は区の胃がん検診は受

診できません。

肺がん検診◇☆ ４０歳以上

ｴｯｸｽ線のみ

１００円

ｴｯｸｽ線･喀痰

６００円

問診、胸部ｴｯｸｽ線検査

(喀痰細胞診検査は検診要件に

該当した方のみ)

大腸がん検診◇☆ ４０歳以上 ２００円 便潜血検査

乳がん検診☆
４０歳以上の女性（２年に

１回）
１,０００円

問診、視・触診、マンモグラフィ

撮影

受診した翌年度は区の乳がん

検診は受診できません。

子宮がん検診☆

（頸部・体部）

２０歳以上の女性

（２年に１回）

（子宮体部がん検診のみの受診

はできません）

頸部のみ

８００円

頸部・体部

１,８００円

問診、視・内診、細胞診検査(子宮

体部がん検診は検診要件に該当し

た方のみ)受診した翌年度は区の子

宮がん検診は受診できません。

前立腺がん検診◇☆

６０歳以上で区の前立腺が

ん検診を受診したことがな

い男性

６００円 問診、採血による検査

胃がんリスク（ABC）

検査◇☆

４０･４５･５０･６０･７０

歳で区の胃がんリスク（ABC）

検査を受診したことがない方

８００円

問診、採血による検査

(胃がんになりやすいかどうか

を調べる検査です)

肝炎ウイルス検診◇

(B型、C型) 

区の肝炎ウイルス検診を受

診したことのない方
無料 問診、採血による検査

骨粗しょう症検診

３０・３５・４０・４５・

５０・５５・６０・６５・

７０歳の女性

４００円
問診、骨量測定

（６月～翌３月）

世田谷保健所
健康企画課

☎ ５４３２- ２４４７
  ５４３２- ３０２２

口腔がん検診☆ ６１･６６･７１歳 ７００円
問診、視・触診、必要に応じて

細胞診検査（６月～翌３月）
世田谷保健所
健康推進課

☎ ５４３２- ２４４２
 ５４３２- ３１０２成人歯科健診

４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳
２００円

歯・歯周組織の状況等の健診

（６月～翌３月）

※印の検診：身体の障害により、区の胃がん検診が受けられない方に、医療機関で胃がんの検査
　(保険診療の検査を除きます。)を受けたときの費用を助成します。
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区民歯科相談

　歯周疾患など歯科・口腔衛生についての相談を受けています。電話による相談も実施しています。

【実施機関】　世田谷区歯科保健センター（玉川３- ２１- ２玉川歯科医師会館１階）
　　　　　　☎ ３７０８- ０２２６
【相談日時】　毎週木曜日　午後１時３０分～午後４時３０分　直接会場へお越しください。
【費 用】　無料
【問 合 せ】　世田谷保健所　健康推進課　☎ ５４３２- ２４４２　  ５４３２- ３１０２

訪問口腔ケア事業
　在宅で寝たきり等のため外出できない方に、歯科医師が訪問して口腔健診と歯のみがき方などの

ケア指導をおこないます。ご相談ください。

【対 象 者】　次のいずれかに該当する方
　　　　　　① 介護保険要介護認定（要介護１～５）
　　　　　　② 身体障害者手帳１，２級
　　　　　　③ 愛の手帳１，２度
　　　　　　④ 上記に準ずる方
【費 用】　無料
【問合せ・申込み】　世田谷保健所　健康推進課　☎ ５４３２- ２４４２　  ５４３２- ３１０２

すこやか歯科健診
　歯科医師とあんしんすこやかセンター・ケアマネジャーが連携して高齢者の歯と口の健康を守り

ます。この健診は、専門研修を修了した歯科医師がいる歯科診療所で受けることができます。

【対 象 者】　次のいずれかに該当する方
　　　　　　①７５歳以上の方
　　　　　　②６５歳以上で認知機能の低下がみられる方
　　　　　　③４０歳以上６４歳以下で、若年性認知症を発症し、かつ介護保険要介護または要支

　援認定を受けている方
【費 用】　無料
【申 込 み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、または担当のケアマネジャー
【問 合 せ】　世田谷保健所　健康推進課　☎ ５４３２- ２４４２　  ５４３２- ３１０２
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糖尿病予防教室

　健康診査等で要指導と診断された区民及び予防に興味のある区民を対象に、講演会及び医師・栄

養士・運動指導員等による指導（１日コース）を、年１回ずつ行います。

【対 象 者】各種健康診査等で要指導と診断された方及び予防に興味のある区民
【利用方法】募集は区のおしらせ「せたがや」に掲載します。
【問 合 せ】世田谷保健所　健康企画課　☎ ５４３２- ２３５４　  ５４３２- ３０２２
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により休止となります。

※令和４年度以降についても、新型コロナウイルス感染症等の影響により、休止もしくは、本事　

　業内容が変更となる場合があります。

　健診の結果や、体調などを記録して、健康管理にお役立てください。区のホームページからダウ

ンロードできます。

　※ご希望の方には、冊子を無料でお配りしています。

【対 象 者】４０歳以上の方
【配布場所】世田谷保健所健康企画課、各総合支所健康づくり課
【問合せ・申込み】世田谷保健所　健康企画課　☎ ５４３２- ２４４７　  ５４３２- ３０２２

　インフルエンザ感染予防のために指定の医療機関で予防接種を実施します。

【対 象 者】
①６５歳以上の方…予診票を送付します。
②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の障害、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障 

害のある障害者手帳１級相当の方…申し込みにより予診票を送付します。
【接種期間】 １０月１日～１月３１日
【自己負担額】 ２, ５００円（変更になる場合があります）
※生活保護受給中の方、中国残留邦人等支援給付受給中の方は、自己負担はありません。

【問 合 せ】世田谷保健所　感染症対策課　☎ ５４３２- ２４３７　  ５４３２- ３０２２

健康手帳

高齢者インフルエンザ予防接種
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2 　肺炎球菌による肺炎予防のために、指定の医療機関で予防接種を実施します。

【対 象 者】
　費用助成の有無に関わらず、過去に２３価肺炎球菌予防接種を受けたことがない方で、次の①ま
たは②のいずれかに該当する方
①年度の末日（３月３１日）現在、６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳の方…
予診票を送付します。

②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の障害、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障
害のある障害者手帳１級相当の方…申し込みにより予診票を送付します。

【接種期間】　４月１日～３月３１日
【自己負担額】　４, ０００円（変更になる場合があります）
※生活保護受給中の方、中国残留邦人等支援給付受給中の方は、自己負担はありません。

【問 合 せ】世田谷保健所　感染症対策課　☎ ５４３２- ２４３７　  ５４３２- ３０２２

こころの健康相談
●平日日中にできるこころの健康相談
　不安や心配があり、気分が落ち込んだ状態が続く、よく眠れないなどこころの不調を感じている

方や、そのご家族の方を対象に行っています。ひとりで悩みを抱えずに、気軽にご相談ください。

　〇保健師による随時相談
　【相談日時】　月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時（祝日、年末年始を除く）
　【相談方法】　面接や電話等による相談に保健師が対応します
　【相談・問合せ】　住所地の総合支所健康づくり課（➡２２頁）

　〇精神科医師による専門相談「こころの健康相談」「依存症専門相談」
　予約制で精神科医師と保健師による面接での個別相談を行っています。

　【相 談 日】　区のおしらせ「せたがや」地域版（毎月２５日発行）でお知らせします。
　【相談・問合せ】　住所地の総合支所健康づくり課（➡２２頁）

●夜間・休日等こころの電話相談
　こころの健康に関して気軽に相談できる窓口として、平日夜間・休日の電話相談を行っています。

専門相談員とピア相談員（相談員研修を受けた当事者）が対応します。

　詳細は３５頁をご覧ください。

高齢者肺炎球菌予防接種



33

健
康
づ
く
り

2
食べて元気に過ごしましょう。「低栄養」にご注意を！！

　低栄養予防には、

（１）１日３回食事を食べる習慣をつくる。

（２）毎食「主食・主菜・副菜」を組み合わせて食べる。

（３）肉、魚、卵、大豆・大豆製品のたんぱく質食品をしっかり食べる。

ことが大切です。

　お近くのあんしんすこやかセンター、各総合支所健康づくり課で無料でお配

りしている「食生活チェックシート」で確認しましょう。

　食生活のご相談は、各総合支所健康づくり課へご連絡ください。

【問 合 せ】　世田谷保健所　健康推進課
　　　　　　☎ ５４３２- ２４４０　  ５４３２- ３１０２
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2 【所 在 地】　松原６- ３７- １０　区立保健医療福祉総合プラザ内２階、３階
　　　　　　（小田急線梅ヶ丘駅北口より徒歩５分、豪徳寺駅より徒歩８分、
　　　　　　東急世田谷線山下駅より徒歩８分、京王井の頭線東松原駅より徒歩１４分）
　　　　　　ホームページ http://www.setagayaku-hokencenter.or.jp/

※利用には、すべて事前の予約が必要です。

●健康づくりのための各種検査を行います。
　◆動脈硬化検査
　　血圧や脈波の伝わる速さなどから動脈の健康状態をチェックします。

　　【実 施 日】木・金曜日　午前・午後
　　【料 　 金】１, ０００円
　◆骨密度測定
　　超音波による踵骨の骨密度測定と結果の説明をします。

　　【実 施 日】木曜日　午前・午後　　金曜日　午前
　　【料 　 金】１, ０００円
　◆体成分分析測定
　　体の構成成分（水分、タンパク質、脂肪など）を測定し、内臓脂肪レベルや、骨格筋量などが

　分かります。

　　【実 施 日】火・水・木・金曜日　午前　　木曜日　午後
　　【料 　 金】５００円
　◆脳の健康チェック
　　脳や脳血管の疾患を早期発見することができます。基本コースでは、ＭＲＩ検査に加えて血液・

　動脈硬化・心電図など各種検査も行います。

　　【実 施 日】①基本コース（半日×２回）　②簡易コース（半日）
　　【料 　 金】①５０, ０００円　②３８, ０００円

●継続的な運動の機会を提供します。
　◆運動コース
　　太極拳、ダンス、ヨーガ、エアロビクス、ストレッチ、筋力トレーニングなどを行います。

　　【実 施 日】　下記にお問合せください。　　
　　【料 　 金】　１回につき５００円　
　　※事前に健康度測定（５,０００円）、または同程度の健康診断の受診が必要です。

　◆マシントレーニングコース
　　マシンを使った運動で、全身の筋力を高めます。

　　【実 施 日】　月～金曜日　午前８時５０分～午後５時　５コース　各回７０分　入替制
　　【料 　 金】　１回につき５００円　
　　　　　※事前に健康度測定（５,０００円）、または同程度の健康診断の受診が必要です。

【問合せ・申込み】　☎ ６２６５- ７４６３　  ６２６５- ７４２９

保健センター
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●障害に関する専門相談
　疾患の後遺症などの障害のある方（視覚・聴覚・言語・肢体不自由・高次脳機能障害等）に対して

医療や日常生活の相談を行なっています。利用希望の方は、相談の日時を予約してください。

　【問合せ・申込み】　☎ ６２６５- ７５４６　  ６２６５- ７５４９

●こころとからだの保健室ポルタ
　「がん」と「こころの健康」に関する情報コーナーを設置しており、がん検診・がん治療・がん

療養及び、こころの健康に関する書籍や冊子が閲覧できます。

　【開設日時】　月～金曜日　午前９時～午後５時　　　　　　　  
　【場 所】　保健センター２階　こころとからだの保健室ポルタ

●「がん相談」のお知らせ
　がんで療養中の方やその家族の方等、どなたかが世田谷区民であればご利用できます。相談は無

料です。一人で抱えずお気軽にご相談ください。

　◆対面相談（予約制）
　　経験豊富な看護師がじっくりとお話を伺います。資料もお渡ししています。

　　【相談日時】 第２・第４土曜日　午前９時～１２時　相談時間５０分程度
　　【予約専用電話】　☎ ６２６５- ７５３６（平日午前９時～午後５時　祝日・年末年始を除く）
　◆電話相談
　　【相談日時】　第１～４週の木曜日　午前９時～午後１時
　　　　　　　　第１・３週　看護師による専門相談
　　　　　　　　第２・４週　がん体験者によるピア相談
　　【相談専用電話】　☎ ６２６５- ７５６２
　◆一次相談窓口（予約不要）
　　スタッフがお話をうかがい、情報提供や対面相談の予約などを行います。

　　【実 施 日】　月～金曜日　午前９時～午後５時　　　　　　　  
　　【利用方法】　保健センター２階　こころとからだの保健室ポルタ内に設置された「がん」と

　「こころの健康」に関する情報コーナーにお立ち寄りいただき、スタッフにお声
　掛けください。

●夜間・休日等こころの電話相談
　こころの健康に関して気軽に相談できる窓口として、平日夜間・休日の電話相談を行っています。

専門相談員とピア相談員（相談員研修を受けた当事者）が対応します。

　【相談日時】　月・水・木曜日
　　　　　　　　午後５時～午後７時　　ピア相談　　　　
　　　　　　　　午後７時～午後１０時　専門相談
　　　　　　　　土曜日及び祝日にあたる月・水・木曜日
　　　　　　　　午後１時～午後２時、午後４時～午後８時　専門相談
　　　　　　　　午後２時～午後４時　　ピア相談
　　　　　　　　※年末年始を除く　　　　　　　　　
　　　　　　　　※受付は終了の３０分前まで
　【相談専用電話】　☎ ６２６５- ７５３２
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2 　健康保持および増進のため、地区会館や区民センターなどに会場を設け、月１回 (４５分間 )は

り・きゅう・マッサージを行います。

【対 象 者】　６５歳以上の方
【費 用】　１回１, ５００円
【申込方法】　前月の２５日までに往復はがきで申込み。応募者多数の場合は抽選になります。
　　　　　　お申込方法や実施会場・日時等の詳しい内容については、区のホームページもしくは
　　　　　　各出張所、まちづくりセンター、保健福祉課、あんしんすこやかセンターにあるチラ
　　　　　　シをご覧ください。
【問 合 せ】　高齢福祉課　事業担当　☎ ５４３２- ２４０７　  ５４３２- ３０８５

　ご自身やご家族の健康のためには、日常的な診療や健康管理を行うかかりつけの医療機関を持つ

ことが大切です。

●かかりつけ医
　健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近の頼りに

なる医師をかかりつけ医といいます。かかりつけ医は、通院できなくなった時の訪問診療や、ご家

族の健康についても相談に応じます。

【ご 案 内】　世田谷区医師会　☎ ６７０４- ９１１１
　　　　　　玉川医師会　　　☎ ３７０４- ２４８１

●かかりつけ歯科医
　かかりつけ歯科医は、むし歯や歯周病で痛くなったりしたときだけに行く歯科医ではありません。

歯や口の健康など、様々な場面でいつでも相談できる頼りになる歯科医のことです。かかりつけ歯

科医を持ち口腔機能の維持・向上を目指しましょう。

【ご 案 内】　世田谷区歯科医師会　☎ ５３７６- ２１１１
　　　　　　玉川歯科医師会　　　☎ ３７０８- ４６１８

●かかりつけ薬局
　かかりつけ薬局・薬剤師は複数の医師から処方された薬の飲み合わせや服用の仕方、アレルギー

の心配等、様々な相談に対応し、区民の健康づくりをサポートします。

【ご 案 内】　世田谷薬剤師会　☎ ３４１９-７５６５
　　　　　　玉川砧薬剤師会　☎ ３７０５-６０６６

はり・きゅう・マッサージサービス

かかりつけ医を持ちましょう
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2　世田谷区内では区民の方が必要な医療ケアを受けながら住み慣れた地域で安心して療養生活をお

くれるよう区内の病院や、患者の自宅を訪問する診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーショ

ンの情報を掲載した「世田谷区在宅療養資源マップ」を区のホームページに掲載しています。

【問 合 せ】　保健医療福祉推進課　
　　　　　　☎ ５４３２―２６４９　  ５４３２―３０１７

　医療や介護を受けながら住み慣れた自宅で生活をする「在宅療養」を区民に分かりやすく案内す

るとともに、もしもの時に自分が受けたい治療やケアを医療・介護関係者や信頼できる身近な人と

話し合うＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング：人生会議）について考えるきっかけとなるよ

う、在宅療養・ＡＣＰに関するガイドブックを区のホームページに掲載しています。また、あんし

んすこやかセンターでも配布しています。

【問 合 せ】　保健医療福祉推進課
　　　　　　☎ ５４３２―２６４９　  ５４３２―３０１７

在宅療養・ACP ガイドブック 「LIFE これからのこと」

世田谷区在宅療養資源マップ
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３. 社会参加・働く・いきがいづくり

　世田谷区の介護予防・日常生活支援総合事業には、地域の支えあいによる介護予防や生活支援と

して、住民参加型の「支えあいサービス」と住民主体型の「地域デイサービス」があります。

　ご自身の経験や知識、趣味、特技などを活かして、地域社会でいきいきと活躍しませんか？

●掃除や洗濯物・布団干しなど、簡単な家事援助をする支え手として登録したい（支えあいサービス）

●仲間とともに介護予防の活動に取り組む定期的な「通いの場」を運営したい（地域デイサービス）

【問 合 せ】　介護予防・地域支援課　☎ ５４３２- ２９５３　  ５４３２- ３０８５

高齢者クラブ
　地域の高齢者が自主的に集まり、その知識と経験を生かし、地域交流、ボランティア活動、高齢

者支えあい活動、生きがいを高めるための教養講座や趣味活動のほか、軽スポーツなど健康活動を

総合的に実施するものです。区は、活動経費の一部助成を行っています。

【対 象 者】　どなたでもご参加いただけます。
【問 合 せ】　市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４- ３１７６　  ６３０４- ３５９７

シルバー工芸教室
　紙漉き（定員２０名）、木彫、七宝焼（各定員１５名）の３コースがあります。

【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
【開講場所】　各コースとも山崎小学校伝統工芸室（梅丘３- ９- １）
【受講期間】　１年（土曜日・日曜日に実施。全２０回）
【受 講 料】　紙漉き：年額１２,０００円　木彫：年額１８,０００円　七宝焼：年額１５,０００円
　　　　　　その他に道具代が必要になります。
【問 合 せ】　市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４- ３１７６　  ６３０４- ３５９７

代田陶芸教室
　陶芸に関する基本的な知識を取得し、初歩的な作品を制作する講座です。（定員３０人）

【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
【開講場所】　代田地区会館陶芸室（代田４- １４- ３）
【受講期間】　本科：１年（全３１回）　本科修了者を対象とする研究科：１年（全２１回）
【受 講 料】　本科：年額３３, ４００円　　研究科：年額３２, ４００円（ともに２回分納）
　　　　　　その他に材料費（月額１, ０００円程度）が必要になります。
【問 合 せ】市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４- ３１７６　  ６３０４- ３５９７

介護予防・日常生活支援総合事業

 1 社会参加
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土と農の交流園
●通年講座

　　１年間、畑や花壇、果樹園等での実習を通して受講生同士の交流を深めながら、それぞれの　

　基礎を学ぶための講座です。

　野菜、果樹、花、樹木（各３６名）の４コース。

　【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
　【開講場所】　土と農の交流園（桜上水２–２２–１）
　【受講期間】　１年（３０回程度の講義または実習）
　【受 講 料】　年額２０, ０００円
●公開講座

　　月１回程度、植物や園芸等に関する講座を開催します。募集は区のおしらせ「せたがや」

　に掲載します。

●その他の事業

　・世代間及び地域の交流を図るための活動（コミュニティガーデン活動）

　・研修室和室の団体利用

【問 合 せ】　市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４-３１７６　  ６３０４-３５９７

世田谷区生涯大学
　社会・福祉・生活・文化などをテーマにした全５コースより１コース選択し、健康体操をあわせ

て受講します。（各コース定員３０人）

※前回の入学から４年を経過された方は、再入学の申し込みができます。（各コース３名程度）

【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
【受講期間】　２年間（年間３０日）
【受 講 料】　年額１４,０００円（コースによっては、受講料以外に教材費などが必要な場合があります。）
【応募方法】　募集は区のおしらせ「せたがや」に掲載します。
【問 合 せ】　市民大学・生涯大学事務局　☎ ３４１２-３０７１　  ３４１２-３０７５

せたがや生涯現役ネットワーク
　生涯現役をめざし、地域活動を行いたいと希望する中高年齢者の方に様々な活動機会や情報を提

供する、地域活動団体、教育機関、事業者等からなるネットワーク組織です。地域活動情報や地域

活動参加の機会の提供をはじめ、誰もがいくつになってもいきがいを持って暮らすことのできる「生

涯現役」の社会づくりをめざす様々な取り組みを展開しています。

【問 合 せ】市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４-３１７６　  ６３０４-３５９７
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生涯学習セミナー
　参加者同士の交流を図りながら、さまざまなテーマについて学習し、仲間づくりをめざします。

【対 象 者】　５５歳以上の区内在住の方
【受講方法】　参加者募集は随時、区のおしらせ「せたがや」に掲載します。
【問 合 せ】　各総合支所　地域振興課　生涯学習・施設担当
　　　　　　　　   世田谷総合支所　☎ ５４３２―２８４０　  ５４３２―３０３２
　　　　　　　　　北沢総合支所　　☎ ５４７８―８０４５　  ５４７８―８００４
　　　　　　　　　玉川総合支所　　☎ ３７０２―１６４９　  ３７０２―０９４２
　　　　　　　　　砧　総合支所　　☎ ３４８２―２００１　  ３４８２―１６５５
　　　　　　　　　烏山総合支所　　☎ ３３２６―９３７６　  ３３２６―１０５０

入浴券の支給
　満６５歳以上で世田谷区に住民登録のある方に区内公衆浴場で利用できる入浴券を支給します。

申込み月、世帯の状況により支給枚数が異なります。年度毎に申込みが必要です。申込み及び支給

は同一年度中、おひとり１回までです。

【対 象 者】   以下の①、②をすべて満たす方
①受付日現在、満６５歳以上の方
②世田谷区内に住民登録のある方

【支給枚数】   年間１２枚を限度。
ただし、民生委員の訪問調査等により、以下の①②に該当することが把握できた場合 
は、枚数を追加して支給できます。
①ひとりぐらしや高齢者のみ世帯で、自宅に風呂のない方…年間６０枚を限度
(生活保護受給の場合は年間３０枚を限度 )
②ひとりぐらしで自宅に風呂のある方…年間３０枚を限度
※「ひとりぐらし」「高齢者のみ世帯」の条件については５７・５９頁をご参照ください。

【申込方法】   郵便ハガキまたは電子申請にて申し込み。
（ハガキ記入例）

※１ 住所が同じで希望者が複数いる場合は、
連名可

※２  ⑤～⑦は、世田谷区に「ひとりぐらし」
等の世帯状況を登録して枚数を追加し
たい方のみご記入ください。民生委員
の訪問調査で確認します。追加できる
枚数は、上記【支給枚数】をご参照く
ださい。

【問合せ・申込み】　高齢福祉課　事業担当
　　　　　　　　　☎ ５４３２－２４０７
　　　　　　　　　  ５４３２－３０８５

切手 〒154-8504

世田谷区世田谷

　　　　4－21－27

　　世田谷区役所

　　入浴券担当　宛

① 令和○年度入浴券希望
② 住所
　 （住民登録上のもの）
③ 氏名（ふりがな） ※１
④ 電話番号
⑤ 世帯状況 ※２
     （ひとりぐらし、高齢者のみ世帯）

⑥ 風呂設備の有無
⑦ 民生委員による訪問調査
　 の希望有無

（表面）

（裏面）
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　毎年４月１日から翌年３月３１日までに満８８歳、１００歳の誕生日を迎えられる方に慶祝品（区

内共通商品券）をお贈りします。該当の方には９月に郵送します。

【対 象 者】満８８歳・満１００歳
【問 合 せ】高齢福祉課　事業担当　☎ ５４３２-２４１２　  ５４３２-３０８５

　満７０歳以上の都民の方には、申込みにより、都バス、都営地下鉄、都電、都内民営バスを利用

できる「東京都シルバーパス」が発行されます。

【対 象 者】　満７０歳以上の都民の方（ただし、ねたきりの方はのぞきます。）
【費 用】　本人の住民税が非課税の方　１, ０００円
　　　　　　それ以外の方　　　　　　　２０, ５１０円（※）
　　　　　　※４月１日以降発行の場合は１０,２５５円

　　　　　　令和３年度は令和２年中の合計所得金額が１３５万円以下の方も１, ０００円で購入

　　　　　　できます。令和４年度以降の詳細は、東京バス協会へお問い合わせください。

【利用方法】　パスの有効期限は発行日から９月３０日までです。満７０歳を迎える月の初日から、
　　　　　　バス事業者の窓口（営業所）で手続きができます。
【問 合 せ】　社団法人東京バス協会　シルバーパス専用電話
　　　　　　☎ ５３０８-６９５０　  ３３７８-９９７０
　　　　　　午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

慶祝品

シルバーパス

●「ふれあい・いきいきサロン」
　閉じこもりや孤立・孤独等の解消に向け、「楽しく　気軽に　無理なく」を基本として地域住民

が自主的に取り組む仲間づくり活動です。

　【活動内容】　お茶とおしゃべりを中心とした活動
　【対 象 者】　高齢者や障害のある方、子育て中の方など
　【場 所】　地域支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など
　【費 用】　お茶菓子代程度
　【開催頻度】　月１回以上から週１回程度（定期的に開催）
●「支えあいミニデイ」
　サロン活動を基本に心身機能の維持や寝たきり予防等を目標の一つに加えた活動です。

　【活動内容】　会食、レクレーション、健康体操など
　【対 象 者】　高齢者など
　【場 所】　地域支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など
　【費 用】　お昼代程度
　【開催頻度】　月２回以上から週２回程度（定期的に開催）

地域支えあい活動（身近な住民どうしの交流の場所です。）



42

3
社
会
参
加
・
働
く
・
い
き
が
い
づ
く
り

せたがやシニアボランティア・ポイント事業
　ボランティア活動を通して、６５歳以上の方に社会参加や地域貢献をしていただき、健康づくり

や介護予防に役立てていただくことを目的とした事業です。

　シニアボランティアの活動先として区に登録されている介護保険施設等でボランティア活動を

行った際に、１時間または１回につきボランティアポイント１枚（５０円相当）を交付します。交

付実績に応じて、年間６,０００円（１２０枚）を上限として介護保険料負担軽減資金を支給します。

【対 象 者】　介護保険の第１号被保険者（６５歳以上）の区民で、シニアボランティア研修を修了
　　　　　　した方
【活動内容】・介護保険施設等でのボランティア（利用者の方の話し相手や散歩の付き添い、掃除、
　　　　　　特技や趣味を生かした活動等）
　　　　　・あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）での介護予防ボランティア、　
　　　　　　見守りボランティア
　　　　　・高齢者安心コールでの訪問援助ボランティア
【問 合 せ】　介護保険課　管理係　☎ ５４３２-２２９８　  ５４３２-３０５９

　介護未経験でも介護の仕事に携わるための基本的な知識や技術が学べる研修です。短い時間など

多種多様な働き方やボランティア活動・家族介護にも役立ちます。

【対 象 者】　福祉の仕事に就きたいと考えている方、介護の仕事に関心のある方
【研修期間】　年１回実施（全５日間）
【問合せ・申込み】　世田谷区福祉人材育成・研修センター
　　　　　　　　　松原６- ３７- １０　区立保健医療福祉総合プラザ１階
　　　　　　　　　☎ ６３７９- ４２８０　  ６３７９- ４２８１

【問 合 せ】　お住まいの地域の社会福祉協議会事務所
　　　　　　世田谷地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ３４１９-２３１１　　  ３４１９-２３５４
　　　　　　北沢地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５７８７-８５３７　　  ５７８７-８５３３
　　　　　　玉川地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ３７０２-７７７７　　  ３７０２-７８６１
　　　　　　砧地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５７２７-６１０１　　  ５７２７-６１０３
　　　　　　烏山地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５３１４-１８９１　　  ５３１４-１８９３

介護に関する入門的研修
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選挙における自宅等での不在者投票（郵便等投票制度）
　身体障害者手帳をお持ちの方で身体に一定の障害のある方や介護保険の被保険者証に記載された

要介護区分が要介護５である方は、自宅等での不在者投票（郵便等投票）の制度をご利用になれます。

なお、ご利用にあたっては郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

【対 象 者】　身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢・体幹・移動機能の障害の１・２級、心臓・ 
　じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の１・３級、免疫・肝臓の障害の１　
　～３級の方、または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護５の方

　　　　　　※原則として、ご自分で字を書くことができることが要件となります。

　　　　　　　ただし、上記【対象者】のうち、上肢・視覚の障害の１級にも該当し、ご自分で字

　を書くことができない場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方（選挙権を

　有する方に限る）に投票に関する記載をさせることができる代理記載制度をご利用

　になれます。

【問 合 せ】　選挙管理委員会事務局　☎ ５４３２-２７５７　  ５４３２-３０４５
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名　称 主な実施事業

三茶おしごとカフェ

（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）

就職に関する相談、区内の仕事の紹介や就

職支援セミナーの実施等

 公益財団法人世田谷区産業振興公社

 場所＝太子堂２-１６-７　世田谷産業プラザ２階

 相談時間＝午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業）

  ☎ ３４１１-６６０４　  ３４１１-６６９０

ワークサポートせたがや

（世田谷区ふるさとハローワーク）
仕事の紹介・相談

 場所＝太子堂２-１６-７　世田谷産業プラザ２階

 開庁時間＝午前９時〜午後５時

 相談窓口受付時間＝午前９時～午後４時３０分（土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業）

 ☎ ３４１３-８６０９　  ３４１１-６６９０

渋谷公共職業安定所

“ハローワーク渋谷”
仕事の紹介・相談

 場所＝渋谷区神南１-３-５（渋谷駅徒歩１０分）

 職業紹介窓口時間＝月曜日・水曜日・木曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

　　　　　　　　　 火曜日・金曜日　午前８時３０分～午後７時

　　　　　　　　　 第２・第４土曜日　午前１０時～午後５時

　　　　　　　　　 （第１・第３・第５土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業）

　　　　　　　　　 ※窓口時間が変更になる場合がありますのであらかじめご確認ください。

 ☎ ３４７６-８６０９　  ５４５８-２７５６

ぷらっとホーム世田谷

（世田谷区生活困窮者自立相談支援センター）
就労相談・支援

 場所＝太子堂１-１２-４０-６階

 令和４年４月頃、太子堂４-３-１（STK ハイツ）へ移転予定

 相談時間＝午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業）

 ☎ ５４３１-５３５５　  ５４３１-５３５７

世田谷区福祉人材育成・研修センター
福祉の仕事の就職相談、福祉のしごと入門

講座、相談・面接会（年５回）の実施

 場所＝松原６-３７-１０　区立保健医療福祉総合プラザ１階

 相談時間＝午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業）

 ☎ ６３７９-４２８０　  ６３７９-４２８１

仕事の紹介・相談

　就職等をご希望の方は次の紹介機関をご利用ください。

 2 働く
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就業に関する催し・講座
　高齢者の就業及び社会参加促進のための事業として、下記の催し・講座を行なっています。（詳

細は、区のおしらせ「せたがや」に掲載します。）

〇就業支援セミナー
　面接や応募書類等をはじめ、就職活動に必要な知識を習得していただくためのセミナーを行います。

【対 象 者】高齢者（５５歳以上の求職中の方）
【問 合 せ】三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労センター）
ホームページ　https://www.setagaya-icl.or.jp/oshigotocafe/top.html　
　　　　　　　☎ ３４１１-６６０４　  ３４１１-６６９０

　世田谷区シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある原則として６０歳以上の方が知識、経

験、技能を生かし、高齢者にふさわしい就業を通じて、社会参加することにより「生きがい」を得

て、ひいては地域社会の活性化を図っていこうという目的で運営されている公益法人です。

　民間企業、一般家庭、公共団体などから高齢者にふさわしい臨時的、短期的な仕事を有償で引き

受けて、経験や能力に応じて会員に提供します。会員の皆さんはひとりひとりが個人事業者となり、

補助的収入を得られます。下記のとおり、会員を募集しています。

①原則として、６０歳以上の世田谷区内に在住している方。

②センターの仕事を優先していただける方。

③入会説明会に出席し、センターの趣旨にご賛同いただいたうえで、入会申し込みをしていただき

ます。会員の皆さんはひとりひとりが事業者として、仕事を請け負っていただきます。（後日、

理事会の入会承認が必要です。）

【会 費】　年度会費　１, ０００円
【問 合 せ】　公益社団法人世田谷区シルバー人材センター
　　　　　　宮坂１- ２４- ６　宮坂区民センター２階
　　　　　　（東急世田谷線宮の坂駅下車　徒歩０分）
メールアドレス　setagaya@sjc.ne.jp
ホームページ　　https://webc.sjc.ne.jp/setagaya/
　　　　　　　　宮坂本部　☎ ３４２６-９２１１　  ３４２６-９５０６
　　　　　　　　烏山支部　☎ ５３１６-１３７１　  ５３１６-１３７２

シルバー人材センターで働いてみませんか
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ふれあいサービス協力会員
　家事や外出などにお困りの区民を対象に、掃除や洗濯・買い物代行・外出同行など、「住民同士

の支えあい」による支援活動を行います。

登録は、各地域社会福祉協議会事務所にて受付けております。

【謝 礼 金】　１時間８００円（ごみ出しサービスは１か月８００円）
【問 合 せ】　お住まいの地域の社会福祉協議会事務所
　　　　　　世田谷地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ３４１９-２３１１　  ３４１９-２３５４
　　　　　　北沢地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５７８７-８５３７　  ５７８７-８５３３
　　　　　　玉川地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ３７０２-７７７７　  ３７０２-７８６１
　　　　　　砧地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５７２７-６１０１　  ５７２７-６１０３
　　　　　　烏山地域社会福祉協議会事務所
　　　　　　☎ ５３１４-１８９１　  ５３１４-１８９３
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【対 象 者】　高齢者を中心とした多世代の区民
【施設概要】　有料駐車場あり、エレベータ・多機能トイレあり
【所 在 地】　池尻２- ３- １１　３階・４階
【開館時間】　午前９時～午後１０時
【休 館 日】　第３日曜日、１２月２８日～１月４日
●交流室
　午前９時～１２時　３,６３０円（平日）／４,２９０円（土・日曜、祝日）

　午後１時３０分～午後５時　４,９００円（平日）／５,７７０円（土・日曜、祝日）

　午後６時～午後１０時　９,３５０円（平日）／１１,０００円（土・日曜、祝日）

●娯楽室
　日中（午前９時～午後５時）は個人利用で健康麻雀が楽しめます。

　夜間（午後６時～午後１０時）は団体に貸し出ししています。

　日中利用（個人）：４００円（６５歳以上高齢者・障害者２００円）

　夜間利用（団体）：６,０００円（平日）／７,０００円（土・日曜、祝日）

●運動室
　日中（午前９時～午後５時）は個人利用で運動機器や運動プログラムなどをご利用いただけます。

　日中利用：４００円（６５歳以上高齢者・障害者２００円）

　夜間利用：８,５００円（平日）／１０,０００円（土・日曜、祝日）

【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
【施設概要】　駐車場なし、エレベータ・多機能トイレあり
【所 在 地】　若林４- ３７- ８
【開館時間】　午前９時～午後１０時
【休 館 日】　第２日曜日、１２月２８日～１月４日
※令和３年５月１５日～令和４年１月中旬頃まで改修工事のため休館

●生涯現役情報ステーション
【利用時間】　午前９時～午後１０時
　地域活動・健康・行政・生涯学習・福祉など、中高年の皆さまに役立つ情報を数多く取り揃えて

おります。また 、インターネット閲覧ができます。

●会議室の貸し出し
　会議室・体育室・休養室の貸し出し

　午前９時～午後１０時（休養室は午後５時～午後１０時）

　会議室：６０人用１室：５０人用１室：２４人用２室：１４人用３室

　窓口（開館日の午前９時～午後８時）で受け付けます。

●その他、個人で利用できる交流の場や囲碁等がお楽しみいただけます。
【問 合 せ】　ひだまり友遊会館　☎ ３４１９-２３４１　  ３４１３-９４４４

ひだまり友遊会館

せたがや　がやがや館（健康増進・交流施設）

 3 利用施設
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【対 象 者】　区内在住で６０歳以上の方
【所 在 地】　北烏山２- ２- ６
【開館時間】　午前９時～１２時・午後１時～午後５時・午後５時３０分～午後１０時
【休 館 日】　１２月２８日～１月４日
●利用内容
　高齢者の団体が自由に利用できる施設です。モニター用テレビ、音響設備、囲碁、将棋などの備

品があります。

※夜間（午後５時３０分～午後１０時）は、一般の区民団体（けやきネット登録が必要）が利用でき

ます。

【問 合 せ】市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４―３１７６　  ６３０４―３５９７

【対 象 者】区内在住で６０歳以上の方
【開館時間】午前９時～１２時・午後１時～午後５時・午後５時３０分～午後１０時
【休 館 日】１２月２８日～１月４日
●利用内容
　高齢者団体のサークル活動に利用できる施設で、舞台付の大広間があり、モニター用テレビ、音

響設備等があります。

※日中の利用については、高齢者団体の利用が優先ですが、一般区民団体の利用も可能です。

※夜間（午後５時３０分～午後１０時）は、一般の区民団体（けやきネット登録が必要）が利用でき

ます。

【問 合 せ】　市民活動・生涯現役推進課　☎ ６３０４―３１７６　  ６３０４―３５９７

高齢者集会所

北烏山東敬老会館

部屋名 定　員 ９時〜１２時 １２時半～１４時半 １５時〜１７時 １７時半～１９時半 ２０時〜２２時

会議室Ａ、Ｂ（キッチン付） 各４２人 １,０４０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円

会議室 C ３０人 ６７０円 ４５０円 ４５０円 ４５０円 ４５０円

会議室 D １０人 ２４０円 １５０円 １５０円 １５０円 １５０円

●多目的室
　団体に貸し出ししています。

　午前９時～１２時　３,６３０円（平日）／４,２９０円（土・日曜、祝日）

　午後１時～午後５時　５,６００円（平日）／６,６００円（土・日曜、祝日）

　午後６時～午後１０時　９,３５０円（平日）／１１,０００円（土・日曜、祝日）

●レストラン
　施設利用者以外の方もご利用いただけます。

　営業時間　午前１１時～午後６時（ラストオーダーは午後５時３０分）

【問 合 せ】 せたがや　がやがや館　☎ ６４５０-７９０８   ３４１０-６９４０

●会議室
　高齢者の団体を優先で貸し出ししています。

　空き室は一般団体にも貸し出ししています（けやきネット）
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施設名 開館時間 休館日 観覧料・利用料金

世田谷美術館
　砧公園１-２
　☎ ３４１５-６０１１

午前１０時～午後６時
入館は閉館３０分前まで

月曜（祝・休日にあたる場合はその
翌平日）
年末年始（１２月２９日～１月３日）
ほか

〔ミュージアムコレクション・
コレクション展〕

一般　２００円
高齢者（６５歳以上）　１００円

〔企画展〕
展覧会により設定

団体料金（２０名以上）
　観覧料の２割引

向井潤吉アトリエ館
　弦巻２－５－１
　☎ ５４５０-９５８１

月曜（祝・休日にあたる場合はその
翌平日）
年末年始（１２月２９日～１月３日）
展示替期間ほか

清川泰次記念ギャラリー
　成城２－２２－１７
　☎ ３４１６-１２０２

宮本三郎記念美術館
　奥沢５-３８-１３
　☎ ５４８３-３８３６

世田谷文学館
　南烏山１-１０-１０
　☎ ５３７４-９１１１ 

月曜（祝・休日にあたる場合はその翌
平日）
年末年始（１２月２９日～１月３日）
ほか

総合運動場
　大蔵４-６-１
　☎ ３４１７-４２７６

〔温水プール〕
　☎ ３４１７-００１７

午前９時～午後９時

〔温水プール〕
午前９時〜午後９時
※年始３日間
午前９時〜午後５時

年末年始（１２月２９日～１月３日）
保守点検日等。

〔温水プール〕
年末（１２月２９日～３１日）およ
び毎月第３月曜日。ただし、７月は
第２月曜日、８月は無休。
祝・休日にあたるときはその翌日。
保守点検日等。

〔温水プール〕
○５月から９月まで２時間
券（１０月から５月までは
時間制限なし）

大人　５２０円
高齢者（６５歳以上）１５０円
○１時間券

大人　２６０円
高齢者（６５歳以上） ８０円

〔トレーニングルーム〕
○２時間券

大人　５２０円
高齢者（６５歳以上）１５０円
○１時間券
　温水プールに同じ

千歳温水プール
　船橋７-９-１
　☎ ３７８９-３９１１

温水プール・トレーニング
ルーム・体育室
午前９時～午後９時
※年始３日間
午前９時〜午後５時

健康運動室
午前９時～午後５時（個人
利用の場合）

年末（１２月２９日～３１日 )、毎月
第１月曜日（８月・１月・２月は除く）。
ただし、祝・休日にあたるときはそ
の翌日。
保守点検日等。

〔温水プール〕・〔トレーニン
グルーム〕・〔体育室〕卓球
台×３台（日・祝のみ個人
利用）
○６月から９月まで２時間
券（１０月から５月までは
時間制限なし）
 大人　５２０円
高齢者（６５歳以上） １５０円
○１時間券
 大人　２６０円
高齢者（６５歳以上） ８０円
○〔健康運動室（個人利用
の場合）〕
 ６０歳以上　３６０円

●次の施設を利用するときは、高齢者料金で利用できます。

文化施設・スポーツ施設の利用
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施設名 開館時間 休館日 観覧料・利用料金

大蔵第二運動場

　大蔵４-７-１

　☎ ３４１６-１２１２

午前９時～午後１０時

〔屋外プール〕※夏期のみ

午前９時〜午後５時

保守点検日等。

〔トレーニングルーム〕

個人利用のみ・３時間制

大人（トレーニングのみ）

６６０円

（サウナ付）　１,１５０円

高齢者（６５歳以上）

（トレーニングのみ）２５０円

（サウナ付）　４５０円

〔屋外プール〕

大人　１回券１,１８０円

午後券６６０円

高齢者（６５歳以上）

１回券４５０円

午後券２５０円

※午後券は午後１時以降の入場

太子堂中学校温水プール

　太子堂３-２７-１７

　☎ ３４１３-９３１１

時期、曜日により

異なります。

詳しくは施設に

お問い合わせください。

年末年始（１２月２９日～１月３日）、

保守点検日等。

○６月から９月まで２時間

券（１０月から５月までは

時間制限なし）

 大人　４８０円

高齢者（６５歳以上） １５０円

○１時間券

 大人　２４０円

高齢者（６５歳以上） ８０円

玉川中学校温水プール

　中町４-２１-１

　☎ ３７０１-５６６７

烏山中学校温水プール

　南烏山４-２６-１

　☎ ３３００-６７０３

梅丘中学校温水プール

　松原６-５-１１

　☎ ３３２２-６６１７

世田谷公園

　池尻１-５-２７

　☎ ３４１２-０４３２

〔屋外プール（夏季のみ）〕

　☎ ３４１１-６５１９

夏季のみの屋外プールで

す。

２時間の入れ替え制と

なっております。

※時期により、開設時間

の変動があります。詳し

くは、施設へお問い合わ

せください。

水替え・保守点検日等

〔屋外プール〕

一般（高校生以上）

３９０円

高齢者（６５歳以上）

１００円
玉川野毛町公園

　野毛１-２５-１

　☎ ３７０４-４９２８

〔屋外プール（夏季のみ）〕

　☎ ３７０２-４９９６
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高齢者虐待の相談
　高齢者虐待に悩んでいる場合や虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、住所地の「あ

んしんすこやかセンター」（➡１７頁）、総合支所保健福祉課（➡２２頁）に相談・通報してください。

　認知症、知的障害、精神障害などにより生活に不安がある方が安心して暮らせるようご本人と当

協議会との契約後、生活支援員が支援計画に基づき定期的にご自宅を訪問し、福祉サービスの利用

手続きや金銭管理のお手伝いをしながら見守りを行います。

【サービス内容】　①福祉サービスの利用援助
　　　　　　　　・福祉サービス利用に関する情報提供、相談、申し込みや契約の援助、苦情解決

　　　　　　　　　の援助など

　　　　　　　　・介護保険や行政手続き関係の書類や郵便物の整理

　　　　　　　　②日常的金銭管理サービス
　　　　　　　　・日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れ、解約手続きの援助

　　　　　　　　・社会保険料、公共料金、家賃などの支払いの援助

　　　　　　　　③書類等預かりサービス
　　　　　　　　・年金証書、通帳、権利証、実印などをお預かりします。

　　　　　　　　※宝石や骨董品、頻繁に出し入れするもの等、お預かりできないものがあります。

あんしん事業 ( 地域福祉権利擁護事業 )

４. 権利擁護
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【利用料金】　①②１回１時間まで１, ０００円
　　　　　　③  １か月１, ０００円
　　　　　　※②のサービスで使用する通帳、印鑑を社協で預かる場合は１回１時間まで

　　　　　　 ２,５００円

　　　　　　※①②のサービスで１時間を超えた場合は３０分ごとに５００円を加算

　　　　　　※相談や契約に至るまでの問合せは無料です。

【問 合 せ】　世田谷区社会福祉協議会　成年後見センターえみぃ　☎ ６４１１-３９５０

　成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になり、自分一

人では契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるように、その

方の権利を守る援助者 (成年後見人等 )を選ぶことで、その方を法的に支援する制度です。

●成年後見制度には２種類あります。
【任意後見制度】　将来、判断能力が衰えたときに備えて、自らあらかじめ任意後見人を決め、支援

　　　　　　　　してほしいことを公正証書で契約しておく制度です。後見が始まるのは本人の判

　　　　　　　　断能力が不十分になり、家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれてからです。

【法定後見制度】　すでに自分自身で法律行為を行なうことが難しい場合に、家庭裁判所が成年後見

　　　　　　　　人等を選ぶ制度です。後見が始まるのは家庭裁判所へ後見等開始の申立てをし、

　　　　　　　　成年後見人等が選任されてからです。

本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」という類型があります。

成年後見制度利用支援

【成年後見センターえみぃでお手伝いできること】
①相談員による相談　電話や窓口で成年後見制度に関する相談をお受けします。
・成年後見制度を利用するための申立や各種手続きの相談

・親族後見人の方からの後見業務に関する相談

判断能力が不十分で重要な
財産管理などを一人でするこ
とが不安な方

補助

常に判断能力を欠く状態にあ
り、日常の買い物も一人で
は難しい方

判断能力が著しく不十分で
日常の買物等は一人ででき
るが重要な財産管理は難し
い方

判 断 能 力 の 低 下判 断 能 力 の 低 下

保佐 後見
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②申立手続き説明会
　家族や親族のために成年後見制度の申立を予定している方を対象に、東京家庭裁判所の申立書類

を使い、具体的に書き方を個別に説明します。説明は、世田谷区が養成した区民成年後見支援員が

行います。(無料、予約制 )

開催日時：〇成城会場
　　　　　　原則毎週水曜日　午前１０時～１１時３０分
　　　　　〇三軒茶屋会場
　　　　　　原則毎月第２・４木曜日　午前１０時～１１時３０分
③地域版成年後見制度相談会
　概ね月１回各地域に出張し個別に成年後見制度に関する相談をお受けします。区民成年後見支援

員が相談に応じます。(無料、予約制 )

【問 合 せ】　世田谷区社会福祉協議会　成年後見センターえみぃ　☎ ６４１１-３９５０

　区内在住の高齢者や障害者、その家族を対象に、弁護士が相続や遺言、成年後見制度 (任意後見

制度を含む )などの相談に応じます。(予約制 )

【相談日時】　原則１・３水曜日　第２木曜日　午後
　　　　　　※１人１回３０分　無料
【問 合 せ】　世田谷区社会福祉協議会　成年後見センターえみぃ　☎ ６４１１-３９５０

あんしん法律相談
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訪問理美容サービス
　ねたきりなどの理由で理美容店に行くことが困難な方のために、ご家庭に理美容師が訪問して理

美容を行います。

【対 象 者】　６５歳以上で要介護３～５の方
【費 用】　利用負担は１回１, ０００円
【利用方法】　理美容券を年間６枚までお渡しします。利用するときは、協力理美容店に直接連絡し

て予約をしてください。訪問理美容券と利用者負担金は、訪問した理美容師に直接お
渡しください。なお、洗髪は行いません。

【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、住所地の総合支所保健福祉
　　　　　　　　　課（➡２２頁）

紙おむつの支給・おむつ代の助成
　ねたきりなどで失禁状態にあり、おむつを必要とする状態が２か月以上続いている方に、紙おむ

つを支給します。支給する種類・枚数などは区が指定する商品の中から選べます。入院等で、おむ

つの支給が行えない場合は、代わりにおむつ代の一部助成を受けられます。おむつ代助成は、退院

後に遡っての申請はできません。

【対 象 者】　次のいずれかに該当する方。ただし介護保険施設（特別養護老人ホーム等）に入所し
ている場合は対象となりません。
①６５歳以上で要介護３～５の方。病院に入院している場合、要介護認定は不要です。
②４０歳以上６５歳未満の介護保険第２号被保険者の方で要介護３～５の方。
　病院に入院している場合でも要介護認定が必要です。

【利用方法】　紙おむつは月１回自宅に配送します。１月あたり５００円の自己負担があります。お
むつ代は、月額５, ０００円を助成の限度とします。申請した月以降の分から支給対
象となります。

【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、住所地の総合支所保健福祉
　　　課 (➡２２頁 ) 

　身体的条件または住宅環境などにより、寝具を干すことが困難なねたきりなどの方の寝具を乾燥、

水洗いするサービスです。

【対 象 者】　６５歳以上で要介護３～５の方 

５. 在宅生活を支えるサービス

寝具乾燥サービス

 1 介護が必要な方へのサービス
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【費 用】　無料
【利用方法】　１年に乾燥・消毒１０回、水洗い２回を行います。１回に利用できるのは、敷布団、
　　　　　　掛布団、毛布、マットレスなど合計４枚までです。
　　　　　　作業日はそのつど利用者に事業者が連絡し、寝具を引き取りに伺います。乾燥は当日
　　　　　　渡し、水洗いは翌日渡しとなります。
【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、 住所地の総合支所保健福祉課
　　　　　　　　　（➡２２頁）

　認知症により外出先から帰れないなどの不安がある方へ、氏名や住所のほか緊急連絡先などを区

へ事前に登録していただいたうえで、登録番号と「高齢者安心コール」の連絡先を記載しているス

テッカーを配付します。

※警察や消防に保護され、照会があったときに、ステッカーの登録番号から緊急連絡先の情報を提

　供します。

【対 象 者】　次のいずれにも該当する方。
　　　　　　①要介護１以上の認定を受けている。
　　　　　　②認知症により外出すると戻れないことが
　　　　　　　「ときどきある」や「常にある」状態。
【登録事項】　住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、緊急連絡先（２名）
【配 付 物】　見守りステッカー（一人２０枚）
【問合せ・申込み】　高齢者安心コール　　　☎ ５４３２-１０１０　  ５４３２-１０３０
　　　　　　　　　高齢福祉課　事業担当　☎ ５４３２-２４０７　  ５４３２-３０８５

　障害や高齢により、外出時の移動手段として常時車いすを使用している方やストレッチャーを使

用することがある方に、介護タクシーを利用する際に予約料及び迎車料相当額を補助する「予約料・

迎車料補助券」を交付します。さらにストレッチャーを使用することがある方には、ストレッチャー

使用料が免除となる「ストレッチャー料免除券」を交付します。ただし、補助券等が利用できるの

は、区の契約事業者に限ります。

　また、ストレッチャーを使用される方の予約が優先となる区の借上げ車両を、メーター運賃のみ

で利用できます。ただし、事前に登録が必要です。なお、介助は利用者の付き添いの方にお願い致

します。

【対 象 者】　区内在住で外出時の移動手段として常時車いすを使用している方やストレッチャーを
　　　　　　使用することがある方で、次の①～③いずれかに該当する方
　　　　　　　　①身体障害者手帳　下肢、体幹、内部または平衡機能障害１～３級、
　　　　　　　　　脳性まひ等による運動機能障害１～３級、視覚障害１・２級

高齢者見守りステッカー

リフト付タクシー
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　障害や高齢などの理由により公共交通機関の利用が困難な方を対象に、車いすのまま乗車できる介

護タクシーやＮＰОの送迎サービスを紹介し、予約配車を無料で行います。外出の際に介助が必要な

送迎も『世田谷区福祉移動支援センター(そとでる )』へご相談ください。

【対 象 者】　障害手帳をお持ちの方、介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方、
　　　　　　  一人では公共機関の利用が困難な方
【問合せ・申込み】　世田谷区福祉移動支援センター (そとでる )
　　　　　　　　　☎ ５３１６-６６２１　  ３３２９-８３１１
　　　　　　　　　ホームページ http://www.setagaya-ido.or.jp
　　　　　　　　　〒 １５６-００５６ 八幡山１-７-６(八幡山高齢者活動・移動支援施設内 )
【受付時間】　月曜日から金曜日　午前９時～午後５時
【運 営】　特定非営利活動法人せたがや移動ケア

　一時的に車椅子が必要になった場合、２か月を限度に車椅子の貸し出しを行います。

【対 象 者】　６５歳以上又は、障害、疾病、けがなどにより短期間車椅子を必要とする方。
　　　　　　※介護保険サービスが優先されます。
【費 用】　無料
【問合せ・申込み】　総合支所保健福祉課 ( ➡２２頁 )
　　　　　　　　　各まちづくりセンター (北沢まちづくりセンター、等々力まちづくりセンター、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成城まちづくりセンターを除く )

　介護保険では対応できない緊急的社会的な理由で高齢者が家族などの介護を受けられない場合

に、特別養護老人ホームを一時的に利用できます。

【対 象 者】　６５歳以上の要援護高齢者、要支援、要介護の方など
【利用方法】　１日６, １００円。ただし、生計中心者の住民税が非課税の方、生活保護を受給して
　　　　　　いる方は、軽減があります。その他、食費等が必要となります。
【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、住所地の総合支所保健福祉
　　　　　　　　　課 (➡２２頁 )

世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」

車椅子の貸し出し

緊急一時宿泊

　　　　　　　　②愛の手帳１・２度
　　　　　　　　③介護保険制度による要介護度３～５
【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、住所地の総合支所保健福祉
　　　　　　　　　課（➡２２頁）
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　ひとりぐらし高齢者等に対し、家庭的な料理を提供して会食を行うことで、健康保持および介護

予防につなげることのほか、地域社会との交流の機会を提供します。

【対 象 者】　６５歳以上でひとりぐらしの方等
【費 用】　１食４００円～
【利用方法】　地域の会食サービス協力員 ( 団体・個人 ) が作った料理を区民施設等で会食します。
　　　　　　会食サービスは、団体により月１回から週１回実施しています。
【問合せ・申込み】　高齢福祉課　事業担当　☎ ５４３２-２４０７   ５４３２-３０８５
　　　　　　　　　住所地のあんしんすこやかセンター ( ➡１７頁 )、住所地の総合支所保健福祉
　　　　　　　　　課 (➡２２頁 )

　より安全で安心な居宅での生活を確保するため、住宅用防災機器を給付します。

【対 象 者】　６５歳以上で要支援、要介護１～５の方、ひとりぐらしの方
　　　　　　種目により対象者・給付条件が異なります。
【費 用】　利用者負担は種目ごとの基準額の１割です。
　　　　　　介護保険料第１～第６段階 (➡７７頁 )の方は、利用者負担が免除されます。
　　　　　　（実際の給付額が下回る場合はその額、基準額を超えた分は別途利用者負担）
【利用方法】　事前にお申し込みください。購入後の申込みは、対象になりません。
　　　　　　借家の場合は、家主の承諾が必要です。
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課 (➡２２頁 )

会食サービス

「ひとりぐらし」とは
　一緒に生活している家族などがいない６５歳以上の方で、近隣（徒歩５分以内）
に、いつもその方の様子を知ることができる１８歳以上６５歳未満の親族等の
いない方

電磁調理器・自動消火装置・ガス安全システムの給付

 2 ひとりぐらしの方へのサービス
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　満６０歳以上の方や障害のある方が単身で区内転居をする際に、安否確認と死亡時の原状回復費用

等の補償がセットになった見守りサービスに加入した場合、サービスの初回登録料を全額補助します。

【問 合 せ】居住支援課　☎ ５４３２-２５０５　  ５４３２-３０４０

住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助

　高齢者が緊急時の連絡手段を確保できるよう、固定電話の電話料金を月額１,０００円助成します。

【対 象 者】　６５歳以上のひとりぐらしで住民税が非課税の世帯 (生活保護世帯を除く )
【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター (➡１７頁 )、住所地の総合支所保健福祉課
　　　　　　　　　(➡２２頁 )

電話料金の助成
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　慢性疾患などにより、常時注意を必要とする方の不安の解消と安全確保のために、ペンダント型

のボタンを押すと固定電話の回線を通じて救急通報される機器を貸し出します。必要に応じて救急

車が出動するとともに、救急通報協力員等が駆けつけます。

【対 象 者】　６５歳以上で次の要件のどちらも満たしている方
　　　　　　①ひとりぐらし・高齢者のみ世帯の方または日中独居世帯※の方
　　　　　　②身体上慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある方
　　　　　　※日中独居世帯については、所得制限があります。（世帯全員の前年の所得合計額が

４, ３０１, ０００円以下）さらに同居（二世帯を含む）の場合には、同居人の不

在理由が、週４日以上、かつ通勤時間を含む１日８時間以上の就労である場合に限

ります。

　　　　　　※安全確認の機器が設置されている高齢者向け住宅にお住まいの方は、このサービス

は利用できません。

【費 用】　システム設置時に８,０００円の費用負担があります。電話が光回線等の場合は、別途、
非常用電源設置費の１割の費用負担があります（４, ０００円上限）。ただし、介護保
険料第１～第６段階（➡７７頁）の方は、費用負担が免除されます。

【利用方法】　２種類のサービスがあり、どちらかを選択できます。
　　　　　　①消防直接型
　　　　　　　ボタンを押すと消防庁に通報され、必要に応じて救急車が出動するとともにボラン

ティアの救急通報協力員が駆けつけます。１名以上の救急通報協力員（５分以内に駆

けつけることができる近隣の方）の登録が必要です。通報を受けて居宅内に立ち入る

場合に備え、自宅の鍵を救急通報協力員に預けていただきます。

　　　　　　②民間代理型
　　　　　　　ボタンを押すと民間受信センターに通報され、必要に応じて救急車の出動を要請す

るとともに警備会社の現場派遣員が駆けつけます。通報を受けて居宅内に立ち入る場

合に備え、自宅にキーボックスを設置します。

【問合せ・申込み】住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

「高齢者のみ世帯」とは　※ひとりぐらしとは（➡５７頁）

　６５歳以上の方々だけで生活し、近隣（徒歩５分以内）に、いつもその世帯の
方の様子を知ることができる１８歳以上６５歳未満の親族等のいない世帯

救急通報システム（愛のペンダント）の貸与

 3 ひとりぐらし、高齢者のみ世帯の方等へのサービス

Marui102
フリーテキスト
令和４年８月で新規受付を終了しました。
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　火災警報器を救急通報システムに接続することで、火災を感知すると、電話回線を通じて自動的

に東京消防庁へ通報され、すぐに消防車が出動します。

【対 象 者】　救急通報システム（消防直接型）を利用されている方で、心身機能の低下や居住環境
　　　　　　等から、特に防火等の配慮が必要な方。（お住まいの建物にすでに火災報知器設備の
　　　　　　ある方や、鉄筋コンクリート造等の建物にお住まいの方は除く。）
【費 用】　システム設置時に３, ０００円の費用負担があります。ただし、介護保険料第１～第
　　　　　　６段階（➡７７頁）の方は、費用負担が免除されます。
【利用方法】　システムの設置にあたっては、借家の場合家主の承諾が必要です。
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

　福祉電話訪問協力員が週１回電話をかけて、日頃の悩み事などの相談に応じます。

孤独感の解消を図るとともに、必要に応じて緊急連絡先や関係機関に連絡及び通報を行います。

協力員は、世田谷区生涯大学修了生等に委嘱しています。

【対 象 者】　６５歳以上のひとりぐらしの方か高齢者のみ世帯の方で、電話訪問を希望する方
【申 込 み】　住所地のあんしんすこやかセンター (➡１７頁 )、住所地の総合支所保健福祉課 (➡２２頁 )
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

　資源・ごみ集積所等に資源・ごみ・粗大ごみを出せない高齢者・障害者を対象とした訪問収集な

どを行い、在宅生活の継続を支援するサービスです。

①資源・ごみの訪問収集：玄関先から資源・ごみを収集します。

②粗大ごみの運び出し収集：室内から粗大ごみを運び出して、収集します。

※粗大ごみの処理には、別途手数料が必要となります。

【対 象 者】
①資源・ごみの訪問収集
　以下のいずれかに該当する世帯

　・資源・ごみ集積所まで資源・ごみを自分で運び出すことができず、他の方の協力を得るこ　　

　　とが難しい要介護２または同程度の６５歳以上の高齢者のみ世帯

　・障害者のみの世帯

　※状況確認の面談等を行うため、事前に清掃事務所への相談が必要です。面談等の結果、対象　

　　とならない場合もあります。

②粗大ごみの運び出し収集
　以下のいずれかに該当する世帯

　・粗大ごみを自分で室内から運び出すことができず、他の方の協力を得ることが難しい６５歳以

住宅火災通報システム

福祉電話訪問

資源・ごみ・粗大ごみの収集サービス

Marui102
フリーテキスト
令和４年８月で新規受付を終了しました。



61

5

在
宅
生
活
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス

　　上の高齢者のみの世帯

　・障害者のみの世帯

　※１回あたり３点までとなります。

　※引越し業者が入る場合などは対象となりません。

　※重量のある物など運び出すことができないと判断した場合は、お断りすることがあります。

【問合せ・申込み】
①資源・ごみの訪問収集
　世田谷・北沢地域の方：世田谷清掃事務所　☎ ３４２５-３１１１
　玉川地域の方　　　　：玉川清掃事務所　　☎ ３７０３-２６３８
　砧・烏山地域の方　　：砧清掃事務所　　　☎ ３２９０-２１５１
②粗大ごみの運び出し収集
　世田谷区粗大ごみ受付センター　　　　　　☎ ５７１５-１１３３
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　区内にお住まいの高齢者や心身に何らかの障害がある方等で日常生活にお困りの方を対象に、「住

民同士の支えあい」の活動として家事支援・生活支援・外出支援を行います。

【ふれあいサービス利用会員会費】
　利用料のほか年額２,０００円(３か月以内の短期利用は１,０００円)の会費がかかります。

【交 通 費】協力会員が訪問する際に、交通費 (実費 )がかかることがあります。

●家事支援・生活支援・外出支援
　日常生活に援助が必要な方の自宅等に協力会員 (サービスを提供する方 )が伺い、家事や外出同

行等のお手伝いをします。

家事支援・・・掃除、洗濯、アイロンかけ、衣類の整理、布団干し、買い物 ( 代行 )、食事作り、

　　　　　　　片付け

生活支援・・・見守り、話し相手、薬取りなど

外出支援・・・散歩、買い物 (同行 )、通院・通学、趣味等

※車いすの方もご利用いただけます。

【費 用】　１時間あたり・・・１, ０００円

●ごみ出しサービス
　お身体が不自由でごみが出せない方の自宅に協力会員が伺い、ごみ収集日の朝、ごみ出しをします。

【費 用】　１か月　１, ０００円 (週２回まで )

【問 合 せ】　お住まいの地域の社会福祉協議会事務所
　　　　　　世田谷地域社会福祉協議会事務所　
　　　　　　☎ ３４１９-２３１１　  ３４１９-２３５４
　　　　　　北沢地域社会福祉協議会事務所 
　　　　　　☎ ５７８７-８５３７　  ５７８７-８５３３
　　　　　　玉川地域社会福祉協議会事務所　　
　　　　　　☎ ３７０２-７７７７　  ３７０２-７８６１
　　　　　　砧地域社会福祉協議会事務所 　
　　　　　　☎ ５７２７-６１０１　  ５７２７-６１０３

ふれあいサービス事業

Marui102
フリーテキスト
烏山地域社会福祉協議会事務所

☎５３１４－１８９１　FAX ５３１４－１８９３
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　　　　　　烏山地域社会福祉協議会事務所　　
　　　　　　☎ ５３１４-１８９１　  ５３１４-１８９３

　公益社団法人世田谷区シルバー人材センターでは、下記のサービスを行っています。

【主な仕事　家庭】　目安となる主な仕事と見積基準額　　　　　　　　　　（令和３年４月１日現在）

家事援助サービス ２時間～３時間１回３, ２２０円～ 食事の支度、住居内清掃、洗濯等、年末
の大掃除１, ２８０円～

除草作業 １人１時間１, ３２０円～
植木の水やり １人１回１, １５０円～ 落ち葉はき　１人１時間１, ３７０円～
着付け 訪問着５, １００円 浴衣２, ５００円・小紋４, ０００円
襖の張替え 標準・片面１枚２, ９３０円～ お見積いたします。
障子の張替え 標準１枚１, ６３０円～ お見積いたします。
簡単な大工作業 １日１人１１, ５２０円～ お見積いたします。

【あったかサポート】　高齢者がちょっと困ったときにあたたかいサポート
受付条件　①６５歳以上のひとりぐらし又は、高齢者世帯のみ対象となります。
　　　　　②引き受け可能サービス　ゴミ出し、植木鉢の片づけ・移動、買い物、電球の交換、
　　　　　　物の移動（同一階のみ）、簡単な家具の組立・解体・移動、電化製品の使い方の説明。
　　　　　③１回１人１, ０００円（１時間以内）１回につき、１作業に限ります。
【主な仕事　企業等・公共機関】　屋内外軽作業、清掃、配布と配達、施設管理等
【主な仕事　独自事業】　学習教室、陶芸教室、パソコン教室、カルチャー教室
　　　　　　　　　　　※開催についてはお問い合わせください。

【お仕事ご依頼にあたって】高齢者にふさわしい仕事をお引き受けしております。なお、内容や条
件等によりお引き受けできない場合もございます。お気軽にご相談ください。
【問 合 せ】　公益社団法人世田谷区シルバー人材センター
　　　　　　宮坂１- ２４- ６　宮坂区民センター２階
　　　　　　（東急世田谷線宮の坂駅下車　徒歩０分）
メールアドレス　setagaya@sjc.ne.jp　　
ホームページ　https://webc.sjc.ne.jp/setagaya/
宮 坂 本 部　☎ ３４２６-９２１１　  ３４２６-９５０６
烏 山 支 部　☎ ５３１６-１３７１　  ５３１６-１３７２

くらしの多彩なニーズにお応えします
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　身体の状況から住宅を改修する必要がある方に、改修費の一部を助成します。

　改修を開始する前にご相談ください。改修後のご相談は助成対象になりません。

　また、新築および増築の場合は助成の対象になりません。助成の内容は下記の２種類です。

①予防改修費の助成
　手すりの取り付け、段差の解消等、介護保険の住宅改修と同じ改修内容（➡９９頁）です。基準

額は２０万円です。

【対 象 者】　６５歳以上で介護保険の要介護認定で要支援・要介護に該当しなかった方のうち、身
　　　　　　体機能の低下のため住宅改修が必要と認められる方

②設備改修費の助成

【対 象 者】　６５歳以上で介護保険の要介護認定の申請をした方のうち、身体機能低下のため、既
　　　　　　存の設備の使用が困難な方です。ただし、所得制限があります。（世帯全員の前年所
　　　　　　得の合計額６, ２３２, ０００円以下）。また洋式便器への取りかえおよび浴槽の取り
　　　　　　かえは、介護保険で同様の工事を実施していない方に限ります。
【費 用】　①・②の改修とも利用者負担は基準額（実際の工事が下回る場合はその額）の１割～
　　　　　　３割です。①は介護保険料第１段階（➡７７頁）の方は、費用負担が免除されます。
　　　　　　また、基準を超える分は利用者負担となります。
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

　理学療法士などの専門家を派遣し、改修内容のアドバイスを行います。

【対 象 者】　６５歳以上で身体状況に合わせた住宅改修を行う方
【費 用】　無料
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）
　　　　　　　　　保健センター専門相談課　☎ ６２６５-７５４６　  ６２６５-７５４９

住宅改修相談

工

事

内

容

浴槽の取りかえおよびその付帯工事
基

準

額

３７９,０００円

流し・洗面台の取りかえおよびその付帯工事 １５６,０００円

和式から洋式便器への取りかえおよびその付帯工事 １０６,０００円

住宅改修費の助成

 4 住宅を改修するためのサービス
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　高齢者、障害者等がお住まいの住宅の居室、寝室等にある家具について、地震時の転倒を防ぐた

め、家具転倒防止器具の取付を区が支援いたします。

【対 象 者】　満６５歳以上の方のいる世帯等
【費 用】　器具・工賃含め２万円まで無料
【問合せ・申込み】　防災街づくり課　☎ ６４３２-７１７７

　昭和５６年５月３１日以前に着工した木造住宅にお住まいの方に対して、地震発生時の建物倒壊

から自らの安全を確保するため、耐震シェルター、耐震ベッドの設置費用の一部を助成いたします。

設置場所は１階に限ります。

【対 象 者】　次のいずれにも該当する方
　　　　　　①昭和５６年５月３１日以前に着工した平屋または２階建ての木造住宅で、一戸建て
　　　　　　　住宅、店舗等併用住宅（１/ ２以上が住宅である場合に限る）、長屋または共同住
　　　　　　　宅に現にお住まいになっている。
　　　　　　②申請日において、申請者が満６５歳以上等。
　　　　　　③申請者の前年の年間所得額が、２００万円以下。
　　　　　　④区民税を滞納していない。
　　　　　　⑤世田谷区木造住宅耐震改修等助成金交付要綱に基づく改修助成金の交付を受けてい
　　　　　　　ない。
　　　　　　※建物所有者以外の方が申請者となる場合は、建物所有者の承諾が必要になります。
【助成対象】　区が指定した耐震シェルターおよび耐震ベッド。（詳しくはお問合せください。）
【補助金の額】　助成対象の耐震シェルター、耐震ベッドの設置に要する費用
　　　　　　　（設置のための補強工事費を含む。）上限３０万円（１,０００円未満の端数切捨て）。
　　　　　　　期間限定（令和７年度まで）で、一部上乗せ助成があります。
【問合せ・申込み】　防災街づくり課　☎ ６４３２-７１７７

耐震シェルター等設置助成

家具転倒防止器具取付支援
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家族介護教室

介護者の会・家族会

ストレスケア講座

家族のためのこころが楽になる相談

介護マーク

　家庭での介護について、気持ちや身体に負担の少ない方法を学ぶことができます。区のおしらせ

「せたがや」、区のホームページ等で開催日時をお知らせします。

【問 合 せ】　高齢福祉課　管理係
　　　　　  ☎ ５４３２-２３９７　  ５４３２-３０８５

　高齢者や認知症の方などを介護している方が、介護のヒントや経験

などを共有したり、日頃の思いを語り合う場です。

　開催日時、会場、連絡先などが掲載されたパンフレットをあんしん

すこやかセンター、総合支所保健福祉課で配布します。

【問 合 せ】　世田谷区認知症在宅生活サポートセンター
　　　　　  ☎ ６３７９-４３１５　  ６３７９-４３１６

　認知症の方を介護している家族を対象とした、介護者が抱えるストレスケアに役立つ知識など、

理論と実践を交えて学ぶ講座です。

【問合せ・申込み】　世田谷区認知症在宅生活サポートセンター
　　　　　　　　　☎ ６３７９-４３１５　  ６３７９-４３１６

　認知症の方を介護している家族向けに、臨床心理士による個別相談を行っています。

【問合せ・申込み】　住所地のあんしんすこやかセンター　（➡１７頁）

　介護マークとは、介護する方が、介護中であることを周囲に理解して

いただくためのマークです。あんしんすこやかセンター、総合支所保健

福祉課で、お渡ししています。

【問 合 せ】　介護予防・地域支援課
　　　　　  ☎ ５４３２-２９５４　  ５４３２-３０８５

 5 ご家族の方への支援
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　世田谷区内の住居にお住まいで、要介護２（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上）または要介

護３以上と認定された方で、介護保険サービスの利用がなく、次のすべての要件に該当する場合、

介護している家族に家族介護慰労金 (年額１０万円 )を支給します。

【申請できる方】
①要介護２（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上）または要介護３以上と認定され、認定後１年

間に介護保険サービス ( 通算１０日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、

住宅改修の利用を除く )を未利用で、通算９０日以上の入院をしていない方を同居して介護して

いる家族・親族等（同性パートナー等を含む）

②介護を受けている方と介護者のいずれの世帯も住民税が非課税である。

【問合せ・申込み】　介護保険課保険給付係 (➡７５頁 )　住所地の総合支所保健福祉課 (➡２２頁 )

家族介護慰労金
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　区のおしらせ「せたがや」で募集期間や申し込み方法をご案内します。

都営住宅は、５、８、１１、２月の各１日号に、区営住宅は、６、１１月の各１日号でご案内します。

【対 象 者】　①都営住宅 : 都内在住３年以上で、６５歳以上の方
　　　　　  ②区営・区立住宅 : 区内在住３年以上で、６５歳以上の方
　　　　　　※詳しい要件は募集期間に窓口に置かれる「募集のご案内」で確認してください。

【問 合 せ】　住宅管理課　☎ ５４３２-２４９８　  ５４３２-３０４０
　　　　　  世田谷区営住宅等窓口センター　☎ ６８０５-６５２３　  ６８０５-６５７３

　生活相談や安否確認等を行う生活協力員が配置され、バリアフリー化に対応した高齢者向けの都

営、区営、区立住宅です。

【対 象 者】　自立して生活できる６５歳以上の単身または２人世帯で住宅に困窮している方
【問 合 せ】　住宅管理課　☎ ５４３２-２４９８　  ５４３２-３０４０

　高齢者の方の居住を支援する事業を実施するとともに、区民の皆さんの住まいに関する相談につ

いて、総合的にご案内します。

【主な実施事業】
〇保証会社紹介制度（滞納家賃一時立替制度）
　区内在住２年以上の６０歳以上の世帯の方が入居や契約更新の際、保証人が見つからない場合に

保証会社をご案内し、入居・継続居住を支援します。

　※保証会社による金銭保証を利用するには保証料が必要です。（初回保証料半額助成あり。ただ

　　し生活保護受給世帯は除く）

〇住まいあんしん訪問サービス
　お部屋探しサポートを利用して民間賃貸物件に入居した方を定期的に訪問し、見守りを行なうこ

とで、入居及び居住継続を円滑にし、安心して地域で暮らし続けられるよう支援します。

〇お部屋探しサポート
　区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供すると共に様々なア

ドバイスを行っています。　

　毎週木曜、第１～４火曜、金曜に実施しています。ご利用にあたっては、事前にご連絡ください。

（予約優先）

６. 高齢者向けすまい
都営、区営・区立などの高齢者向け住宅の入居

シルバーピア住宅

住まいサポートセンター
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〇住宅相談
　住宅まちづくり総合相談、マンション相談、不動産相談、登記相談、法律相談、土地家屋調査士

相談等について一級建築士・マンション管理士・宅地建物取引士・司法書士・弁護士・土地家屋調

査士などの専門家による３０分のアドバイスを行ないます。ご利用にあたっては、事前にご連絡く

ださい。（予約優先）

　予約は電話で住まいサポートセンターへ。

【対 象 者】　事業ごとに異なります、住まいサポートセンターにお問い合わせください。
【予約・問合せ】　住まいサポートセンター　☎ ６３７９-１４２０　  ６３７９-４２３３

　サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が、安心して居住できる賃貸等の住ま

いです。バリアフリー構造やケアの専門家による安否確認サービスなどを備えており、東京都に登

録されます。

【サービス付き高齢者向け住宅の閲覧窓口】　公益財団法人　東京都福祉保健財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ３３４４-８６３７
【参　　考】　「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ホームページ
　　　　　　https://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php

　環境上及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な高齢者が入所する施設です。

令和３年８月現在、区内には１か所「友愛ホーム」があります。

【対 象 者】　原則として６５歳以上で、次の①および②の要件を満たす方
　　　　　　①環境上の理由
　　　　　　・ 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活するこ
　　　　　　　とが困難であること
　　　　　　・ 入院加療を要する病態でないこと等
　　　　　　②経済的理由
　　　　　　・ 高齢者のいる世帯が生活保護を受けていること
　　　　　　・ 世帯の生計中心者が住民税の所得割を課税されていないこと
　　　　　　・ 災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にある
　　　　　　　こと等
【費 用】　入所者本人および扶養義務者の所得税額等に基づき、費用を負担していただきます。
【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

サービス付き高齢者向け住宅

養護老人ホーム
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　常時介護が必要で、自宅での介護が困難な場合に入所する施設です。区では、要介護度や介護者

の状況等を勘案し、入所の必要性の高い方から入所できる方法をとっています。

【対 象 者】　世田谷区に住民票がある要介護３以上の方
　　　　　　※要介護１、２と認定された方であっても、特別養護老人ホーム以外での生活が著し

　　　　　　　く困難と認められる場合は、対象となります。

　　　　　　※常に医療行為を要する方は入所できません。
【問合せ・申込み】　区内施設と区外施設（➡１１１頁）は、住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

へ相談のうえ申し込みください。

　身体の具合などで自立した日常生活を営むことに不安があり、家族からの援助を受けることが困

難な方に、食事の提供、入浴の準備、その他必要な便宜を低額な料金で提供します。

　施設の所在地等は１１４頁をご覧ください。

【対 象 者】　次のいずれにも該当する方
　　　　　　①６０歳以上であって、低所得で、世田谷区に住民票が３か月以上ある方
　　　　　　②身元保証人が得られる方（特別の事情がある場合を除く）
　　　　　　③身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安がある方
　　　　　　④財産管理及び日常の金銭管理等について、自己管理ができる方
　　　　　　⑤感染症がなく、かつ、医療について自己管理ができる方
　　　　　　⑥問題行動を伴わない方で共同生活が可能な方
　　　　　　⑦家族による援助を受けることが困難な方
　　　　　　⑧住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅生活を継続することが困難な方

【問合せ・申込み】　住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

　高齢者が入所し、入浴・排泄・食事等の介護や食事の提供、日常生活の支援が受けられる施設で

す。主に民間企業が設置・運営しています。当該施設が直接介護サービスを提供する「介護付有料

老人ホーム」と、介護サービスが必要なときは外部の訪問介護等を利用する「住宅型有料老人ホー

ム」があります。

【対 象 者】　概ね６０歳以上の方
【問合せ・申込み】　有料老人ホームは、特別養護老人ホームと異なり、区では申込みを受付けてい

ません。入居一時金や毎月の料金等の入居条件から、それぞれ利用される方が
選んで入居する施設です。
入居を決める際は、契約内容をよくご確認ください。総合支所保健福祉課では、
有料老人ホーム事業者からお預かりしているパンフレット等をご覧いただくこ
とができますが、内容については直接施設へお問合せいただいております。

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

都市型軽費老人ホーム

有料老人ホーム
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７. 介護予防・日常生活支援総合事業
　世田谷区では、住民同士の支えあいの考え方を基本に、介護予防や生活支援のニーズに応える多

様なサービスを、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)として提供しています。また、高齢

者自身も支援の担い手となり、これまでの経験や特技などを活かして、地域社会でいきいきと活動

することにより、ご自身の健康を維持するだけでなく、みんなで支えあう地域づくりを目指してい

ます。

　総合事業には、要支援の認定を受けている方及び事業対象者(基本チェックリスト※の結果、一

定の基準に該当した方で支援が必要な方)を対象とした介護予防・生活支援サービスと、６５歳以

上のすべての高齢者を対象とした一般介護予防事業があります。

※基本チェックリスト(➡７３頁)

　日常生活に必要な機能の低下や、状態を把握するための簡単な質問票です。質問は、運動や栄養

状態、もの忘れに関するものなど２５項目あり、主に「はい」または「いいえ」で答えます。

　訪問を受けて利用するサービスと通所して利用するサービスがあり、それぞれ介護保険事業者や

住民、ＮＰО、民間事業者などの様々な主体によるサービスを提供しています。サービスの内容や

費用のめやすなどは、８８頁からの「介護保険で利用できるサービス」をご覧ください。

【問合せ】　住所地のあんしんすこやかセンター (➡１７頁 )

●はつらつ介護予防講座
　まちづくりセンター等で、介護予防に関するミニ講座と「世田谷いきいき体操」を行います。

【費 用】　無料
【問合せ】　住所地のあんしんすこやかセンター (➡１７頁 )

●まるごと介護予防講座
　ストレッチや認知症予防の体操、口腔機能改善、栄養、認知症予防などについて、連続した６回

の講座で学び、自身の健康を管理する能力の向上を目指します。

【費 用】　無料
【問合せ】　介護予防・地域支援課　
　　　　　☎ ５４３２- ２９５３　  ５４３２- ３０８５

　６５歳以上のすべての区民の方を対象として、介護予防に関する普及啓発を行う講座などを行っ

ています。

介護予防・生活支援サービス

一般介護予防事業
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●世田谷いきいき体操
　世田谷区のオリジナル介護予防体操です。週１回、おもりを使った体操を続けることで筋力が鍛

えられ、日常生活の動きがラクになります。ご近所の方等と誘い合って週１回この体操を続ける団

体へ、体操で使う「おもり」の貸し出し (３か月間 )や体力測定等の支援をします。

【費  用】　無料 (おもりの貸し出し、体力測定など )
【問合せ】　介護予防・地域支援課
　　　　　☎ ５４３２- ２９５３　  ５４３２- ３０８５

●お口の元気アップ教室
　飲み込む、噛むなどの、お口の機能を改善するための知識などを、全８回の教室で学びます。

【費 用】　無料
【問合せ】　介護予防・地域支援課
　　　　  ☎ ５４３２- ２９５３　  ５４３２- ３０８５
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No. 質　問　項　目　
回　　答 計

はい いいえ

１ バスや電車で１人で外出していますか ０ １ 

点

①日常生活に必要
な機能全般

No. １～２０が１０

点以上で生活に必

要な機能低下の心

配

２ 日用品の買い物をしていますか ０ １ 

３ 預貯金の出し入れをしていますか ０ １ 

４ 友人の家を訪ねていますか ０ １ 

５ 家族や友人の相談にのっていますか ０ １ 

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０ １

点

⇒
②運動の機能
３点以上で足腰の

筋力の低下の心配

７
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってい

ますか
０ １ 

８ １５分位続けて歩いていますか ０ １ 

９ この１年間に転んだことがありますか １ ０ 

１０ 転倒に対する不安は大きいですか １ ０ 

１１ ６ヶ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか １ ０ 

点
⇒
③栄養状態
２点以上で栄養不

足の心配１２
ＢＭＩが１８.５未満ですか

[身長　　　　　㎝　　　　体重　　　　　㎏ ]　（注）
１ ０

１３ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １ ０ 

点

⇒
④口腔の機能
２点以上で口腔機

能の低下の心配

１４ お茶や汁物等でむせることがありますか １ ０ 

１５ 口の渇きが気になりますか １ ０

１６ 週に１回以上は外出していますか ０ １ 

点
⇒
⑤閉じこもり
No. １６に該当で閉

じこもりの心配１７ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １ ０ 

１８
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると

言われますか
１ ０ 

点

⇒
⑥認知機能
１点以上で認知機

能の低下の心配
１９

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていま

すか
０ １

２０ 今日が何月何日かわからない時がありますか １ ０ 

２１ （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １ ０ 

点

⇒
⑦うつ
２点以上でうつの

心配

２２
（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽し

めなくなった
１ ０

２３
（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくう

に感じられる
１ ０ 

２４ （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない １ ０

２５ （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする １ ０ 

BMI ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が１８.５未満の場合に、１.はいに該当します。

基本チェックリスト
回答欄の当てはまる方に｢○｣をして､合計の点数で判断します。

※①～⑦に該当した方は､生活機能の低下の心配がある方です。

　ご心配な方は、住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）へご相談ください。
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　介護サービス等を利用する場合、原則として費用の１割～３割が利用者負担となり、残りの９割

～７割が介護保険から給付されます。介護保険は、公費 (税金 )と保険料を財源として運営されて

います。

介護保険制度のしくみ

介護保険事業の財源

８. 介護保険制度のしくみとサービス

　介護保険制度は、核家族化や介護者の高齢化など高齢社会の介護問題に対応するため、介護
を必要とする人を社会全体で支える「社会保険制度」として、平成１２年度に始まりました。
　介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域でできる限り自立した
日常生活を送ることができるよう、必要なサービスを利用者自らの選択に基づいて利用してい
ただく制度です。

区　民

〇介護費用の９割～７割（保険給付費）を支払う

〇介護予防や地域の総合的な相談拠点

〇保険料の納付
〇要介護・要支援認定等の申請・相談

〇要介護・要支援の認定
〇被保険者証・負担割合証の交付

〇介護保険サービス利用料（介護費用）の
　１割～３割を支払う

〇介護保険サービス等を
　提供する

（被保険者）

護予防や地域の総合的な相談拠

あんしんすこやかセンター
（地域包括支援センター）

世田谷区
（保険者）

介護保険
サービス
事業者等

第１号
被保険者

（65歳以上）の方
の保険料

国負担金

国からの
調整交付金

都負担金

区負担金

23．0％

27．0％

20．0％

50％ 50％

12．5％

12．5％

5．0％
第２号
被保険者

（40歳～64歳まで）
の方の保険料

保
険
料

公　

費
※円グラフの国・都の負担割合

は、居宅給付費（介護保険施設・
特定施設以外）の割合です。

※介護保険施設・特定施設は、
国負担金が１５%、都負担金
が１７. ５%に変わるほかは、
同じ割合です。

 1 介護保険とは
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●介護保険課への問合せ先
名　称 役　割 電話番号 FAX番号

管理係
介護保険の計画策定・財政管理・統計管理・趣旨普及の実施

５４３２-２２９８ ５４３２-３０５９
シニアボランティア・ポイント事業の実施

資格保険料係

第１号被保険者の方の保険料決定・納付相談

５４３２-２６４３

５４３２-３０４２

６５歳到達による資格取得、転出等による資格喪失など

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証の交付

保険給付係

保険給付に関すること、住宅改修・福祉用具購入等の支給

５４３２-２６４６高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の支給

介護認定審査事務係
介護認定審査会の開催および認定審査に関する事務、要介護
認定調査員研修

５４３２-２９１２ ５４３２-３０５９

　４０歳以上の区民の方が介護保険の加入者 (被保険者 )となります。

●第１号被保険者
　６５歳以上の方は第１号被保険者です。

　介護保険料は、６５歳になった月 (誕生日が月の初日の方は前月 )から保険者（区）に納めます。

●第２号被保険者
　４０歳～６４歳で医療保険に加入している方は第２号被保険者です。

　介護保険に加入するのは、４０歳になった月 (誕生日が月の初日の方は前月 )からです。

　介護保険料は、加入した月から医療保険料と共に納めます。

●介護保険加入資格の特例（住所地特例）
　次の施設に入所・入居するために世田谷区から転出した場合は、世田谷区の介護保険に引き続き

加入します。（世田谷区内の施設に転入した場合は、転入前の区市町村の介護保険に引き続き加入

します。）

　〇特別養護老人ホーム (地域密着型特別養護老人ホームを除く )　〇介護老人保健施設

　〇介護療養型医療施設　〇介護医療院　〇有料老人ホーム（注１）

　〇軽費老人ホーム、ケアハウス　〇養護老人ホーム

（注１）　有料老人ホームに該当するサービス (食事、介護、家事援助、健康管理のいずれか )を提

　　　　供するサービス付き高齢者向け住宅を含む。

　※地域密着型特定施設に該当する施設は含まない。

　介護保険の被保険者には、「介護保険被保険者証」を交付します。この被保険者証は介護保険の

被保険者である証明書であるとともに、介護保険サービスを利用するときなどに必要です。交付を

受けたら、記載内容を必ず確認していただくとともに、大切に保管してください。

介護保険サービスの利用を希望する方は、「介護保険サービスを利用するには」（➡８２頁）をご覧ください。

介護保険に加入する方

介護保険被保険者証の交付
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●被保険者証の交付
◆６５歳以上の方 (第１号被保険者 )
  ６５歳の誕生日の前月（誕生日が月の初日の方は前々月）に交付します。（郵送）

◆４０歳～６４歳の方 (第２号被保険者 )
　要介護・要支援の認定を受けたときに交付します。（郵送）

●被保険者証の使い方
　被保険者証は、次のときに必要になります。忘れずにご提示ください。

　〇要介護・要支援認定の申請をするとき。(➡８２頁 )

　〇ケアプランの作成を依頼するとき。(➡８５頁 )

　〇介護保険サービスを利用するとき。(➡８７頁 )

　介護保険の要介護・要支援認定を受けたときに、利用者負担割合が記載された「介護保険負担割

合証」を交付します。

　「介護保険負担割合証」は有効期限（８月から翌年７月）がありますので、有効期限に合わせて

お送りいたします。介護保険サービスを利用するときは、「介護保険負担割合証」の提示が必要に

なりますので、大切に保管してください。利用者負担割合(１割～３割)の基準は以下のとおりです。

負担割合 基準（①②いずれにも該当する場合）

３割

①本人の合計所得金額※２２０万円以上

②同一世帯の６５歳以上の方(本人含む)全員の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身　世帯で

３４０万円以上、２人以上世帯で４６３万円以上

２割

①本人の合計所得金額が１６０万円以上２２０万円未満

②同一世帯の６５歳以上の方(本人含む)全員の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身　世帯で

２８０万円以上３４０万円未満、２人以上世帯で３４６万円以上４６３万円未満

１割 上記以外の方（６５歳未満の方、住民税非課税の方、生活保護受給中の方含む）

※ 合計所得金額…介護保険負担割合を合計所得金額で判定することは、介護保険法施行令第２２条の２によって規定されています。

　 合計所得金額の詳細は、７８頁の「合計所得金額とは」を参照。

　皆さんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。保険料をお納めいただ

いていない場合は、預貯金や年金など財産の差押えや介護保険の給付を制限されることがあります。

(➡８０頁 )

●介護保険料のお知らせ
　介護保険料の決定通知書は、住民税課税状況等をもとに保険料段階を決定し、６月中旬にお送り

します。

　なお、年度の途中で６５歳になった方、転入された方、転出された方、住民税課税状況等が変更

となった方などには、随時、介護保険料決定 (変更 )通知書をお送りします。

介護保険負担割合証の交付

６５歳以上の方 ( 第１号被保険者 ) の介護保険料
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●令和３年度～令和５年度の介護保険料

保険料段階 該当する方 料率 年間保険料額
（円）

第１段階
生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受けている方
老齢福祉年金を受けている方で本人および世帯全員（注１）が住民税非課税の
方

０. ３０ ２２, ２４８

第２段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額（注２）と合計所得
金額（注３）（年金に係る雑所得金額を除く）の合計が８０万円以下の方 ０. ３０ ２２, ２４８

第３段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額（年
金に係る雑所得金額を除く）の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方 ０. ５０ ３７, ０８０

第４段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額（年
金に係る雑所得金額を除く）の合計が１２０万円を超える方 ０. ６５ ４８, ２０４

第５段階 本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額（年金に係る雑所得
金額を除く）の合計が８０万円以下で同一世帯に住民税課税者がいる方 ０. ８５ ６３, ０３６

第６段階 本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額（年金に係る雑所得
金額を除く）の合計が８０万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方

基準額
１. ００ ７４, １６０

第７段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満の方 １. １５ ８５, ２８４

第８段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方 １. ２５ ９２, ７００

第９段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方 １. ４０ １０３, ８２４

第１０段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満の方 １. ６０ １１８, ６５６

第１１段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の方 １. ７０ １２６, ０７２

第１２段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が５００万円以上７００万円未満の方 １. ９０ １４０, ９０４

第１３段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が７００万円以上１,０００万円未満の方 ２. ３０ １７０, ５６８

第１４段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が１,０００万円以上１,５００万円未満の方 ２. ７０ ２００, ２３２

第１５段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が１,５００万円以上２,５００万円未満の方 ３. ２０ ２３７, ３１２

第１６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が２,５００万円以上３,５００万円未満の方 ３. ７０ ２７４, ３９２

第１７段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が３,５００万円以上の方 ４. ２０ ３１１, ４７２

（注１）世帯全員・・・世帯状況は、その年度の４月１日時点のもので判断します。年度の途中で６５歳になった方や、転入した方
は資格の取得日で判断します。年度の途中で世帯状況に変更があっても、翌年度まで保険料に変更はありません。

（注２）年金収入額・・・老齢基礎年金・国民年金・厚生年金・共済年金・年金恩給などの年間受給額です。
（注３）合計所得金額・・・介護保険料を合計所得金額で算定することは、介護保険法施行令第３８条及び第３９条によって規定さ

れています。合計所得金額の詳細は７８頁の「合計所得金額とは」をご確認ください。
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保険料の納め方には次の３つの方法があります。

１

特別徴収：年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。

年金受給額が年間１８万円以上の方が対象です。

※年金の受給開始時期等により、特別徴収の開始時期が一人ひとり異なります。

２

普通徴収：納付書または口座振替によるお支払いとなります。

年度途中で６５歳になった方、世田谷区に転入した方、特別徴収対象の年金が年額１８万

円未満の方などが対象です。

３

併用徴収：上記の１と２の併用

特別徴収の方でご本人や世帯の課税状況の変更によって、年度途中に保険料が変更になっ

た方などが対象です。

※介護保険料の納付は、原則、特別徴収となります。（介護保険法第１３５条）

　被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

合計所得金額とは
　法令に基づき介護保険料の算定や高額介護サービス費等の区分の判定に用いる合計所得金額
の定義は次のとおりです。

　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除
などの所得控除をする前の金額です。分離所得も含まれ、繰越損失がある場合は繰越控除前の
金額をいいます。土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得金額より特別控除額を除いた
金額になります。
　平成３０年度税制改正における給与所得控除・公的年金等控除の１０万円引き下げ及び基礎
控除の１０万円引き上げを踏まえ、令和３年度より給与所得の金額及び公的年金等に係る所得
の金額の合計額から１０万円を控除します。

　国民健康保険の加入者が６５歳になる年度においては、６５歳になる月の前月までの第２
号被保険者保険料をその年度内( ７月から翌年３月の９か月)に割りつけています。このため、
６５歳になった月以降も第２号分の保険料を納めることになりますが、６５歳以上の第１号被
保険者保険料と重複することはありません。

４０歳～６４歳の方 ( 第２号被保険者 ) で
国民健康保険に加入されている方へ

介護保険料の納め方（６５歳以上の方）
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　納め忘れがない口座振替をお勧めします。

　預（貯）金通帳、通帳の届け出の印鑑をご持参のうえ、金融機関等にお申込みください。

　一部の金融機関については、介護保険課窓口にてキャッシュカードによる「口座振替受付サー

ビス」を行っています。詳しくは、下記までお問合せください。

【問合せ】介護保険課　資格保険料係（➡７５頁）

〇要介護等認定を受けている方の税申告に伴う障害者控除
　６５歳以上で介護保険の要支援または要介護認定を受けた方が、一定の基準を満たす場合は、

身体障害者手帳をお持ちでなくても、本人またはその被扶養者が所得税・住民税申告の際に「障

害者控除(障害者・特別障害者)」の対象となります。

【問合せ】住所地の総合支所保健福祉課（➡２２頁）

〇医療費控除
  介護保険サービスの利用料の自己負担分については、医療費控除の対象となる場合があります。

詳細は税務署にお尋ねください。

　※区のホームページにも掲載しています。

　　ホーム＞目次から探す＞福祉・健康＞高齢・介護＞介護保険のしくみとサービス＞介護保
　　険についての区からのお知らせ等＞介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて
　　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/001/004/d00135542.html

介護保険料の口座振替

●介護保険料は税金の社会保険料控除の対象です
　該当する年の１月～１２月の１年間に納めた保険料額の確認方法は以下のとおりです。

　なお、納付方法別の書類に記載された額を申告書にご記入ください。（確定申告は記入のみで証

　明書等は不要です。）

年金から納めた保険料
「公的年金等の源泉徴収票」（１月下旬に年金保険者（厚生労働大臣等）

から送付されます。）※遺族年金、障害年金は発行されません。

納付書で納めた保険料 「世田谷区介護保険料納付書（領収証書）」

キャッシュレスで納めた
保険料

「アプリ内の決済履歴」※領収書は発行されません。

口座振替で納めた保険料「介護保険料口座振替済通知書」（１２月下旬に区からお送りします。）

介護保険のサービス利用料等に伴う税金の控除



80

介
護
保
険
制
度
の
し
く
み
と
サ
ー
ビ
ス

8

　普通徴収の保険料については、随時納付相談を承っております。事情があって一括でお支払いが

困難な場合は分割して納めていただく方法もありますので、介護保険課資格保険料係（➡７５頁）

までご相談ください。

●財産などの差押え
　正当な理由なく継続して保険料のお支払いがない場合には、税や健康保険料と同様に、預貯金や

年金などの財産を差押える場合があります。

●給付額減額等
　納期限から１年以上保険料を納めず納付相談にも応じていただけない方には、介護保険の給付を

制限する場合があります。

１年以上保険料を

滞納すると

本人が、介護保険サービス費を一旦全額負担することになります。介

護保険サービス費を支払った後に、区に対して申請することで９割～

７割の保険給付を受けること（償還払い）になります。

１年６か月以上保険料を

滞納すると

上記に加えて、償還払いの申請をしても、保険給付の一部または全部が

すぐには支払われない「一時差止め」となります。

一時差止めされた保険給付を、滞納している介護保険料に充てる場合

もあります。

２年以上保険料を

滞納すると

介護保険サービス費の利用者負担が通常の負担割合から３割または４割

※まで引上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなりま

す。

※介護保険サービス費の利用者負担の割合が３割に該当する方は、４割に引上げられます。

介護保険料を納めないでいると
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●延滞金
　介護保険料を定められた納期限内に納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に

応じた延滞金が保険料に加算されます。

　◆延滞金の計算式
　①納期限の翌日から３か月以内に納付された場合

　　延滞金＝滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷３６５

　②納期限の翌日から３か月を超えて納付された場合

　　延滞金＝上記① +（滞納保険料額×延滞金の割合×３か月経過後の日数÷３６５）

　※期別保険料額が２,０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。

　※滞納保険料額に１,０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

　※確定した延滞金が１,０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。

　※確定した延滞金に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

●保険料の減免制度
　◆保険料の徴収猶予・減免
　　　火災・震災・風水害等により著しい損害を受けた方や、倒産などにより収入が著しく減少し

た方で、一時的に保険料をお納めいただくことが困難な場合は、保険料を減額・免除、または

徴収を猶予する制度があります。

　◆区独自減額
　　　保険料段階が第３段階または第４段階の方で、年間の収入が１５０万円以下（１人世帯）な

ど、収入、資産等の要件を満たす方を対象に、申請により保険料を減額する制度があります。

　　　詳しくは、介護保険課資格保険料係（➡７５頁）までご相談ください。
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●介護保険サービスの利用を希望する方
　まず、住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、または総合支所保健福祉課（➡２２頁）

に相談してください。ご本人の状況によっては、要介護・要支援認定の申請ではなく、基本チェッ

クリストによる判定を受けていただき、介護予防・日常生活支援総合事業の利用をお勧めすること

もあります。

　認定申請は、ご本人またはご家族が、住所地のあんしんすこやかセンター、または総合支所保健

福祉課の窓口で行います。

●介護保険サービスを利用できる方
　①第１号被保険者（６５歳以上の方）

　　日常生活を送るために介護や支援が必要な方

　②第２号被保険者（４０歳～６４歳で医療保険に加入している方）

　　特定疾病※により、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

（１）相談・認定申請

※特定疾病
〇がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと
判断したものに限る）　〇関節リウマチ　〇筋萎縮性側索硬化症　〇後縦靭帯骨化症　〇骨折を
伴う骨粗しょう症　〇初老期における認知症　〇進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及
びパーキンソン病　〇脊髄小脳変性症　〇脊柱管狭窄症　〇早老症　〇多系統萎縮症　〇糖尿
病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　〇脳血管疾患　〇閉塞性動脈硬化症　〇慢
性閉塞性肺疾患　〇両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

　2 介護保険サービスを利用するには

相
談
・
認
定
申
請

認
定
結
果
の
通
知

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
の
利
用

要
介
護
・
要
支
援
認
定

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
よ
る
判
定

（1） （2） （3） （4） （5）
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●要介護・要支援認定

◆認定調査　
区の職員や区が依頼した介護支援専門員（ケアマネジャー）が自宅などを訪問し、心身の状況
等について、ご本人や、ご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査は全国共通の基準に
基づき行います。

◆医師の意見書
心身の状況等について、区が直接主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医には、あらかじめ要介護・要支援認定の申請をしていることをお伝えください。
主治医がいない場合は、住所地のあんしんすこやかセンター、または総合支所保健福祉課の窓
口にご相談ください。

◆審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」
で審査し、要介護・要支援状態区分を判定します。

●基本チェックリストによる判定の実施
　あんしんすこやかセンターで基本チェックリスト（➡７３頁）による判定を実施し、結果が一
定基準に該当した方（事業対象者）は、要支援認定に該当しなくても、介護予防・生活支援サー
ビスを利用できる場合があります。

（２）要介護・要支援認定、基本チェックリストによる判定の実施

（３）認定結果の通知

〇介護保険被保険者証 

○健康保険被保険者証（第２号被保険者の場合） 

○マイナンバーカード（個人番号カード）または

　通知カード（住民票記載内容と相違ない場合のみ）

○本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険被保険者証、運転免許証など）

　※第２号被保険者の方は、健康保険被保険者証が必ず必要です。

　区の介護認定審査会による判定に基づき、認定結果を「認定結

果通知書」により通知します。

　「介護保険被保険者証」と利用者負担の割合（１割～３割）

が記載された「介護保険負担割合証」を同時に交付しますので、

内容を確認してください。

認定申請に必要なもの

お電話いただければ申請書を郵送します。
インターネットでダウンロードもできます。

在宅生活か施設利用か悩む場合
は、あんしんすこやかセンター、
総合支所保健福祉課にご相談く
ださい。
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Q：要介護認定の申請をしてから、認定まではどのくらいの期間がかかるのですか。
A：要介護・要支援認定は、申請から結果通知までを通常３０日以内に行うように定められて

います。しかし、訪問調査の実施や、主治医意見書の作成の遅れ等により、やむを得ず
３０日を超えて結果の通知をする場合もあります。

Q：状態が悪くなり、もっとサービスが必要になったときは
A：心身の状況の変化などで、介護や支援を必要とする程度が変わったときは、いつでも区分

変更の申請ができます。

Q：認定結果に不服があるときは
A：要介護・要支援認定の結果への疑問や納得できない場合は、まず、住所地の総合支所保健

福祉課にご相談ください。その上で納得できない場合は、認定通知を受け取った日の翌日
から３か月以内に、東京都に設置されている「介護保険審査会」に審査請求をすることが
できます。

要
介
護
・
要
支
援
認
定
に
よ
る
判
定
結
果

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
よ
る
判
定
結
果

要介護１～５

【要介護状態区分】 【利用できるサービス】

要支援１・２

認定非該当

事業対象者

必要に応じて基本
チェックリストに
よる判定 

※65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」もあります。（➡７１頁）

介護サービス（介護給付）
日常生活で介護を必要とする度合
いの高い人が、生活の維持・改善を
図るために受けるサービスです。
（➡８８頁）

介護予防サービス（予防給付）
介護を必要とする度合いが低く、心
身機能が改善する可能性が高い人
などが受けるサービスです。
（➡８８頁）

介護予防・生活支援サービス
要支援1・2の方または基本チェック
リストによる判定の結果が一定基
準に該当した方（事業対象者）を対
象としたサービスです。
（➡８８頁）
※要支援１・２の方は、介護予防
サービスと介護予防・生活支援サー
ビスを合わせて利用できます。

●要介護状態区分と利用できるサービス
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●在宅サービスを利用するとき

◆サービス・内容が決まったら、サービス事業者と利用の契約をします。
◆ケアマネジャー・あんしんすこやかセンターは、ケアプランに基づき提供されるサービスが適切
　に実施されているかを確認し、修正や変更を行います。

（４）ケアプランの作成

　　 〇訪問を受けて利用するサービス（➡８９頁）　○通所して利用するサービス（➡９１頁）

　　 ○短期間入所するサービス（➡９４頁） ○福祉用具の貸与・購入費、住宅改修費（➡９８頁）

※通い・訪問・宿泊を組み合わせたサービスを利用する場合は、次ページ「入所施設などを利用するとき」をご覧く

ださい。

※ケアプランの作成には利用者の費用負担はありません。

※ケアプランは利用者ご自身で作成することも可能です。（介護予防のケアプランの一部は除く）自己作成を希望する

場合は、住所地の総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

（１）居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン（居宅サービス計画）の作成を依頼
　　します。

（２）ケアマネジャーが要介護者のもとを訪問し、ご本人の状況、ご本人やご家族の希望、家族
　　や住宅の状況などを総合的に把握してケアプラン原案を作成し、ご本人、ご家族、専門職
　　で協議してケアプランを決定します。

　住所地のあんしんすこやかセンターに、生活機能改善や向上に向けた介護予防のケアプラン
（介護予防サービス計画）の作成を依頼し、相談しながら利用するサービス内容を決めて
いきます。

　住所地のあんしんすこやかセンターに、必要に応じて介護予防のケアプランの作成を依頼し、
相談しながら利用するサービス・内容を決めていきます。ケアプランの作成を依頼した後、「介
護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が交付されます。

要介護１～５

要支援１・２

事業対象者

本　　人

ケアマネジャー
あんしんすこやかセンター サービス事業者

①契約
④契約

⑥支払
⑤サービス

提供

②ケアプラン作成
③ケアプランに基づき

サービス事業者と連絡調整
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●入所施設などを利用するとき

　○施設に入居・入所して利用するサービス（➡９５頁）

　○通い・訪問・宿泊を組み合わせて利用するサービス（➡９３頁）

居宅介護支援事業所と介護支援専門員（ケアマネジャー）
　居宅介護支援事業所は、介護を必要とする方が、適切な介護サービス等を利用できるように、
ケアプラン（居宅サービス計画）の作成を行う介護支援専門員（ケアマネジャー）が所属する
事業所です。介護支援専門員（ケアマネジャー）は、保健・医療・福祉・介護などの知識を持ち、
ご本人やご家族の意向を聞きながら、ケアプランの作成や見直しを行うとともに、サービス事
業所や施設、医療機関との連絡・調整などの業務を行い、給付管理も行います。

　介護サービスを利用するには、ケアマネジャーやあんしんすこやかセンターの職員がケアプ

ランを作成しますが、利用者本人や家族の皆さんが介護サービス事業所の状況を調べてサービ

ス選択の参考にすることができます。

１.　介護サービス情報公表システム(東京都情報)

　　 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/13/index.php

　　 事業所の運営方針、サービス内容、設備の状況、利用料、職員数等の情報をインターネッ

　　 トにより確認することができます。

２.　とうきょう福祉ナビゲーション　http://www.fukunavi.or.jp

　　 福祉サービス第三者評価を受審している事業者の第三者評価の結果や事業所の基本情報を

　　 インターネットにより確認することができます。

介護サービスの選び方

　入居・入所を希望する施設やサービスの利用を希望する事業所を選び、契約後、施設や事業所の

ケアマネジャーがケアプランを作成し、ケアプランに基づいて、サービスを利用します。

Q：ケアマネジャーに何を相談したらいいの？
Ａ：ケアプランの作成時や、その後の定期的なモニタリング※の時に、遠慮せずに、ご本人・ 
　　ご家族の状況や意向などの詳細を伝え、わからないことがあれば何でも質問しましょう。
　　※ケアプランの実施状況やその効果等を、担当のケアマネジャーが訪問などにより確認
　　　すること。
Q：ケアマネジャーとの関係がうまくいかない時は？
Ａ：ケアマネジャーを変更することもできます。
　　 ①ケアマネジャーか居宅介護支援事業所に変更を申し入れます。
　　②別の居宅介護支援事業所やあんしんすこやかセンターにケアマネジャーの変更の相談
　　　をします。
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　ケアプランに基づきサービスを利用します。

　利用時には、サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示します。

ケアプランに基づいてサービスを利用した際、利用者は費用の１割～３割を負担します。負担割合

は「介護保険負担割合証」で確認できます。

　サービスを利用するときの費用負担については、１００頁の「4サービスを利用するときの費用

負担」をご覧ください。

※介護予防・生活支援サービスの費用負担はサービスによって異なります。

　認定の有効期間は新規・区分変更の場合は６～１２か月で、認定が更新される場合は６か月～３

年間（令和３年度中に６か月～４年間に変更予定）となります。

　この有効期間が満了すると、介護保険のサービスは受けられませんのでご注意ください。

引き続き介護保険のサービスを利用する見込みである場合は、有効期限満了の日の６０日前から満

了の日までに、被保険者証を添付して更新の申請をしてください。

　心身の状況の変化などで介護や支援を必要とする程度が変わったときは、いつでも区分変更の申

請ができます。

【申請・相談窓口】　住所地のあんしんすこやかセンター（➡１７頁）、住所地の総合支所保健福祉
　　　　　　　　　課（➡２２頁）

（５）サービスの利用

認定結果の有効期間と更新手続き

●現在入院中の場合
　入院中の場合は、状態が変化しやすいため、正しい調査・認定ができない場合があります。
主治医とよく相談して、病状が安定するか、退院の予定が決まった時期に申請してください。

●緊急に介護保険サービスを利用したい時は
　住所地のあんしんすこやかセンター、総合支所保健福祉課または居宅介護支援事業所にご相
談ください。
　要介護・要支援認定の結果が出る前に、介護保険サービスを利用するためには、暫定的な計
画をたて、それに基づきサービスを受ける必要があります。要支援１以上の判定結果が出たら、
暫定プランを確定させ、介護保険の給付を受けることができます。
　なお、要介護、要支援認定の結果が非該当となり、自立と判定された場合は、介護保険から
の給付は受けられず全額自己負担となりますので、ご注意ください。
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　要介護・要支援認定、基本チェックリストによる判定の結果、要介護状態区分に応じたサービス

を利用することができます。

サービスの種類と費用のめやす

要介護

事業対象者

要支援

地域密着型
サービス

要介護１～５の方が利用できるサービス

事業対象者の方が利用できるサービス

要支援１・２の方が利用できるサービス

原則、世田谷区に住所がある方のみが利用できるサービス

　世田谷区内でサービスを利用した際の費用の例です。

　掲載している種類・内容・費用は各サービスの一部になります。また、掲載している費用もサー

ビスの提供体制、利用状況等に応じて算定される加算・減算項目があり、その算定によって自

己負担分も増減します。なお、居宅サービスおよび地域密着型サービスは、１か月あたりの支

給限度基準額（➡１００頁）が保険給付の対象となります。

　サービスの種類によって、食費や居住（滞在）費、宿泊費等、保険給付の対象とならない費

用が別途かかるものがあります。

　一定以上の所得のある方は２割または３割負担となりますが、月々の自己負担分が一定の上

限額を超えた場合は高額介護サービス費（➡１００頁）の支給対象となります。

　各サービスの費用めやすには、１割負担の場合の自己負担分も参考に記載しています。
　一定以上の所得のある方は、２割または３割負担となるため、自己負担分は約２倍または３倍
です。

各サービスの費用のめやす・自己負担分

費用のめやす 自己負担分
（１割負担の場合）

※障害者向けサービスを利用可能な方も、訪問介護などの共通するサービスについては、介護

　保険のサービスを優先して利用することとなります。

※労災などの介護補償給付費等を受けている方は、介護保険サービスとの調整が必要になりま

　すので、住所地の総合支所保健福祉課にその旨を申し出てください。また、サービスの利用

　が必要となった理由が第三者行為（交通事故など）による場合も、同様に申し出てください。

　3 介護保険で利用できるサービス
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事業対象者要支援

　

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの身体介護や、調理・洗濯などの生活

援助を行います。

サービスの種類 利用回数・時間等 費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）

身体介護中心

１回あたり２０分未満 １, ９０３円 １９１円

１回あたり２０分以上３０分未満 ２, ８５０円 ２８５円

１回あたり３０分以上１時間未満 ４, ５１４円 ４５２円

生活援助中心
１回あたり２０分以上４５分未満 ２, ０８６円 ２０９円

１回あたり４５分以上 ２, ５６５円 ２５７円

※早朝・夜間（６～８時、１８時～２２時）は２５％加算、深夜（２２時～翌日６時）は５０％加算

◆介護保険事業者によるサービス

サービスの種類 サービス内容 費用のめやす 自己負担分
（１割負担の場合）

総合事業訪問介護サービス
（従前相当）

ホームヘルパーによる掃除、洗濯、調理、
買い物等の生活支援及び、入浴介助など
の身体的介助

週１回程度利用
１３, ４０６円／月

週２回程度利用
２６, ７７８円／月

週１回程度利用
１, ３４１円／月
週２回程度利用

２, ６７８円／月

総合事業生活援助サービス
（区独自基準）

ホームヘルパー等（一定の研修受講者を
含む）による掃除、洗濯、調理、買い物
等の６０分以内の生活支援

２, ５７６円／回 ２５８円／回

◆住民参加型サービス

支えあいサービス
住民等が買い物同行、掃除、洗濯・布団
干し、調理補助、ごみ出し等の簡易な家
事援助を原則３０分以内で実施

１回　１００円
（プラン上、３０分超は２００円）

◆短期集中型サービス

専門職訪問指導
理学療法士や管理栄養士等が訪問して、
生活改善のためのアドバイス等を実施

（１回１時間程度）

　　　　１回目　　　 無　　料
　　　　２回目以降　 ４００円

訪問を受けて利用するサービス

　訪問介護（ホームヘルプ）

訪問介護サービスの対象とならないもの（例）
○利用者以外（同居の家族等）のための家事  ○草むしり、花木の水やり　
○犬の散歩などのペットの世話  ○大掃除　○話し相手　○趣味嗜好にかかる外出介助　など
※詳しくは、サービス事業者、ケアマネジャーにご相談ください。

　介護予防・生活支援サービス（訪問型サービス）

要介護
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　看護師などが居宅を訪問し、病状の観察や療養上の世話、診療の補助などを行います。

サービスの種類 サービス内容 費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）

訪問看護
ステーションから

のサービス

１回あたり３０分未満
要介護

５, ３５８円 ５３６円

１回あたり３０分以上１時間未満 ９, ３５９円 ９３６円

１回あたり３０分未満
要支援

５, １３０円 ５１３円

１回あたり３０分以上１時間未満 ９, ０２８円 ９０３円

病院または診療所
からのサービス

１回あたり３０分未満
要介護

４, ５３７円 ４５４円

１回あたり３０分以上１時間未満 ６, ５３２円 ６５４円

１回あたり３０分未満
要支援

４, ３４３円 ４３５円

１回あたり３０分以上１時間未満 ６, ２９２円 ６３０円

※早朝・夜間（６～８時、１８時～２２時）は２５％加算、深夜（２２時～翌日６時）は５０％加算

　その他、緊急時の訪問の際に、割増になる場合もあります。

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導、助言等を行い

ます。

サービスの種類 サービス内容 費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）
医 師 １回あたり（月２回限度） ５, １４０円 ５１４円

歯 科 医 師 １回あたり（月２回限度） ５, １６０円 ５１６円

薬 局 の 薬 剤 師 １回あたり（月４回限度） ５, １７０円 ５１７円

管 理 栄 養 士 １回あたり（月２回限度） ５, ４４０円 ５４４円

歯 科 衛 生 士 １回あたり（月４回限度） ３, ６１０円 ３６１円

※同時に診療や投薬、検査、処置などを受けた場合、別途、医療保険の負担が必要です。

　訪問看護

１回あたり　

費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）
３, ４０７円 ３４１円

　訪問リハビリテーション

　リハビリの専門職（理学療法士・作業療法士等）

が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

１回あたり　

費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）
要介護 １４, ３６４円 １, ４３７円

要支援 ９, ７１２円 ９７２円

　訪問入浴介護

　居宅療養管理指導　 　介護予防居宅療養管理指導

　介護職員と看護職員が、浴槽を積んだ入浴車で

居宅を訪問し、入浴の介助を行います。

要介護

要介護

要介護

要介護

　介護予防訪問看護要支援

　介護予防訪問リハビリテーション要支援

　介護予防訪問入浴介護要支援

要支援

／

／

／

／
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　日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時の対応で、介護・看護を一体的に提供します。

要介護状態
区分

訪問看護を行わない場合
（１か月あたり）※

訪問看護を行う場合
（１か月あたり）

費用のめやす 自己負担分
（１割負担の場合） 費用のめやす 自己負担分

（１割負担の場合）
要介護１ ６４, ９４５円 ６, ４９５円 ９４, ７５６円 ９, ４７６円

要介護２ １１５, ９１５円 １１, ５９２円 １４８, ０２９円 １４, ８０３円

要介護３ １９２, ４６６円 １９, ２４７円 ２２５, ９５９円 ２２, ５９６円

要介護４ ２４３, ４６９円 ２４, ３４７円 ２７８, ５４７円 ２７, ８５５円

要介護５ ２９４, ４５０円 ２９, ４４５円 ３３７, ４５１円 ３３, ７４６円

※訪問看護事業所と連携してサービスを提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

　訪問看護サービスを行う場合、訪問看護費用の自己負担（１割負担の場合、要介護１～４は

　３,３６８円／月、要介護５は４,２８０円／月）が別途かかります。

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　夜間の定期巡回や、通報を受けての訪問により、排せつなどの介護その他の日常生活上の世話を

行います。

費用のめやす 自己負担分
（１割負担の場合）

基本料　１か月あたり １１, ６８５円 １, １６９円

定期巡回サービス( １回) ４, ４００円 ４４０円

随時訪問サービス( １回) ６, ７０３円 ６７１円

※２２時～翌日６時を含めた時間を、各事業所が対応する時間としてサービスを提供しています。

　夜間対応型訪問介護

　通常規模／７～８時間未満利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ７, １３９円 ７１４円

要介護２ ８, ４２５円 ８４３円

要介護３ ９, ７６６円 ９７７円

要介護４ １１, ０９６円 １, １１０円

要介護５ １２, ４４７円 １, ２４５円

　通所介護(デイサービス)

　通所介護施設で、日常生活上の世話や機能

訓練などを日帰りで行います。

　※費用は施設の規模によって異なります。

通所して利用するサービス

要介護

要介護

要介護

地域密着型
サービス

地域密着型
サービス
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７～８時間未満利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ８, １７５円 ８１８円

要介護２ ９, ６６８円 ９６７円

要介護３ １１, ２０５円 １, １２１円

要介護４ １２, ７３１円 １, ２７４円

要介護５ １４, ２５７円 １, ４２６円

（１か月あたり）

療養通所介護 １３８, ３３１円 １３, ８３４円

　地域密着型通所介護(デイサービス)

　定員が１８人以下の小規模な通所介護施設

で、日常生活上の世話や機能訓練などを日帰

りで行います。

　療養通所介護を行う事業所は、難病等によ

る重度の要介護者等で常時看護師による見守

りを必要とする方が対象です。

◆短期集中型サービス
介護予防

筋力アップ教室
民間事業者が運営する短期集中型の教室に通い、筋
力向上およびセルフケア等のプログラムを受ける １教室　２, ４００円

◆住民主体型サービス

地域デイサービス 住民やNPO法人が運営する定期的な「通いの場」
で食事や介護予防を目的とした活動を行う 食事代等の実費負担

◆介護保険事業者によるサービス

サービスの種類 サービス内容 費用のめやす
自己負担分

（１割負担の場合）

総合事業通所介護
サービス（ 従 前 相 当 ）

日常生活上の支援や機能訓練を行う３時間以
上のデイサービス

週１回程度利用
１８, ２２４円／月

週２回程度利用
３７, ３６５円／月

週１回程度利用
１, ８２３円／月
週２回程度利用
３, ７３７円／月

総合事業運動器能向上サー
ビス（ 区 独 自 基 準 ）

運動器機能訓練を主とした３時間未満のデイ
サービス ３, ６０７円／回 ３６１円／回

　介護予防・生活支援サービス（通所型サービス）

　医療機関や介護老人保健施設等で、

リハビリテーションを日帰りで行います。

※費用は施設の規模によって異なります。

通所リハビリテーション（デイケア）

介護予防通所リハビリテーション

要介護

要介護

地域密着型
サービス

要支援

要支援

事業対象者

　通常規模／３～４時間未満利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす 自己負担分

（１割負担の場合）
要介護１ ５, ３６１円 ５３７円
要介護２ ６, ２２７円 ６２３円
要介護３ ７, ０８１円 ７０９円
要介護４ ８, １９１円 ８２０円
要介護５ ９, ２７９円 ９２８円

要支援１ ２２, ７８８円 ２, ２７９円
要支援２ ４４, ３８８円 ４, ４３９円

（１か月あたり）
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７～８時間未満利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ １１, ０１１円 １, １０２円
要介護２ １２, ２１０円 １, ２２１円
要介護３ １３, ４０８円 １, ３４１円
要介護４ １４, ６０７円 １, ４６１円
要介護５ １５, ８０６円 １, ５８１円
要支援１ ９, ５３４円 ９５４円
要支援２ １０, ６４４円 １, ０６５円

１か月あたり

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ １１５, ６９５円 １１, ５７０円
要介護２ １７０, ０２９円 １７, ００３円
要介護３ ２４７, ３４１円 ２４, ７３５円
要介護４ ２７２, ９８２円 ２７, ２９９円
要介護５ ３００, ９９８円 ３０, １００円
要支援１ ３８, １６１円 ３, ８１７円
要支援２ ７７, １２２円 ７, ７１３円

１か月あたり

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ １３８, ０６１円 １３, ８０７円
要介護２ １９３, １７３円 １９, ３１８円
要介護３ ２７１, ５５０円 ２７, １５５円
要介護４ ３０７, ９９１円 ３０, ８００円
要介護５ ３４８, ３８４円 ３４, ８３９円

　通所介護施設で認知症の方を対象に、日常

生活上の世話や機能訓練などを日帰りで行い

ます。

　「通い」を中心として、利用者の状況に応

じ「宿泊」や「訪問」のサービスを１つの事

業所で組み合わせて提供します。

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み

合わせてサービスを提供します。

　認知症対応型通所介護（デイサービス）

　小規模多機能型居宅介護

　看護小規模多機能型居宅介護

　介護予防認知症対応型通所介護

　介護予防小規模多機能型居宅介護

通い・訪問・宿泊を組み合わせて利用するサービス
　サービス利用にあたっての計画は、各事業所の介護支援専門員が作成します（居宅介護支援事業

所及びあんしんすこやかセンターのケアマネジャーによるケアプラン等の作成の必要はありませ

ん）。利用を希望される場合は、事業所に利用の申し込みをしてください。

要介護

要介護

要介護

地域密着型
サービス

地域密着型
サービス

要支援

要支援
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併設型・多床室の利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ６, ６１５円 ６６２円
要介護２ ７, ３８１円 ７３９円
要介護３ ８, １８０円 ８１８円
要介護４ ８, ９４６円 ８９５円
要介護５ ９, ７０１円 ９７１円
要支援１ ４, ９５０円 ４９５円
要支援２ ６, １６０円 ６１６円

併設型・多床室の利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ９, ０１４円 ９０２円
要介護２ ９, ５４８円 ９５５円
要介護３ １０, ２３５円 １, ０２４円
要介護４ １０, ８０１円 １, ０８１円
要介護５ １１, ３９０円 １, １３９円
要支援１ ６, ６４９円 ６６５円
要支援２ ８, ３７１円 ８３８円

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

などに短期入所し、日常生活上の世話や機能

訓練などを行います。

　介護老人保健施設や介護療養型医療施設な

どに短期入所し、看護・医学的な管理のもと

で、介護やリハビリテーション、必要な医療

を行います。

　短期入所生活介護（ショートステイ）

　短期入所療養介護（ショートステイ）

　介護予防短期入所生活介護

　介護予防短期入所療養介護

短期間入所するサービス

要介護

要介護

要支援

要支援
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１日あたり

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ５, ８６４円 ５８７円
要介護２ ６, ５８３円 ６５９円
要介護３ ７, ３４６円 ７３５円
要介護４ ８, ０４４円 ８０５円
要介護５ ８, ７９６円 ８８０円
要支援１ １, ９８３円 １９９円
要支援２ ３, ３８９円 ３３９円

　有料老人ホームなどに入居している方に、

日常生活上の世話や介護を提供します。

※施設利用の契約や利用形態により、自己負

担する費用は異なります。

※外部サービス利用型の施設を除き、同時に

他の介護保険サービス（居宅療養管理指導

を除く）を利用することはできません。

　特定施設入居者生活介護 　介護予防特定施設入居者生活介護

施設に入居・入所して利用するサービス
　サービス利用にあたっての計画は、各施設・事業所のケアマネジャー等が作成します（居宅介護

支援事業所及びあんしんすこやかセンターのケアマネジャーなどによるケアプラン等の作成の必要

はありません）。利用を希望される場合は、直接施設・事業所に利用の申し込みをしてください。

ただし、主に世田谷区内にある介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）及び地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）については、申し込み方法が異なりま

す（➡９６頁）。

　現在、世田谷区には地域密着型特定施設入居者生活介護（定員２９人以下の小規模な有料老人ホー

ムなど）はありません。

　地域密着型特定施設入居者生活介護

１日あたり

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ８, １９６円 ８２０円
要介護２ ８, ５７８円 ８５８円
要介護３ ８, ８３９円 ８８４円
要介護４ ９, ０１４円 ９０２円
要介護５ ９, １９９円 ９２０円
要支援２ ８, １５３円 ８１６円

　共同生活をする住居に入居する認知症の方

に、日常生活上の世話や機能訓練を行います。

※施設利用の契約や利用形態により、自己負

担する費用は異なります。

※同時に利用できる他の介護保険サービス

は、居宅療養管理指導のみです。

　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

　介護予防認知症対応型共同生活介護
※要支援１の方は利用できません。

要介護

要介護

要支援／

地域密着型
サービス

地域密着型
サービス要介護

要支援
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ユニット型個室の利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護３ ８, ７５２円 ８７６円

要介護４ ９, ５２６円 ９５３円

要介護５ １０, ２６７円 １, ０２７円

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な方

が入所する定員２９人以下の施設で、食事や

排せつなど日常生活上の世話や、療養上の世

話を行います。

　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　（地域密着型特別養護老人ホーム）

※原則、要介護３～５の方が対象です。

※原則、要介護３～５の方が対象です。

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所する施設で、食事や排せつなど日常生活上の世

話や、療養上の世話を行います。

要介護
状態区分

多床室の利用　１日あたり ユニット型個室の利用　１日あたり

費用のめやす 自己負担分
（１割負担の場合） 費用のめやす 自己負担分

（１割負担の場合）
要介護３ ７, ７６０円 ７７６円 ８, ６４３円 ８６５円

要介護４ ８, ５０２円 ８５１円 ９, ３９５円 ９４０円

要介護５ ９, ２３２円 ９２４円 １０, １２６円 １, ０１３円

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームへの入所申し込みについて
【申し込み方法】
①　世田谷区内及び、世田谷区外の９施設（➡１１１頁）については、住所地の総合支所保健
　　福祉課（➡２２頁）へご相談のうえ、申し込みをしてください。
②　①以外の施設については、入所を希望される施設に直接申し込みをしてください。

多床室の利用（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ８, ５８９円 ８５９円
要介護２ ９, １１２円 ９１２円
要介護３ ９, ７８８円 ９７９円
要介護４ １０, ３４４円 １, ０３５円
要介護５ １０, ９３２円 １, ０９４円

　病状が安定し、病院から退院した方などが

在宅生活に復帰できるよう、医学的な管理の

もとに、リハビリテーションを中心とした医

療ケアを行います。

　介護老人保健施設（老人保健施設）

要介護

要介護

要介護

地域密着型
サービス
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多床室、療養病床を有する病院の利用(１日あたり)

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ７, ４７７円 ７４８円

要介護２ ８, ５１２円 ８５２円

要介護３ １０, ７０３円 １, ０７１円

要介護４ １１, ６６３円 １, １６７円

要介護５ １２, ４９１円 １, ２５０円

多床室を利用した場合（１日あたり）

要介護
状態区分 費用のめやす

自己負担分
（１割負担の場合）

要介護１ ８, ９９２円 ９００円

要介護２ １０, １８０円 １, ０１８円

要介護３ １２, ７６３円 １, ２７７円

要介護４ １３, ８５３円 １, ３８６円

要介護５ １４, ８４５円 １, ４８５円

　比較的病状が安定し、長期間の療養が必要

な方が入所する医療施設で、医療や看護また

は介護を行います。

※令和５年度末までの経過措置サービスです。

　日常的に医学管理が必要な方に、長期療養

のための医療や看護、日常生活上の世話を行

います。

　介護療養型医療施設（療養病床等）

　介護医療院

要介護

要介護
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在宅生活に必要な福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給

①住所地の総合支所保健福祉課　(➡２２頁)

②住所地のあんしんすこやかセンター　(➡１７頁)
相談窓口

●福祉用具貸与
　福祉用具貸与の対象となるもの
〇手すり (工事不要なもの )　〇スロープ (工事不要なもの )　〇歩行器　〇歩行補助つえ

〇車いすとその付属品　〇特殊寝台とその付属品　〇床ずれ防止用具　〇体位変換器

〇認知症老人徘徊感知機器　〇移動用リフト(つり具を除く)　〇自動排泄物処理装置(要介護４以上)

※下線の貸与品目については、要介護１、要支援の方は一定の条件に当てはまる場合のみ対象とな

　ります。

◎福祉用具貸与の価格の１割～３割を自己負担とします。( 用具の種類、貸与事業者により費用が

　異なります。)

●福祉用具購入費の支給
　福祉用具を指定事業者より購入したとき、要介護認定を受けた被保険者にその費用の９割～７割

を支給します。

〇腰掛便座 (ポータブルトイレ等 )　〇自動排泄処理装置の交換可能部品　〇入浴補助用具

〇簡易浴槽　〇移動用リフトのつり具の部分

◎福祉用具購入費の支給限度基準額は年間１０万円。

※要介護状態区分にかかわらず、４月から翌年３月までで１０万円が限度です。

※同じ種目の購入は用途・機能が異なる、破損等、必要と認められる理由がある場合のみできます。

①費用の全額を指定販売業者に支払います。(貸付制度もあります。➡１０１頁参照 )

②申請書に被保険者本人あての領収書・カタログなどを添えて、住所地の総合支所保健福祉課へ申

　請します。

③支給限度基準額の費用の９割～７割分が申請者へ支給されます。

福祉用具貸与について
　利用者が適切な商品を選択するために、福祉用具専門相談員が機能や価格帯の異なる複数の
商品を利用者に提示することが制度化されています。また、貸与する商品の特徴、貸与価格及
び全国平均貸与価格についても、説明を受けることができます。

福祉用具購入費支給の対象となるもの

福祉用具購入から支給申請まで
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福祉用具を有効に活用するためには(有効活用ポイント)
　福祉用具貸与及び販売事業者には、福祉用具の利用に係るサービス計画書を作ることが義務
付けられています。下記のような内容を確認して、福祉用具を有効に活用してください。
　◆福祉用具の利用目的は何ですか。実際に役立つ用具を選びましたか。
　◆利用者の身体状況や意欲、介護者の介護方法に適合した用具を選びましたか。
　◆住宅環境整備や住宅改修の視野に入れた検討をしましたか。

※書類審査とあわせて訪問調査を実施する場合があります。

●住宅改修費の支給
　介護認定を受けている被保険者が転倒予防、生活環境整備などのために必要な小規模住宅改修

( 新築・増築を除く ) を行った場合、かかった費用の一部が支給されます。工事着工前に、担当の

ケアマネジャー等に相談し、区へ事前申請してください。

〇手すりの取付け　〇段差の解消

〇滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

〇引き戸などへの扉の取替え　〇洋式便器などへの便器の取替え

〇その他これらの工事に付帯して必要な工事

※屋外の通路 (敷地内 )などの改修工事も給付の対象となります。

◎住宅改修費の支給限度基準額は２０万円。自己負担は１割～３割。

※転居した場合や初めての改修工事から要介護等状態区分が３段階以上高くなった場合は再度支給

　を受けられます。(要介護等状態区分が３段階以上高くなった場合の再度支給は１回限りです。)

※２０万円を超える工事費用は全額自己負担となります。

※２０万円に達するまで、少額の工事を複数回行うこともできます。

①担当ケアマネジャー等に相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。

②改修事業者に工事予定の図面と見積書の作成を依頼します。

③事前申請書に住宅改修理由書、工事予定図面、工事前の写真、見積書、承諾書などを添えて、住

　所地の総合支所保健福祉課へ申請します。

④介護保険課にて書類の審査を行い、工事着工の事前申請確認通知書を発送します。書類到着後、

　工事を実施し、改修事業者へ費用の全額を支払います。改修事業者へ給付費の受領を委任する場

　合は、対象費用の１割～３割を支払います。

⑤工事完了報告書兼支給申請書に領収書及び改修前後の写真を添えて、住所地の総合支所保健福祉

　課へ申請します。

⑥対象費用の９割～７割分が申請者か受領委任先の改修事業者へ支給されます。

※書類審査とあわせて訪問調査を実施する場合があります。

住宅改修支給の対象となる改修

住宅改修から支給申請まで
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●居宅サービスおよび地域密着型サービスを利用した場合
　利用者の負担額は、かかった費用の１割～３割です。

　１か月あたりの利用上限 (支給限度基準額 )を超えた費用は全額自己負担になります。

利用者負担と支給限度額

◆区分支給限度基準額 (１か月あたり )　

要介護状態区分 支給限度基準額（利用金額の目安）

要介護１ １６, ７６５単位　（ １９１,１２１円   ）  

要介護２ １９, ７０５単位　（ ２２４,６３７円   ）

要介護３ ２７, ０４８単位　（ ３０８,３４７円   ）

要介護４ ３０, ９３８単位　（ ３５２,６９３円   ）

要介護５ ３６, ２１７単位　（ ４１２,８７３円   ）

要支援１・事業対象者 　５, ０３２単位　　（ ５７,３６４円   ） 

要支援２ １０, ５３１単位   （ １２０,０５３円   ）

※１単位当たりの金額は、サービスを提供する事業所が所在する地域やサービスの種類によって異

　なります。(世田谷区内でサービスを利用した場合、１単位あたり１０～１１.４０円 )

※特定施設入居者生活介護 ( 短期利用は除く )、認知症対応型共同生活介護 ( 短期利用は除く )、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、居宅療養管

理指導、福祉用具購入費、住宅改修費等は、支給限度基準額の算定に用いません。

●施設サービスを利用した場合
 利用者は①施設サービス費の自己負担分 ( １割～３割 )、②居住費、③食費、④日常生活費の合

計額を負担します。

※おむつ代は、施設サービス費に含まれています。

●高額介護サービス費等の支給
　居宅サービスや施設サービスの１か月あたりの利用者負担額 (保険給付対象額 )の合計額 (同じ

世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額 )が次項の利用者負担上限額を超えた場合、超え

た額を高額介護サービス費等として支給し利用者の負担を軽減します。

利用者負担軽減

１か月の利用者の
負担額合計

利用者負担
上限額

高額介護
サービス費等支給額

　4 サービスを利用するときの費用負担
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●申請方法
　該当すると見込まれる方には、サービス利用のおおむね３か月後にお知らせと申請書をお送りし

ますので、介護保険課へ申請してください。なお、一度申請していただくと、その後の申請は不要

です。（振込先の口座を変更するときは、再度申請が必要です。）

　※支給までの貸付制度（下記参照）もあります。

【問 合 せ】介護保険課　保険給付係（➡７５頁）

　

　介護保険で現金給付されるサービスについて、一時的に本人が立て替えるための経費の一部

を貸し付けます。

【貸付の対象】・・・・高額介護サービス費等、福祉用具購入費、住宅改修費

【貸付限度額】・・・・高額介護サービス費等・・・利用者負担額を超えた額の一部

　　　　　　　　　　福祉用具購入費、住宅改修費・・・現金給付される額の一部

【問 合 せ】・・・・介護保険サービスについて　　　　　　

　　　　　　　　  　介護保険課保険給付係　☎ ５４３２- ２６４６　  ５４３２- ３０４２
　　　　　　　　 資金の貸付について
                 　国保・年金課管理係　　☎ ５４３２- ２３２８　  ５４３２- ３０３８

【申 込 み】・・・・住所地の総合支所保健福祉課(➡２２頁)

現金給付(償還払い)される介護保険サービスの資金貸与(区の制度)

高額介護サービス費等の対象とならないもの
〇福祉用具購入費および住宅改修費の１割～３割負担分

〇施設サービス費等の食費・居住（滞在）費や日常生活費、介護保険の給付象外の利用者負担分

〇支給限度基準額を超える利用者負担

※１　合計所得金額の詳細は、７８頁の「合計所得金額とは」を参照。

■自己負担上限額 (１か月あたり )

  高額介護サービス費等の対象となる方 利用者負担上限額

現役並み所得者

課税所得６９０万円以上（年収約１, １６０万円以上） 　　　１４０, １００円（世帯）

課税所得３８０万円～６９０万円未満
（年収約７７０万円～約１, １６０万円未満） ９３, ０００円（世帯）

課税所得１４５万円～３８０万円未満
（年収約３８３万円～約７７０万円未満） ４４, ４００円（世帯）

住民税課税者がいる世帯（現役並み所得者がいる世帯を除く） ４４, ４００円（世帯）

世帯全員が住民税非課税 ２４, ６００円（世帯）
①年金収入額と合計所得金額※１（年金に係る雑所得　金額を除く）
　の合計が８０万円以下の方
②老齢福祉年金受給者

　　    １５, ０００円  (個人）

生活保護を受給している方 １５, ０００円  (個人）
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●高額医療合算介護 (介護予防 )サービス費の支給
　介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間 (８月～翌年７月分 )の自己負担額が医療保

険における世帯単位で限度額を超えた場合、超えた額を申請により支給します。

(支給申請先は各医療保険者となります。)

●特定入所者介護（介護予防）サービス費の支給（食費・居住（滞在費）の軽減）
　介護保険施設の入所・ショートステイ利用の際に、低所得者の方の負担が過重とならないよう、

一定の要件を満たす方は、申請により交付される「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示する

ことにより、食費・居住 (滞在 )費の自己負担が軽減されます。なお、軽減される金額は、本人の

年金収入額等に応じて異なります。

　令和３年８月より対象となる要件等が１０３頁の表のように変更されます。なお、非該当の方(利

用者負担段階第４段階 )は、国が定めた基準費用額を参考に施設との契約により決まります。

◆対象サービス
　〇介護老人福祉施設　〇介護老人保健施設　〇介護療養型医療施設　〇介護医療院　

　〇短期入所生活介護　〇短期入所療養介護　〇介護予防短期入所生活介護　

　〇介護予防短期入所療養介護　〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

◆対象者
　以下の条件を全て満たす方が対象となります。

　①住民税非課税世帯 (世帯全員が住民税非課税 )であること

　②配偶者がいる場合は、別世帯であっても配偶者の住民税が非課税であること

　③預貯金・有価証券等の金額が一定額以下であること

　※預貯金・有価証券等の要件については、その方の所得に応じて異なった金額が設定されます。

　　詳しくは１０３頁の表（資産に関する要件）をご覧ください。

◆高額医療合算介護 (介護予防 )サービス費の算定基準額 (限度額 )

区　　　　分 負担限度額
（年間）

基
準
総
所
得
額

９０１万円超 ２１２万円

６００万円超～９０１万円以下 １４１万円

２１０万円超～６００万円以下 ６７万円

２１０万円以下 ６０万円

住民税非課税世帯 ３４万円

区　　　　分 負担限度額
（年間）

課税所得６９０万円以上現役並所得者Ⅲ ２１２万円

課税所得３８０万円以上現役並所得者Ⅱ １４１万円

課税所得１４５万円以上現役並所得者Ⅰ ６７万円

一般（住民税課税世帯） ５６万円

低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯） ３１万円

低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯）※２ １９万円

※１　基準総所得額＝前年度の総所得金額等－基礎控除３３万円。

※２　低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税でかつ年金収入が８０万円以下で、その他の所得がない方又は老齢福祉

　　　年金受給者です。なお、給付を受けるには市区町村への申請が必要です。

【７０歳未満の方】 【７０歳以上の方】

※１
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◆利用者負担段階区分ごとの対象者と費用負担額一覧表

区分
対象者 １日あたりの居住費（滞在費） １日あたり

の食費
( )はショート
ステイの場合所得に関する要件 資産に関する

要件
ユニット型

個室
ユニット型

個室的多床室
従来型
個室 多床室

第１段階 住民税世帯非課税の老齢福祉年
金受給者又は生活保護受給者 なし ８２０円 ４９０円 ４９０円

３２０円 ０円 ３００円
( ３００円）

第２段階

住民税世帯非課税で合計所得金額
（年金に係る雑所得金額を除く）

及び年金収入額の合計

６５０万円以下
(夫婦の場合

１, ６５０万円以下) ８２０円 ４９０円 ４９０円
４２０円 ３７０円 ３９０円

( ６００円)
年間８０万円以下

第３段階
①

年間８０万円超
１２０万円以下

５５０万円以下
(夫婦の場合

１, ５５０万円以下)
１, ３１０円 １, ３１０円 １, ３１０円

８２０円 ３７０円 ６５０円
( １, ０００円)

第３段階
② 年間１２０万円超

５００万円以下
(夫婦の場合

１, ５００万円以下)
１, ３１０円 １, ３１０円 １, ３１０円

８２０円 ３７０円 １, ３６０円
( １, ３００円)

第４段階 非該当の方
（基準費用額） ２, ００６円 １, ６６８円 １, ６６８円

１, １７１円
３７７円
８５５円

１, ４４５円
( １. ４４５円)

※第２号被保険者の方の資産に関する要件は、１,０００万円以下(夫婦の場合は２,０００万円以下)です。

※合計所得金額の詳細は、７８頁の「合計所得金額とは」を参照。

※従来型個室および多床室の各利用者負担段階別の金額（２段書き）について

　上段…介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の各サー

　　　ビスを利用した場合の負担額

　下段…介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

　　　活介護の各サービスを利用した場合の負担額

【問 合 せ】 介護保険課　保険給付係(➡７５頁)

●生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業（さくら証）
　所得が低く、下記の要件を満たす対象者の方に対して、介護サービス等利用時のご本人負担分の

一部を軽減します。軽減を受けるには、区に申請して「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確

認証（さくら証）」の交付を受け、サービス利用時に事業者へさくら証を提示する必要があります。

◆対象者
　住民税が非課税世帯で、次の要件をすべて満たす方

　①世帯の収入が１５０万円以下 (単身世帯。１人増すごとに５０万円追加 )

　②世帯の預貯金等の額が３５０万円以下 (単身世帯。１人増すごとに１００万円追加 )

　③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

　④負担能力のある親族等に扶養されていない

　⑤介護保険料を滞納していない
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◆軽減内容
　あらかじめ区へ軽減実施の申し出を行った事業者のサービスのみ対象です。サービスの種類や事

業者により軽減率が異なりますので、サービスを利用する前に事業者にご確認ください。介護サー

ビス費を６０％または５０％軽減、事業者によっては加えて食費・居住（滞在）費を２５％軽減し

ます。

　なお、生活保護受給者は、短期入所生活介護（介護予防含む）、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護、介護福祉施設サービスの個室の居住（滞在）費が対象です。

【問合せ・申込み】住所地の総合支所保健福祉課(➡２２頁)

◆対象サービス (介護予防含む )

〇訪問介護　〇通所介護　〇短期入所生活介護　〇訪問入浴介護　〇訪問看護　

〇訪問リハビリテーション　〇通所リハビリテーション　〇短期入所療養介護

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護　〇夜間対応型訪問介護　〇地域密着型通所介護　

〇認知症対応型通所介護　〇小規模多機能型居宅介護

〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護　〇看護小規模多機能型居宅介護　

〇介護福祉施設サービス　（特別養護老人ホーム）　〇総合事業訪問介護サービス　

〇総合事業生活援助サービス　〇支えあいサービス　〇総合事業通所介護サービス　

〇総合事業運動器機能向上サービス　〇介護予防筋力アップ教室　
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①まず、サービスを提供している事業者

　にお伝えください。

・担当者や苦情受付担当者に言う。

・利用者懇談会、投書箱、手紙などで

　伝える。

・苦情解決のための「第三者委員」に

　相談する。

※事業者には、①苦情受付担当者、②

　苦情解決責任者、③第三者委員を置

　いて、苦情解決にあたることが求め

　られ、これらは利用契約書（重要事

　項説明書）に記載されることになっ

　ています。

②それでも解決できない、事業者に直接言いにくい、区が提供しているサービスの場合は、お住ま
いの住所地を担当している総合支所の保健福祉課地域支援担当またはあんしんすこやかセンター
までご相談ください。

③上記に相談したけど…納得できない、解決しない場合は、次の窓口があります。

　苦情審査会は、外部委員（弁護士、医師、大学教授、社会福祉士等）で構成されており、第三者

の立場から中立公正な審査を行い、区長に意見を述べます。区長は苦情審査会の意見を尊重し、サー

ビス等の改善に努めます。

　苦情の申立ては、本人や家族、民生委員などができます。専門の調査員（事務局職員）が苦情内

容を伺い、申立て手続きをお手伝いします。なお、内容によっては申立てに応じられない場合もあ

りますので、まずはご相談ください。

【問 合 せ】　保健福祉サービス苦情審査会事務局
　　　　　　（保健福祉政策部　保健福祉政策課指導・サービス向上担当）
　　　　　　☎ ５４３２- ２６０５　  ５４３２- ３０１７
【受付時間】　午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

高齢福祉・介護サービスの苦情・相談

世田谷区保健福祉サービス苦情審査会

高齢者福祉・介護サービスの苦情・相談の流れ

③その他、窓口があります。

世田谷区保健福祉
サービス苦情審査会

東京都国民健康
保険団体連合会

福祉サービス運営
適正化委員会

解決①事業者に伝える

解決しない

解決
②区の窓口
　（保健福祉課またはあんしんすこやかセンター）
　に伝える

納得できない、解決しない

　5 高齢福祉・介護サービスの苦情・相談
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東京都国民健康保険団体連合会
～介護サービスで不満や苦情があるとき～

　介護保険サービス及び、区市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスに

関する苦情について、区市町村において対応困難な場合や、利用者の方が希望する場合は、必要に

応じて公正・中立な立場で指定居宅サービス事業者等に対し、調査を行い、事業者が提供している

サービスに改善の必要があると思われるときは、苦情処理委員会の意見を聞いたうえで、指導・助

言を行っています。

【問 合 せ】　☎ ６２３８- ０１７７（苦情相談窓口専用）
　　　　　　〒１０２- ００７２　千代田区飯田橋３- ５- １　東京都区政会館１０階
【受付時間】　午前９時～午後５時（土・日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

福祉サービス運営適正化委員会
～地元では相談したくない、対応してもらったがまだ不満、という場合～

（福）東京都社会福祉協議会に設置されている第三者機関で社会福祉や法律、医療などの専門知識

を備えた委員が公正・中立な立場から、解決のための相談、助言、調査、あっせんを行っています。

　※介護保険制度の対象となる介護保険サービスの苦情は、介護保険制度（区市町村、東京都国民

　　健康保険団体連合会）で対応することが基本となりますが、運営適正化委員会に申し出ること

　　もできます。ただし、苦情対応の対象となる福祉サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所

　　生活介護、認知症対応型共同生活介護、指定介護老人福祉施設のサービスに限られます。

【問 合 せ】　☎ ５２８３-７０２０　  ５２８３-６９９７
　　　　　　〒１０１- ００６２　千代田区神田駿河台１- ８- １１　東京YWCA会館３階
【受付時間】　午前９時～午後５時（土・日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
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　７５歳以上の方（一定の障害がある方は６５歳以上）を対象とする医療制度です（生活保護受給

者を除く）。保険料の決定、療養費の給付など、制度の運営は東京都後期高齢者医療広域連合が行い、

世田谷区はみなさんの窓口になります。　

【対 象 者】　７５歳以上の方が対象です。７５歳になる方は誕生日から自動的に対象になり、加入
　　　　　　手続きは不要です。ただし、一定の障害のある方は６５歳から、ご希望により加入す
　　　　　　ることができます。被保険者証は７５歳の誕生日前月に簡易書留で郵送します。
【利用方法】　医療機関で診療を受ける際は後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
【一部負担金】　住民税の課税標準額に応じて次の額を負担します。
　　　　　　　①現役並み所得者

　　　　　　　　住民税の課税標準額が１４５万円以上の被保険者やその方と同じ世帯にいる　　　

　　　　　　　　被保険者

　　　　　　　　→医療費の３割負担

　　　　　　　②一般

　　　　　　　　同じ世帯にいる被保険者全員の住民税の課税標準額が１４５万円未満の被保険者

　　　　　　　　→医療費の１割負担

【収入による再判定】　住民税の課税標準額により３割負担に該当した方の中で、収入合計額が次の
基準に該当する場合は、申請を行い認定されることで自己負担額が変わりま
す。（原則として申請月の翌月から）
〇７５歳以上の世帯員の収入合計が５２０万円未満（７５歳以上の方が一人

　のみの場合は３８３万円未満）の場合は１割負担になります。

〇７５歳以上の方の収入が３８３万円以上の場合で、同じ世帯の７０～７４

　歳の方との収入合計が５２０万円未満の場合も１割負担になります。

【高額療養費の支給】　健康保険の適用される治療については、１か月の一部負担金は限度額までです。
限度額を超えた場合は払い戻します。
対象となる方には、初めて該当したときのみ、診療の月の３～４か月後に申
請書をお送りします。
２回目からの該当分については、申請書を省略して払い戻します。

医療費の自己負担限度額（月額）

外来＋入院
(世帯ごとに計算)

外来の限度額
(個人ごとに計算)

現役並み所得所Ⅲ
(課税所得６９０万以上)

２５２, ６００円＋( １０割分の医療費－８４２, ０００円)×１％
〈１４０, １００円※２〉

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得３８０万以上)

１６７, ４００円＋( １０割分の医療費－５５８, ０００円)×１％
〈９３, ０００円※２〉

現役並み所得者Ⅰ
(課税所得１４５万円以上)

８０, １００＋( １０割分の医療費－２６７, ０００円)×１％
〈４４, ４００円※２〉

一　　般 １８, ０００円
( １４４, ０００円※１)

５７, ６００円
〈４４, ４００円※２〉

低所得Ⅱ ８, ０００円 ２４, ６００円
低所得Ⅰ １５, ０００円

９. 後期高齢者医療制度等

※１　１年間(毎年８月１日～翌年７月３１日)の外来の自己負担額の合計額に、年間１４４,０００円の上限
　　　額があります。
※２　過去１２か月間に４回以上高額療養費に該当した場合の４回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。
　　　ただし「一般」の方については、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。
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【入院時の食事代負担額】１食あたり
現役並み所得者および一般 ４６０円

低所得Ⅱ
入院９０日 ２１０円

入院９１日以上（長期入院該当を申請した場合） １６０円

低所得Ⅰ １００円

　低所得の方が医療費の自己負担限度額または、入院時の食事代負担額の適用を受ける場合は、事

前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。必要な方は申請をお願いし

ます（原則として申請した月から有効）。

※療養病床に入院する場合の食費・居住費は下記の表になります。

【療養病床入院時の食事代・居住費・負担額】

所得区分
１食あたりの食費 １日あたりの居住費

入院医療の必要性が
低い方

入院医療の必要性が
高い方

３７０円

現役並み所得者
および一般

４６０円
（医療機関により４２０円）

４６０円
（医療機関により４２０円）

低所得Ⅱ ２１０円
２１０円

（入院９１日以上で長期
入院該当申請時１６０円）

低所得Ⅰ １３０円 １００円
低所得Ⅰ

（老齢福祉年金受給者） １００円 １００円 ０円

【特定疾病療養受療証】　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、人工透析を実施している慢性

腎不全、血友病、血液凝固剤の投与に起因する HIV感染症の方は、一部負

担金が１か月１０,０００円に減額されます。該当となる方は申請をお願

いします（原則として申請した月から有効）。

【問合せ・申込み】　　　 国保・年金課 後期高齢者医療 
　　　　　　　　　　　 ☎ ５４３２－２３９０　  ５４３２－３０２０

　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が次の医療費を支払った場合、その一部または全部の払

い戻しが受けられる場合があります。なお、支給金額が減額されたり、支給されない場合があります。

〇一般診療

　やむを得ない理由で後期高齢者医療被保険者証を持たずに診療を受けたとき

〇治療用装具（補装具）

　医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代を払ったとき

〇柔道整復（接骨等）

後期高齢者医療制度・療養費の支給
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　柔道整復師に骨折・脱臼などで治療を受けたとき（医療機関と同じ一部負担金で施術を受けた場

合を除きます。）

〇はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧

　医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術費用を払ったとき

〇移送費

　移動困難な重病人が医師の指示で治療上の必要から緊急的にやむを得ず転院したときなど（患者、

家族、病院の事情や希望によるものは支給されません。）

【問合せ・申込み】　詳しい支給要件および手続きはお問合せください。
　　　　　　　　　国保・年金課 後期高齢者医療　
　　　　　　　　　☎ ５４３２―２３９０　  ５４３２―３０２０

　後期高齢者医療の加入者は、個人ごとに保険料を負担します。保険料は、加入者が同じ額を負担

する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計です。

〇保険料の金額（令和３年度）

　１年間の保険料額＝均等割額４４,１００円＋（所得金額－住民税の基礎控除額４３０,０００円

　（合計所得金額が２,４００万円以下の場合））×８.７２％

　上記の計算式による金額が１年間の個人ごとの保険料になります。

　１年間の保険料額の上限は、おひとり６４万円です。

①均等割額の軽減（令和３年度）
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

４３万円＋（公的年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円以下 ７割

４３万円＋（公的年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円＋２８. ５万円×（被保険者数）以下 ５割

４３万円＋（公的年金または給与所得者の合計数－１）×１０万円＋５２万円×（被保険者数）以下 ２割

※６５歳以上（令和３年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに
１５万円（高齢者所得控除）を差し引いた金額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における
世帯状況により行います。

②被扶養者だった方の軽減
　後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）
の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。

加入から２年を経過する月まで 加入から２年経過後

均等割額 ５割軽減 軽減なし

所得割額 負担なし

　なお、低所得による均等割額の軽減（上記①）に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先され

ます。

後期高齢者医療制度・保険料
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③所得割額の軽減　
所得金額－４３万円の額 軽減割合

１５万円以下 所得割額を５０％減額

２０万円以下 所得減額を２５％減額

〇保険料は、原則として、年６回、公的年金から天引きされます（特別徴収）。

〇ただし、次の方は天引きしません。

　・年金額が年額１８万円未満の方

　・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、対象となる年金（介護保険料が天引され

　　ている年金）の１回あたりの支給額の２分の１を超えてしまう方

　　（ほかにも天引きできない場合があります）

　　天引きできない方は、納付書や口座振替で納めていただきます（普通徴収）。

〇７月下旬に、保険料の決定通知をお送りします。

〇年金天引きを取りやめたい方は、特例として口座振替に変更できますので、お申し出ください。

〇保険料を滞納すると延滞金が加算されたり、短期被保険者証（有効期限の短い保険証）に切り替

わる場合があります。

【問合せ・申込み】　国保・年金課　後期高齢者医療　☎ ５４３２―２３９０　  ５４３２―３０２０

　同一世帯の被保険者において、医療保険と、介護保険の両方の自己負担が発生している場合、年

間（前年８月～７月末）の自己負担額を合計して、限度額を超えたときに、その超えた部分の金額

をお返しします。限度額は、所得区分によって異なります。後期高齢者医療制度または世田谷区の

国民健康保険に加入の該当者にはお知らせします。

【問合せ・申込み】
後期高齢者医療制度に加入の方　
　国保・年金課　後期高齢者医療　☎ ５４３２―２３９０　  ５４３２―３０２０
　国民健康保険に加入の方
　国保・年金課　保険給付係　　　☎ ５４３２―２３４９　  ５４３２―３０３８

【対 象 者】　７０歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の方はその月）から７５歳の誕生日の前日まで 
の方。ただし、後期高齢者医療制度加入者を除く。

【利用方法】　医療機関で診察を受ける際は健康保険証と高齢受給者証をともに提示してください。
　　　　　　なお、健康保険の種類によっては１枚のカードになっている場合もあります。
　　　　　　加入している健康保険によって一部負担金の負担割合の判定や手続きが異なります。
【問 合 せ】　手続きおよび給付内容はお問い合わせください。
　　　　　　〇世田谷区の国民健康保険に加入している方
　　　　　　　証の発行について　国保・年金課　資格賦課　　☎ ５４３２―２３３１　  ５４３２―３０３８
　　　　　　　給付内容について　国保・年金課　保険給付係　☎ ５４３２―２３４９　  ５４３２―３０３８
　　　　　　〇世田谷区の国民健康保険以外の公的医療保険に加入している方
　　　　　　　加入している健康保険証の発行元へ

高額介護合算療養費

高齢受給者証による医療
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１０. 施 設 一 覧
　区内介護保険施設等
●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　※短期入所生活介護（ショートステイ）有

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
ときわぎ世田谷　　　※ 〒１５４- ０００２ 下馬２- ３- １０ ６４１３- ８５７１ ６４１３- ８５７２
下馬の家 〒１５４- ０００２ 下馬２- ２５- ８ ６８０５- ５６２０ ６８０５- ５８０５
フレンズホーム　　　※ 〒１５４- ０００２ 下馬２- ２１- １１ ３４２２- ７２１１ ３４２２- ７２２７
さくらほうむ　　　　※ 〒１５４- ００１６ 弦巻３- ３- １７ ６８０９- ７６０３ ６８０９- ７６０４
きたざわ苑　　　　　※ 〒１５５- ００３１ 北沢５- ２４- １８ ５４５３- ５６２０ ５４５３- ５６２１
世田谷希望丘ホーム　※ 〒１５６- ００５５ 船橋６- ２５- ２５ ５３１６- ５３８８ ５３１６- ５３８７
有隣ホーム 〒１５６- ００５５ 船橋２- １５- ３８ ３４８４- ０６００ ３４８４- ５５０３
第２有隣ホーム　　　　※ 〒１５６- ００５５ 船橋２- １５- ３８ ３４８２- ３９１１ ３４８３- ３９３８
上北沢ホーム　　　　※ 〒１５６- ００５７ 上北沢１- ２８- １７ ３３０６- ５１５５ ３３０６- １２２２
寿満ホームかみきたざわ 〒１５６- ００５７ 上北沢１- ３２- １１ ６８２４- ９０８０ ３３０２- ５５２０
久我山園　　　　　　※ 〒１５７- ００６１ 北烏山２- １４- １４ ３３０９- ３２１１ ３３２６- ６０５４
フォーライフ桃郷　　※ 〒１５７- ００６１ 北烏山７- ８- １１ ３３００- １６００ ３３００- １６０７
芦花ホーム　　　　　※ 〒１５７- ００６３ 粕谷２- ２３- １ ５３１７- １０９４ ５３１７- １０９３
せたがや給田乃杜　　※ 〒１５７- ００６４ 給田５- ３- ５ ５３８４- ７２７７ ５３８４- ２０１１
千歳敬心苑　　　　　※ 〒１５７- ００６４ 給田５- ９- ５ ３３０７- １１６５ ３３０７- １１４０
東京敬寿園　　　　　※ 〒１５７- ００６５ 上祖師谷７- １- １ ５３１３- ０００８ ３３０８- ０３０３
エリザベート成城　　※ 〒１５７- ００６６ 成城８- ２７- ２４ ３７８９- ８１００ ３７８９- ８１４４
成城アルテンハイム　※ 〒１５７- ００６６ 成城６- １３- １７ ３４８３- ８００１ ３４８３- ８００２
ハートハウス成城 〒１５７- ００６６ 成城３- ２- ９ ３４１６- ５８２０ ３４１６- ５８２１
喜多見ホーム　　　　※ 〒１５７- ００６７ 喜多見７- ２０- ２６ ５７２７- １１６１ ５７２７- １１６４
博水の郷　　　　　　※ 〒１５７- ００７７ 鎌田３- １６- ６ ５４９１- ０３４０ ５４９１- ０３４３
砧ホーム　　　　　　※ 〒１５７- ８５７５ 砧３- ９- １１ ５４２９- ６２３９ ３４１６- ３４９４
深沢共愛ホームズ　　※ 〒１５８- ００８１ 深沢１- ３２- ２１ ５７６０- ６３３１ ５７６０- ６８２１
等々力共愛ホームズ　※ 〒１５８- ００８２ 等々力１- ２４- １１ ５７０６- ６５８８ ５７０６- ６５９７
等々力の家　　　　　※ 〒１５８- ００８２ 等々力８- ２６- １６ ５７５２- ００３０ ５７５２- ００２９
ラぺ二子玉川　　　　※ 〒１５８- ００９５ 瀬田４- ５- ５ ６８０５- ６６７８ ６８０５- ６６２１
ラ・ストーリア馬事公苑※ 〒１５８- ００９８ 上用賀４- １５- １２ ６８０４- ４８３５ ６８０４- ４８３６

●区に申し込む区外の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス

日の出紫苑 〒１９０- ０１８１ 西多摩郡日の出町大久野２３１- １ ０４２- ５９７- １９４１ ０４２- ５９７- １９４９
藤香苑 〒１９０- ０１８１ 西多摩郡日の出町大久野３５８８- １ ０４２- ５９７- ７２２２ ０４２- ５９７- ７２２５
栄光の杜 〒１９０- ０１８２ 西多摩郡日の出町平井３０５２ ０４２- ５９７- １５３６ ０４２- ５９７- １９２０
ファミリーマイホーム 〒１９２- ００１２ 八王子市左入町３７３- １ ０４２- ６９２- １１２１ ０４２- ６９２- １１５２
愛全園 〒１９６- ００１４ 昭島市田中町２- ２５- ３ ０４２- ５４１- ３１００ ０４２- ５４６- ８２８４
第２サンシャインビラ 〒１９７- ００１１ 福生市福生３２４４- １０ ０４２- ５５３- ３７０１ ０４２- ５５３- ３７１５
ヨコタホーム 〒１９７- ００１１ 福生市福生２３００- ４ ０４２- ５５３- ６６３３ ０４２- ５５３- ６６８６
大洋園 〒１９８- ００２３ 青梅市今井５- ２４４０- １４１ ０４２８- ３１- ３６６６ ０４２８- ３１- ３６４２
神明園 〒２０５- ００２３ 羽村市神明台４- ２- ２ ０４２- ５７９- ２７１２ ０４２- ５７９- ６８６８
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 ●介護療養型医療施設（介護療養病床）
　短期入所療養介護（医療ショートステイ）

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
青葉病院 〒１５４- ０００４ 太子堂２- １５- ２ ３４１９- ７１１１ ３４１９- ７１１４
三軒茶屋病院 〒１５４- ００２４ 三軒茶屋１- ２１- ５ ３４１０- ７３２１ ３４１０- ７３２５

  ●介護老人保健施設
　短期入所療養介護（医療ショートステイ）

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
ビバ・フローラ 〒１５４- ００１７ 世田谷１- １６- ２ ３４２０- ７１１５ ３４２０- ３６９０
ホスピア三軒茶屋 〒１５４- ００２４ 三軒茶屋１- １６- １３ ５４３０- ５９６３ ３４１９- ７１６２
梅ヶ丘 〒１５６- ００４３ 松原６- ３７- １（東京リハビリセンター世田谷内） ６３７９- ０４２７ ６３７９- ０４２８
ろうけんくがやま 〒１５７- ００６１ 北烏山２- １４- ２０ ３３０９- ８５４６ ３３０９- ８５４７
ホスピア喜多見 〒１５７- ００６７ 喜多見３- ４- ３０ ５４９４- ５９６３ ５４９４- ５９６７
うなね杏霞苑 〒１５７- ００６８ 宇奈根３- １２- ２９ ５４９４- ５５６６ ５４９４- ５５６７
ホスピア玉川 〒１５７- ００６８ 宇奈根２- ２- ５ ５４９４- ５９６３ ５４９４- ５９６７
サンセール世田谷大蔵 〒１５７- ００７４ 大蔵１- ３- ２２ ５７２７- ９５３５ ５７２７- ９５３０
ふかさわ 〒１５８- ００８１ 深沢１- ９- ３ ３７０１- １１６４ ３７０１- １１８１
玉川すばる 〒１５８- ００９５ 瀬田４- １- １４ ５７９７- ５５２５ ５７９７- ５５３０

●短期入所生活介護（ショートステイ）単独型施設
施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス

ケアプラスホテル　瀬田ステイ 〒１５８- ００９５ 瀬田１- ２５- ４ ５４９１- ７０１７ ５４９１- ７０１８

●認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス

優っくりグループホーム　池尻 〒１５４- ０００１ 池尻２- ３- ４５ ５７７９- ９１３３ ５４３２- ９０２１
優っくりグループホーム　下馬 〒１５４- ０００２ 下馬２- ２５- ８ ６８０５- ５６２７ ６８０５- ５７２７
グループホーム　きらら世田谷野沢 〒１５４- ０００３ 野沢２- ６- ８ ５７８７- ００６７ ３４８７- ０１２５
クローバーハウス駒沢 〒１５４- ００１２ 駒沢２- ３- ５ ３４１０- １８６８ ３４１０- １８６５
愛の家グループホーム　桜新町 〒１５４- ００１６ 弦巻４- ２３- １７ ５４２６- ２６３０ ５４２６- ２６４０
グループホーム　チューレンポート 〒１５４- ００１７ 世田谷１- ４- ３ ５４５１- ３２８２ ５４５１- ３２８２
クローバーハウス若林 〒１５４- ００２３ 若林２- ２２- １４ ６４５３- ２２３９ ６４５３- ２２３８
グループホーム　ウェルファー 〒１５５- ００３３ 代田４- ４- ６ ５３５５- ３７００ ５３５５- ３７７１
PAO 経堂 〒１５６- ００５２ 経堂５- ３７- ３ ５７９９- ３０７０ ５７９９- ３０７１
グループホーム　さくらの家 〒１５６- ００５４ 桜丘４- ７- １７ ５４７７- ２１７１ ５４７７- ２１７９
グループホーム　つどい島田家 〒１５６- ００５６ 八幡山３- ２４- ７ ５３７４- １３３０ ５３７４- １３３２
木下の介護　グループホーム烏山 〒１５７- ００６１ 北烏山９- ９- ７ ５３８４- ７０３７ ３３０７- ５８７１
木下の介護　グループホーム千歳烏山 〒１５７- ００６１ 北烏山３- １６- １０ ５３１５- ７５１８ ５３１３- ０６２１
烏山グループホーム　くつろぎ 〒１５７- ００６２ 南烏山４- ２８- ３ ５３８４- ２５７１ ５３８４- ２５９７
せらび芦花公園 〒１５７- ００６３ 粕谷２- ７- １６ ６３０４- ６５４１ ６３０４- ６６２２
グループホーム　かたらい 〒１５７- ００６５ 上祖師谷６- ７- ２３ ３３０８- ０１５５ ５３１４- ２５７０
グループホーム　成城さくらそう 〒１５７- ００６５ 上祖師谷４- ２０- １０ ５３１５- ５２７０ ３３２６- ５２７１
喜多見グループホーム　かつらの木 〒１５７- ００６７ 喜多見７- ２０- １１ ５４２９- ６１９１ ５４２９- ６１９２
優っくりグループホーム　喜多見 〒１５７- ００６７ 喜多見３- １０- １５ ５７２７- ０６４１ ５７２７- ０６４５
グループホーム　いきいきの家二子玉川 〒１５７- ００６８ 宇奈根１- ２５- １１ ５４９４- ８８３１ ５４９４- ８８３２
グループホーム　たのしい家宇奈根 〒１５７- ００６８ 宇奈根１- ３４- １２ ５７２７- ９５２１ ３４１５- １９２１
グループホーム　ひかり世田谷宇奈根 〒１５７- ００６８ 宇奈根１- １８- ６ ５７１６- ３６６０ ５７１６- ３６６１
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●小規模多機能型居宅介護

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
優っくり小規模多機能介護　池尻 〒１５４- ０００１ 池尻２- ３- ４５ ５７７９- ９１３４ ５４３２- ９０２２
優っくり小規模多機能介護　下馬 〒１５４- ０００２ 下馬２- ２５- ８ ６８０５- ５６２３ ６８０５- ５７５３
小規模多機能ホーム　三宿 〒１５４- ０００５ 三宿１- ８- １９　亀井ビル３階 ５７８７- ８７５３ ３７９５- １１３３
小規模多機能型居宅介護　ノテ梅丘 〒１５４- ００２２ 梅丘１- ２- １８ ６４１３- ９３８５ ６４１３- ９３８６
世田谷希望丘コラボケアセンター 〒１５６- ００５５ 船橋６- ２５- ２５ ５３１６- ５３８５ ５３１６- ５３８７
小規模多機能　つどい八幡山 〒１５６- ００５６ 八幡山３- ２４- ７ ５３７４- １３３３ ５３７４- １３３２
パナソニックエイジフリーケアセンター
世田谷南烏山・小規模多機能 〒１５７- ００６２ 南烏山２- １９- １ ５９６９- １５２２ ３３２６- ８０３１

小規模多機能ホーム　みんなんち 〒１５７- ００７１ 千歳台４- ２- １ ５４９０- ７６０１ ５４９０- ７６０２
小規模多機能型居宅介護　ノテ深沢 〒１５８- ００８１ 深沢７- １７- ２０ ６４３２- ３８９１ ６４３２- ３８９５
小規模多機能　深沢の杜 〒１５８- ００８１ 深沢１- ３２- ２１ ５７６０- ６７２１ ５７６０- ６７５１

愛・小規模多機能　等々力 〒１５８- ００８２ 等々力２- ８- ５
ﾌｪﾘｰﾁｪ等々力１階 ５７５８- ７４３０ ５７５８- ７４１７

優っくり小規模多機能介護　奥沢 〒１５８- ００８３ 奥沢２- ２３- １ ５７２６- ９５６０ ５７２６- ９５６１
小規模多機能　きらら奥沢 〒１５８- ００８３ 奥沢３- ２- １７ ５７５４- ５２６１ ３７２８- １５０１

ハイムガーデン世田谷 〒１５７- ００６８ 宇奈根２- ２６- ７ ６４１１- １２９０ ６４１１- １２９１
花物語せたがや南 〒１５７- ００６８ 宇奈根１- ３- ６ ５７２７- ９４８７ ５７２７- ９５１２
ツクイ世田谷宇奈根　グループホーム 〒１５７- ００６８ 宇奈根２- １５- １８ ５７２７- ２２５５ ５７２７- ２２６６
グループホーム　あかり 〒１５７- ００７１ 千歳台３- ２６- １５ ６４１１- ２３０１ ５４２９- １２１２
グループホーム　ちとせ 〒１５７- ００７１ 千歳台４- ２- １ ５４９０- ７０８０ ５４９０- ７０８１
グループホーム　千歳台さくらそう 〒１５７- ００７１ 千歳台５- ２０- ４ ３４８３- ３７３０ ３４８３- ３７３１

グループホーム　ももちゃん 〒１５７- ００７１ 千歳台５- ２２- １
千歳台はなクリニック３階 ５４９０- ７０６３ ５４９０- ７０６４

グループホームちいさな手
ふれあいの街世田谷 〒１５７- ００７２ 祖師谷４- ３０- １８ ５４９０- ６５６５ ５４９０- ６５６５

花物語せたがや西 〒１５７- ００７２ 祖師谷６- ５- ３１ ５４９０- ７２８７ ５４９０- ７２８８
マザアスホーム　だんらん世田谷 〒１５７- ００７３ 砧１- ３４- ５ ６４１１- ０３６１ ６４１１- ０３６２
グループホーム　砧茶の花 〒１５７- ００７３ 砧７- ３- １０ ５７２７- ０７３０ ３４１７- ０７３３
グループホーム　花みず木 〒１５７- ００７６ 岡本３- １９- ９ ５４２９- ６２４５ ３４１６- ６５０３
優っくりグループホーム　鎌田 〒１５７- ００７７ 鎌田３- ３１- １９ ５４９１- ５８９７ ５４９１- ５８９８
グループホーム  ノテ深沢 〒１５８- ００８１ 深沢７- １７- ２０ ６４３２- ３８９０ ６４３２- ３８９６
花物語とどろき 〒１５８- ００８２ 等々力５- ２８- ２ ５７５８- １３１７ ５７５８- １３１８
グループホーム　奥沢・共愛 〒１５８- ００８３ 奥沢７- ５０- １３ ５７０６- ７８１１ ５７０６- ７８１３
グループホーム　きらら奥沢 〒１５８- ００８３ 奥沢３- ２- １７ ５７５４- ５２６２ ３７２８- １５０１
中町グループホーム　ふるさと 〒１５８- ００９１ 中町３- ２９- ２ ５７５８- ２００３ ５７０６- ７０２６
グループホーム　たのしい家上野毛 〒１５８- ００９３ 上野毛１- ２１- １４ ５７５２- １６３１ ３７０１- ６８２１

グループホーム　やまぼうし 〒１５８- ００９４ 玉川４- １３- ７- １０１
シティコート二子玉川７号棟１階 ５７１６- ６９５０ ５７１６- ６９５２

ニチイケアセンター用賀 〒１５８- ００９７ 用賀３- ９- １２ ５４９１- ５１７２ ５４９１- ５１７３
グループホーム　ソラスト上用賀 〒１５８- ００９８ 上用賀３- １３- １２ ５４９１- ７０７１ ５４９１- ２０１１

 
●看護小規模多機能型居宅介護

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
優っくり看護小規模多機能介護
三軒茶屋 〒１５４- ００２４ 三軒茶屋２- ３２- １４ ６４５３- ２４５１ ６４５３- ２４５２

優っくり看護小規模多機能介護　
喜多見 〒１５７- ００６７ 喜多見３- １０- １５ ５７２７- ０６４２ ５７２７- ０６４５

看多機かえりえ用賀 〒１５８- ００９７ 用賀３- ６- ３ ５４９１- ６３２１ ５４９１- ６３２３
医療法人社団プラタナス
ナースケア・リビング世田谷中町 〒１５８- ００９１ 中町５- ９- ９

コミュニティプラザ４階 ６４１１- ６４２２ ６４１１- ６４３３
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●養護老人ホーム

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
友愛ホーム 〒１５７- ８５７５ 砧３- ９- １１ ３４１６- ３１６４ ３４１６- ５７８２

 
●都市型軽費老人ホーム

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
ケアハウス赤堤 〒１５６- ００４４ 赤堤５- ３３- ７ ５３５５- １６６６ ５３５５- １６５０

夢のみずうみ村新樹苑 〒１５６- ００５６ 八幡山３- １８- ２７ ６３７９- ９８２２ ６３７９- ９８２９

緑風 〒１５７- ００６６ 成城８- ２７- ２４ ３７８９- ８１００ ３７８９- ８１４４

ケアハウス宇奈根 〒１５７- ００６８ 宇奈根２- ２３- ２４ ６４１１- ８７６１ ６４１１- ８７７１

愛の家世田谷鎌田 〒１５７- ００７７ 鎌田３- ２４- １３ ５４９１- ６４００ ５４９１- ６４０１

ケアハウス世田谷船橋 〒１５６- ００５５ 船橋５- ３４- ２ ５３１６- ５５０７ ３３０４- ８８０８

セントラル世田谷桜 〒１５６- ００５３ 桜３- ２９- ８ ６４１３- １７５１ ６４１３- １７５３

ケアハウス共愛 〒１５８- ００８１ 深沢１- ３２- ２１ ５７６０- ６７３１ ５７６０- ６７５１

トラスト希望丘 〒１５６- ００５５ 船橋６- ２５- ２５ ５３１６- ５３７７ ５３１６- ５３８７

ケアハウス世田谷大蔵 〒１５７- ００７４ 大蔵５- ２- ７ ６４１１- ０７８１ ６４１１- ０７８２

 
●高齢者利用施設

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
せたがや　がやがや館 〒１５４- ０００１ 池尻２- ３- １１　３F・４F ６４５０- ７９０８ ３４１０- ６９４０

ひだまり友遊会館 〒１５４- ００２３ 若林４- ３７- ８ ３４１９- ２３４１ ３４１３- ９４４４

土と農の交流園 〒１５６- ００４５ 桜上水２- １１- １ 電話番号・FAX  ５３７４- １２９１

上馬高齢者集会所 〒１５４- ００１１ 上馬４- ３６- ９ 市民活動・生涯現役推進課
電話　６３０４- ３１７６
FAX　６３０４- ３５９７

桜高齢者集会所 〒１５６- ００５３ 桜１- ２- １９

北烏山東敬老会館 〒１５７- ００６１ 北烏山２- ２- ６

 
●しごと

施設名 郵便番号 住　所 電　話 ファックス
三茶おしごとカフェ

（世田谷区三軒茶屋就労支援センター） 〒１５４- ０００４ 太子堂２- １６- ７
世田谷産業プラザ２階 ３４１１- ６６０４ ３４１１- ６６９０

ワークサポートせたがや
（世田谷区ふるさとハローワーク） 〒１５４- ０００４ 太子堂２- １６- ７

世田谷産業プラザ２階 ３４１３- ８６０９ ３４１１- ６６９０

公益社団法人 世田谷区
シルバー人材センター宮坂本部 〒１５６- ００５１ 宮坂１- ２４- ６

宮坂区民センター２階 ３４２６- ９２１１ ３４２６- ９５０６

公益社団法人 世田谷区
シルバー人材センター烏山支部 〒１５７- ００６３ 粕谷１- ７- ３４ ５３１６- １３７１ ５３１６- １３７２

　区内高齢者施設等
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●救急医療機関

施設名 郵便番号 住　所 電　話
自衛隊中央病院 〒１５４- ８５３２ 池尻１- ２- ２４ ３４１１- ０１５１

古畑病院 〒１５４- ０００１ 池尻２- ３３- １０ ３４２４- ０７０５

三軒茶屋病院 〒１５４- ００２４ 三軒茶屋１- ２１- ５ ３４１０- ７３２１

三軒茶屋第一病院 〒１５４- ００２４ 三軒茶屋１- ２２- ８ ５７８７- ２２１１

世田谷中央病院 〒１５４- ００１７ 世田谷１- ３２- １８ ３４２０- ７１１１

駒沢病院 〒１５４- ００１２ 駒沢２- ２- １５ ３４２４- ２５１５

奥沢病院 〒１５８- ００８３ 奥沢２- １１- １１ ５７０１- ７７８８

東京明日佳病院 〒１５８- ００８３ 奥沢３- ３３- １３ ３７２０- ２１５１

関東中央病院 〒１５８- ８５３１ 上用賀６- ２５- １ ３４２９- １１７１

玉川病院 〒１５８- ００９５ 瀬田４- ８- １ ３７００- １１５１

国立成育医療研究センター 〒１５７- ８５３５ 大蔵２- １０- １ ３４１６- ０１８１

都立松沢病院 〒１５６- ００５７ 上北沢２- １- １ ３３０３- ７２１１

世田谷北部病院 〒１５７- ００６２ 南烏山２- ９- １７ ３３０８- ５２２１

久我山病院 〒１５７- ００６１ 北烏山２- １４- ２０ ３３０９- １１１１

至誠会第二病院 〒１５７- ８５５０ 上祖師谷５- １９- １ ３３００- ０３６６

  
●保険・年金

施設名 郵便番号 住　所 電　話 FAX

世田谷年金事務所 〒１５８- ８５１５
玉川２- ２１- １
二子玉川ライズ・オフィス１０階

（令和４年３月移転予定）
６８８０- ３４５６ ６８８０- ３４９０
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あ　行

あんしんすこやかセンター・・・・・・

あんしんすこやかセンター案内図・・・

あんしんすこやかセンター一覧・・・・

あんしん事業（地域福祉権利養護事業）・

あんしん法律相談・・・・・・・・・・

一般介護予防事業・・・・・・・・・・

お口の元気アップ教室・・・・・・・・

介護医療院・・・・・・・・・・・・・

介護者の会 ･家族会・・・・・・・・・

介護保険制度のしくみ・・・・・・・・

介護保険サービスを利用するには・・・

介護保険で利用できるサービス・・・・

介護保険に加入する方・・・・・・・・

介護に関する入門的研修・・・・・・・

介護保険被保険者証の交付・・・・・・

介護保険負担割合証の交付・・・・・・

介護保険料の納め方（６５歳以上）・・・

介護保険料を納めないでいると・・・・

介護マーク・・・・・・・・・・・・・

介護予防居宅療養管理指導・・・・・・

介護予防 ･生活支援サービス

　（訪問型サービス）・・・・・・・・・

　(通所型サービス)・・・・・・・・・

介護予防小規模多機能型居宅介護・・・

介護予防短期入所生活介護・・・・・・

介護予防短期入所療養介護・・・・・・

介護予防通所リハビリテーション・・・

介護予防特定施設入居者生活介護・・・

介護予防 ･日常生活支援総合事業・・・

介護予防認知症対応型共同生活介護・・

介護予防認知症対応型通所介護・・・・

介護予防訪問看護・・・・・・・・・・

介護予防訪問入浴介護・・・・・・・・

介護予防訪問リハビリテーション・・・

介護療養型医療施設（療養病床等）・・・

か　行

介護老人福祉施設

　（特別養護老人ホーム）・・・・・・・

介護老人保健施設（老人保健施設）・・・

会食サービス・・・・・・・・・・・・

かかりつけ医を持ちましょう・・・・・

家具転倒防止器具取付支援・・・・・・

家事支援・生活支援 ･外出支援・・・・

家族介護慰労金・・・・・・・・・・・

家族介護教室・・・・・・・・・・・・

家族のためのこころが楽になる相談・・

紙おむつの支給 ･おむつ代の助成・・・

がん検診等・・・・・・・・・・・・・

がん相談コーナー・・・・・・・・・・

看護小規模多機能型居宅介護・・・・・

北烏山東敬老会館・・・・・・・・・・

基本チェックリスト・・・・・・・・・

救急医療機関・・・・・・・・・・・・

居宅療養管理指導・・・・・・・・・・

緊急一時宿泊・・・・・・・・・・・・

緊急通報システム

　（愛のペンダント）の貸与・・・・・・

区民歯科相談・・・・・・・・・・・・

くらしの多彩なニーズに

　お応えします・・・・・・・・・・・

車椅子の貸し出し・・・・・・・・・・

区役所 ･総合支所案内図・・・・・・・・

慶祝品・・・・・・・・・・・・・・・

健康診査・・・・・・・・・・・・・・

健康手帳・・・・・・・・・・・・・・

高額医療合算介護（介護予防）

　サービス費の支給・・・・・・・・・・

高額介護合算療養費・・・・・・・・・

高額介護サービス費等の支給・・・・・

後期高齢者医療制度等・・・・・・・・

後期高齢者医療制度 ･保険料・・・・・

後期高齢者医療制度 ･療養費の支給・・

高齢者安心コール・・・・・・・・・・

高齢者安心電話・・・・・・・・・・・
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高齢者インフルエンザ予防接種・・・・

高齢者が気をつけたい健康管理・・・・

高齢者クラブ・・・・・・・・・・・・

高齢者虐待の相談・・・・・・・・・・

高齢者集会所・・・・・・・・・・・・

高齢者なんでも相談・・・・・・・・・

高齢者肺炎球菌予防接種・・・・・・・

高齢者福祉･介護サービスの苦情･相談・

高齢者見守りステッカー・・・・・・・

高齢受給者証による医療・・・・・・・

こころの健康相談・・・・・・・・・・

ごみ出しサービス・・・・・・・・・・

在宅生活に必要な福祉用具の貸付 ･購入費

　の支給、住宅改修費の支給・・・・・

在宅療養・ACP ガイドブック

　「LIFE これからのこと」・・・・・・・

サービス付き高齢者向け住宅・・・・・

災害に備えて・・・・・・・・・・・・

資源・ごみ・粗大ごみの収集サービス・

仕事の紹介 ･相談・・・・・・・・・・

施設一覧・・・・・・・・・・・・・・

就業に関する催し・講座・・・・・・・

住宅改修相談・・・・・・・・・・・・

住宅改修費の支給・・・・・・・・・・

住宅改修費の助成・・・・・・・・・・

住宅火災通報システム・・・・・・・・

生涯学習セミナー・・・・・・・・・・

小規模多機能型居宅介護・・・・・・・

消費生活相談・・・・・・・・・・・・

シルバー工芸教室・・・・・・・・・・

シルバー人材センターで働いて

　みませんか・・・・・・・・・・・・

シルバーパス・・・・・・・・・・・・

シルバーピア住宅・・・・・・・・・・

寝具乾燥サービス・・・・・・・・・・

すこやか歯科健診・・・・・・・・・・

ストレスケア講座・・・・・・・・・・

さ　行

住まいサポートセンター・・・・・・・

住まい見守り・補償サービス

　初回登録料の補助・・・・・・・・・

生活福祉資金の貸付・・・・・・・・・

生計困難者等に対する利用者負担額軽減

　事業（さくら証）・・・・・・・・・

成人健診・・・・・・・・・・・・・・

成年後見制度利用支援・・・・・・・・

成年後見センターえみぃ・・・・・・・

世田谷いきいき体操・・・・・・・・・

せたがや　がやがや館

　（健康増進 ･交流施設）・・・・・・・

世田谷区在宅療養資源マップ・・・・・

世田谷区生涯大学・・・・・・・・・・

世田谷区認知症在宅生活

　サポートセンター・・・・・・・・・

世田谷区認知症とともに生きる希望条例

世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」・

世田谷区保健福祉サービス苦情審査会・

せたがやシニアボランティア

　ポイント事業・・・・・・・・・・・

せたがや生涯現役ネットワーク・・・・

世田谷年金事務所・・・・・・・・・・

選挙における自宅等での不在者投票

　（郵便等投票制度）・・・・・・・・・

対象者別サービス一覧表・・・・・・・

耐震シェルター等設置助成・・・・・・

代田陶芸教室・・・・・・・・・・・・

短期入所生活介護

　（ショートステイ）・・・・・・

短期入所療養介護

　（ショートステイ）・・・・・

地域支えあい活動・・・・・・・・・・

地域包括支援センター・・・・・・・・

地域密着型通所介護（デイサービス）・・

地域密着型特定施設入居者生活介護・・

た　行
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地域密着型介護老人福祉施設

　入所者生活介護

　（地域密着型特別養護老人ホーム）・・

長寿健診・・・・・・・・・・・・・・

通所介護（デイサービス）・・・・・・・

通所リハビリテーション（デイケア）・・

土と農の交流園・・・・・・・・・・・

定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・

電磁調理器・自動消火装置・

　ガス安全システムの給付・・・・・・

電話料金の助成・・・・・・・・・・・

東京都国民健康保険団体連合会・・・・

糖尿病予防教室・・・・・・・・・・・

特定健診・・・・・・・・・・・・・・

特定施設入居者生活介護・・・・・・・

特定疾病・・・・・・・・・・・・・・

特定入所者介護（介護予防）

　サービス費の支給

　（食費・居住（滞在）費の軽減）・・・

特別養護老人ホーム

　（介護老人福祉施設）・・・・

都市型軽費老人ホーム・・・・

都営、区営・区立などの

　高齢者向け住宅の入居・・・・・・・

入浴券の支給 ･・・・・・・・・・・・・

認知症カフェ・・・・・・・・・・・・

認知症講演会・・・・・・・・・・・・

認知症初期集中支援チーム事業・・・・

認知症対応型通所介護

　（デイサービス）・・・・・・・・・・

認知症対応型共同生活介護

　（グループホーム）・・・・・・

認知症本人交流会

　「楽しく語ろうつどいの会」・・・・・

はつらつ介護予防講座・・・・・・・・

ひだまり友遊会館・・・・・・・・・・

はり・きゅう・マッサージサービス・・

福祉サービス運営適正化委員会・・・・

福祉電話訪問・・・・・・・・・・・・

福祉の相談窓口・・・・・・・・・・・

福祉用具購入費の支給・・・・・・・・

福祉用具貸与・・・・・・・・・・・・

不動産担保型生活資金の貸付・・・・・

ふれあいサービス協力会員・・・・・・

ふれあいサービス事業・・・・・・・・

文化施設・スポーツ施設の利用・・・・

訪問介護（ホームヘルプ）・・・・・・・

訪問看護・・・・・・・・・・・・・・

訪問口腔ケア事業・・・・・・・・・・

訪問入浴介護・・・・・・・・・・・・

訪問リハビリテーション・・・・・・・

訪問理美容サービス・・・・・・・・・

保健センター・・・・・・・・・・・・

まるごと介護予防講座・・・・・・・・

民生委員・児童委員への相談・・・・・

もの忘れチェック相談会・・・・・・・

夜間対応型訪問介護・・・・・・・・・

有料老人ホーム・・・・・・・・・・・

養護老人ホーム・・・・・・・・・・・

リフト付タクシー・・・・・・・・・・

６５歳以上の方（第１号被保険者）の

　介護保険料・・・・・・・・・・・・
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ら　行

３６
１０６

６０
２５
９８
９８
２７
４６
６２
４９
８９
９０
３０
９０
９０
５４
３４

７１
２６

５

９１
７０
６９

５５

７６

９６、１１１
２８
９１
９２
３９
９１

５７
５８

１０６
３１
２８
９５
８２

１０２

７０、１１１
７０、１１４

６８

４０
５
５
５

９３

９５、１１２

５

７１
４７
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高齢者安心コール 高齢者安心コール 
お困り事はありませんか？

お気軽にお電話でご相談ください。 

高齢者安心コール 
☎ 5432-1010 

※聴覚に障がいがある方へ FAXによるご相談も承ります。

FAX  5432-1030 

　電話相談サービス  いつでもご利用可能・無料 
お困り事の相談を、24時間 365日電話でお受けいたします。高齢者の見守りに関するご相談
も受け付けます。 
対象者／世田谷区内在住の 65歳以上の方 

またはそのご親族やご近所の方 

1

電話訪問による見守りサービス  事前登録制・無料 
定期的にお電話をして、お体の具合や日常生活におけるお困りごとなどの相談をお受けいた
します。 
対象者／世田谷区内在住の 65歳以上の 

●ひとりでお住まいの方 ●高齢者だけでお住まいの方 
訪問回数／月１回、週１回または週２回 

2

ボランティアによる訪問援助サービス  事前登録制・実費相当分負担 
登録ボランティアがお宅を訪問し、簡単なお手伝いをいたします。 
対象者／世田谷区内在住の 65歳以上の 
   ●ひとりでお住まいの方 ●高齢者だけでお住まいの方 ●日中おひとりでいる方 

1・2は無料、3は実費相当分（例えば電球の交換をした場合の電球の代金など）を負担して
いただきます。 

３

つのサービスで安心をお届けいたします。 3



せたがやシルバー情報

☎



　☎ 

「せたがや高齢・介護応援アプリ」を
配信しています

アプリで何ができるの？

☎ 

区のおしらせ「せたがや」をスマートフォン等に配信しています

（iphone）

カタログ
ポケット

カタログ
ポケット マチイロ

（Android）

アプリケーションのダウンロード方法

（iphone） （Android）

無料
「せたがやシルバー情報」利用のご案内

○この「せたがやシルバー情報」は、世田谷区が実施している高齢者福祉サー
ビスや介護保険制度を中心にまとめたものです。介護保険制度の３年ごと
の見直しに合わせ発行し、６５歳以上の方のいる世帯へお配りしています。
日々の暮らしの中でご活用ください。

○掲載している内容は、令和３年８月現在のものです。その後の制度改正等
により、内容に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。詳しく
は各担当にお問合せください。

〇「せたがやシルバー情報」へのご意見・ご要望がございましたら、巻末の
アンケートはがきにより、高齢福祉課までお寄せください。

〇次回は令和６年度に発行する予定です。ご自宅への配付は希望する方のみと
する予定です。ご自宅への配付を希望される方は、巻末のアンケートはが
きにてお知らせください。

※令和３年８月に、６５歳以上の方のいる世帯（令和４年３月までに６５歳になる方を
　含む）へ一斉配付

Marui102
フリーテキスト
令和５年３月で運用を終了しました。


